
規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

特定債権等に係る事業の
規制に関する法律につい
て、その在り方について
見直しを行い、措置す
る。（平成15年度中目
途）

Ⅳa

特定債権法の廃止または
発展的改正について検討
し、結論を得て、平成15
年度OR16年度中に実施さ
れることについて見解を
示されたい。

回答では、「必要性、在
り方については引き続き
検討を行う」とされてい
るが、
①実施される内容につい
て可能な限り具体的に示
されたい。
②上記①を踏まえ、平成
１６年度までに実施され
ることの可否について改
めて検討されたい。

リース・クレジット債権
等の流動化の一手段であ
る資産担保型証券方式を
特債法の規制の枠組みか
ら外すべく、平成15年度
中に政令改正の手続きを
進めているところ。
　それ以外についても、
特債法の必要性、在り方
を含め検討を行ってい
く。但し、現時点では検
討終了時期を明示するこ
とは困難。
（注）「措置の内容」に
ついては現時点では未
定。

aにつ
いて
は

Ⅱ,Ⅲ
,Ⅳ、
※bに
つい
ては
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

規制
緩和
を含
む発
展的
改正
につ
いて
は一
部a、
それ
以外
はb

特定債権等（リース・ク
レジット債権等）の流動
化の公正かつ円滑な実
施、資産流動化商品の投
資家の保護を目的とし
て、特定債権等の資産譲
渡に係る仕組み規制、対
抗要件特例制度としての
公告制度、特定債権等譲
受業者及び小口債権販売
業者の許可、行為規制等
を行っている。

特定債権等に係
る事業の規制に
関する法律等

特定債権法の廃
止または発展的
改正

z0300010
※「措置の内
容」については
現時点では未定

　特定債権法について
は、順次規制緩和を実施
してきたところである
が、リース・クレジット
債権等の流動化に係る投
資家保護の観点から、そ
の必要性、在り方につい
ては引き続き検討を行
う。

aにつ
いて
は

Ⅱ,Ⅲ
,Ⅳ、
※bに
つい
ては
その
他欄
の通
り

規制
緩和
を含
む発
展的
改正
につ
いて
は一
部a、
それ
以外
はb

5008 5008010 オリックス㈱ 1
特定債権法の廃
止または発展的
改正

特定債権等に係る事業の
規制に関する法律（以
下、特債法という。）に
ついては廃止するか、ま
たは、特債法に拠らない
特定債権の流動化も認め
る制度、言い換えれば、
任意に利用可能な制度に
改正することを要望す
る。

なお、本事項について
は、平成15年3月に閣議決
定された「規制改革推進3
か年計画（再改定）」に
おいて、「特定債権等に
係る事業の規制に関する
法律について、投資家保
護の観点を踏まえつつ、
その必要性、在り方につ
いて引き続き検討し、結
論を得る。」とされた。
経済産業省の産業構造審
議会産業金融部会が平成
15年4月にとりまとめた
「中間報告　中堅・中小
企業のための新たな金融
機能の創造に向けて」に
おいて、債権流動化促進
に向けた制度の構築の一
環として、特債法の規制
の見直しについて言及さ
れているが、今後の検討
に際しては、本報告書に
基づき、以下の点が留意
されることを要望する。
①特債法を任意に利用可
能な制度とした上で、特
定債権の範囲を貸付債
権、売掛債権等に拡大す
べきである。
②公告制度については、
流動化対象債権が将来債
権の場合にも対応した制
度を創設すべきである。
③譲渡が行なわれる時点
では流動化されることが
確定していない債権につ
いても、将来、当該債権
を流動化する目的で譲渡
が行なわれた場合には、
特債法における公告制度
を利用できるような措置
を図るべきである。
④特定債権等譲受業者の
許可制を廃止し、許可を
持たない株式会社が譲り
受けた債権についても特
債法の対象とすべきであ
る。
⑤小口債権販売業者が販
売可能な小口債権には資
産担保証券を含めるべき
である。

経済産業省
金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5102 5102410
(社)日本経済
団体連合会 41 特債法の廃止

特債法を廃止すべきであ
る。その上で、現在の特
定債権の範囲にとらわれ
ない新たな債権流動化の
スキームを構築し、債権
譲渡の公告制度、投資家
保護のための措置などを
整備する必要がある。

経済産業省
金融庁

5034 5034020
(社)リース事

業協会 2
特定債権法の廃
止または発展的
改正

・特定債権法（以下、
「特債法」という。）に
ついては廃止するか、特
債法に拠らない特定債権
の流動化も認める制度、
言い換えれば、任意に利
用可能な制度に改正する
こと。・「中間報告　中
堅・中小企業のための新
たな金融機能の創造に向
けて」において、特債法
の規制の見直しについて
言及されているが、今後
の検討に際しては、本報
告書に基づき、以下の点
が留意されることを要望
する。① 特債法を任意に
利用可能な制度とした上
で、特定債権の範囲を貸
付債権、売掛債権等に拡
大すべきである。② 公告
制度については、流動化
対象債権が将来債権の場
合にも対応した制度を創
設すべきである。③ 譲渡
が行なわれる時点では流
動化されることが確定し
ていない債権について
も、将来、当該債権を流
動化する目的で譲渡が行
なわれた場合には、特債
法における公告制度を利
用できるような措置を図
るべきである。④ 特定債
権等譲受業者の許可制を
廃止し、許可を持たない
株式会社が譲り受けた債
権についても特債法の対
象とすべきである。⑤ 小
口債権販売業者が販売可
能な小口債権には資産担
保証券を含めるべきであ
る。⑥ 各種届出（数回／
年 × 2通）を廃止するこ
と。⑦ 仕組規制を撤廃す
ること。⑧ 特定投資家以
外の投資家に対する譲渡
制限・小口債権の転売制
限を撤廃すること。

経済産業省
金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

回答は、出資法第１条及
び第２条が，詐欺的金融
犯罪の取締り等に大きな
役割を果たしていること
を根拠に対応不可とされ
ているが、金融サービス
産業の更なる発展の観点
からは速やかに検討、実
施すべき事項と考えられ
る。
この点を踏まえ、
①要望内容は、悪徳業者
については、金融関連の
詐欺的行為を禁止する法
律を制定し、そちらで取
締るという代替措置を創
設することにより実施可
能と考えるが、この点を
踏まえ改めて実施に向け
た具体的な対応策を検討
され、示されたい（現在
の出資法でも悪徳業者の
一部取締りが可能である
が、同法のように預り金
を一律に禁止するような
法律は、一方で優良業者
の活動を制約するという
マイナスの影響がある。
また、その立法論的な妥
当性についても再検討す
る必要がある）。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

第１条関係

　出資金は出資元本が保
証されないことを本質と
するものであるため、当
該払戻しが実行不能に
陥った場合、安全である
と誤信して出資した一般
大衆が不測の損害を被る
ことを防止する趣旨か
ら、これを撤廃すること
は困難である。

第２条関係

　業としての「預り金」
については、他の法律に
特別の規定ある者以外は
禁止されているが、銀行
法など一般大衆の財産の
保護のための手当てがさ
れている場合以外におい
て、「預り金」を認める
ことは困難である。
　また、預金の受入れま
がいの脱法行為を厳正に
取り締まる必要があるこ
とから、現行の規定が必
要且つ適切であると考え
られる。

z0300020
出資法第１条の
撤廃及び第２条
の改廃

出資の受入れ、
預り金及び金利
等の取締りに関
する法律第１
条、第２条

出資法第１条は、「何人
も、不特定且つ多数の者
に対し、後日出資の払い
戻しとして出資金の全額
若しくはこれをこえる金
額に相当する金銭を支払
うべき旨を明示し、又は
暗黙のうちに示して、出
資金の受入れをしてはな
らない」ものとし、第２
条は「業として預り金を
するにつき他の法律に特
別の規定がある者を除く
外、何人も業として預り
金をしてはならない」も
のとしている。

Ｃ -

これらの規定について
は、現に違反事例が刑事
事件として発生してお
り、措置困難。

第１条関係

　出資金とは、出資元本
が必ずしも保証されない
ことを本質とするもので
ある。これに対し、あた
かも出資金全額の払戻し
が保証されている安全な
利殖手段であるかのよう
な誤解を与えて出資を募
ることは、当該払戻しが
実行不能に陥った場合、
安全であると誤信して出
資した一般大衆が不測の
損害を被ることとなるた
め、これを禁止すること
が必要である。

第２条関係

　預り金とは、主として
預け主の便宜のために金
銭の価額を保管すること
を目的とするものであ
る。他の法律に特別の規
定のある者については、
一般大衆の財産の保護等
の観点に基づく所要の行
為規制や当局の監督権限
が及ぶこととなるが、そ
れ以外の者が預り金を受
け入れる場合には、安全
な保管方法であると誤信
した一般大衆が不測の損
害を被る可能性が高く、
これを禁止することが必
要である。
　また、預り金の定義に
ついても、預金の受入れ
まがいの脱法行為を厳正
に取り締まる必要がある
ことから、現行の規定が
必要且つ適切であると考
えれれる。

5008 5008020 オリックス㈱ 2.1
出資法第１条の
撤廃及び第２条
の改廃

第１条は撤廃し、第２条
は預り金の定義を明確に
する等の改廃を行なうべ
きである。

金融庁
法務省

5034 5034180
(社)リース事

業協会 18
出資法第1条の撤
廃及び第2条の改
廃

・第１条は撤廃し、第２
条は預り金の定義を明確
にする等の改廃を行なう
べきである。

法務省
金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008030 オリックス㈱ 3.1

「金融業者の貸
付業務のための
社債の発行等に
関する法律」の
廃止

資金業規制法に規定する
資金業者等が、社債の発
行等による貸付資金の受
入れに際して課されてい
る登録手続を廃止するこ
とを要望する。

金融庁

5034 5034210
(社)リース事

業協会 21

「金融業者の貸
付業務のための
社債の発行等に
関する法律」の
廃止

・資金業規制法に規定す
る資金業者等が、社債の
発行等による貸付資金の
受入れに際して課されて
いる登録手続を廃止する
ことを要望する。

金融庁

回答は、社債の購入者等
の保護に資する観点から
対応不可とされている
が、金融サービス産業の
更なる発展の観点からは
速やかに検討、実施すべ
き事項と考えられる。
この点を踏まえ、
①要望内容は、(a)悪徳業
者については、金融関連
の詐欺的行為を禁止する
法律を制定し、そちらで
取締る、(b)社債の購入者
等の保護に関して、さら
なるディスクロージャー
の充実を図るのであれ
ば、証券取引法の規定に
おいて行なう、等の代替
措置を創設することによ
り実施可能と考えるが、
この点を踏まえ改めて実
施に向けた具体的な対応
策を検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

本法制定前は、
（a）貸金業者が預金まが
いの詐欺的手段による貸
付資金の調達を禁じる観
点から、出資法により社
債発行を禁じていたとこ
ろ、営業形態、対象顧
客、営業規模等が異なる
貸金業界の現状を踏まえ
つつ、金融サービス産業
の発展に資する観点から
同法が定められたもの。
（b）ディスクロージャー
に関しては、特定金融業
は証券取引法に基づく財
務諸表規則上の別記事業
に指定されており、事業
の特性に対応した財務諸
表の開示が同法の規定の
下に行われている。
　以上のように、社債の
購入者等の保護に資する
観点から、金融業者の貸
付業務のための社債の発
行等に関する法律を廃止
することは困難である。

z0300030

「金融業者の貸
付業務のための
社債の発行等に
関する法律」の
廃止

金融業者の貸付
業務のための社
債の発行等に関
する法律

貸金業者等は、内閣総理
大臣の登録を受けなけれ
ば、社債の発行その他の
方法による貸付資金の受
入れをすることができな
い。

Ｃ -

  本法制定前は、出資法
において、貸金業者等が
「社債名義」を使って預
金まがいの勧誘を行うこ
とを防ぐため、貸金業者
等が貸付資金に充てる目
的で社債等を発行するこ
とが禁止されていたとこ
ろ、本法の制定により社
債の購入者等の保護を図
りつつ解禁するに至った
ものである。
　すなわち、営業形態、
対象顧客、営業規模等が
異なる貸金業界の現状を
踏まえ、悪質業者を排除
し、社債の購入者等の保
護を図る観点から、一定
の財産的基礎（最低資本
金）と人的構成（リスク
管理体制）を要件とする
登録制度を実施するとと
もに、業務の特性に対応
し、貸付状況等を明確に
開示するための会計の整
理を義務付け、ディスク
ロージャーの充実を図る
等の措置を講じている
（注）。
　以上のように、社債の
購入者等の保護に資する
観点から、金融業者の貸
付業務のための社債の発
行等に関する法律を廃止
することは困難である。

（注）財務諸表規則上の
別記事業に指定。
　別記事業とは、個々の
事業の特性に対応した財
務諸表の開示が求められ
ている事業であり、建設
業、銀行・信託業、証券
業、保険事業等計１９業
種が指定されている。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

回答では、法制審議会等
の議論においてその見直
しの要否等について検討
中とのことであるが、企
業の機動的な資金調達を
達成する観点から、検討
を行い、早急に見直しを
行うべきである。

b I

社債の発行手続の見直し
の要否は、他の資金調達
手段との異同等の観点か
ら、会社法制の現代化に
係る議論の一環として検
討されている。
この会社法制の現代化に
ついては、「規制改革推
進３か年計画（再改
定）」（平成１５年３月
２８日閣議決定）におい
て平成１７年を目途に法
案提出予定とされてい
る。
この予定を目標に、法制
審議会にて上記の閣議決
定されたスケジュールに
従って検討されており、
短期社債についても、こ
の検討に沿って発行手続
きの見直しの要否も含め
て検討してまいりたい。

商法第296条、社
債等の振替に関
する法律第83条

社債の募集には取締役会
の決議が必要とされてい
る（商法２９６条）が、
短期社債については、取
締役会の決議をもって一
定の期間及び限度額内で
特定の取締役に委任でき
る（社債等の振替に関す
る法律８３条）。

b Iz0300040

社債及び短期社
債に関する取締
役会での決議義
務付けの見直し

社債の発行手続について
は、会社法制の現代化
（平成１７年法案提出予
定）にかかる法制審議会
等の議論において、その
見直しの要否等について
検討中である。この検討
を踏まえ、短期社債の発
行手続についてもその見
直しの要否等について検
討を行う。

5008 5008060 オリックス㈱ 6

社債及び短期社
債に関する取締
役会での決議義
務付けの見直し

社債及び短期社債につい
ても、商法上はガバナン
スの観点から「多額の借
財」の取扱いと同様に位
置付けるべきであり、商
品性のみに基づく取締役
会決議の義務付けは廃止
されるべきである。
平成15年3月に内閣府が公
表した「各府省等におけ
る規制改革に関する内外
からの意見・要望等に係
る対応状況」において、
法務省は「社債の発行手
続きについては、会社法
制の現代化（平成17年法
案提出予定）に係る今後
の法制審議会等の議論に
おいて、その見直しの要
否等についての検討がさ
れる予定である。」と説
明している。
早期に検討がなされるこ
とを要望する。

法務省
金融庁

5034 5034160
(社)リース事

業協会 16

資本市場におけ
る円滑な資金調
達環境の整備
（３）社債及び
短期社債に関す
る取締役会での
決議義務付けの
見直し

・社債及び短期社債につ
いても、商法上はガバナ
ンスの観点から「多額の
借財」の取扱いと同様に
位置付けるべきであり、
商品性のみに基づく取締
役会決議の義務付けは廃
止されるべきである。・
平成15年3月に内閣府が公
表した「各府省等におけ
る規制改革に関する内外
からの意見・要望等に係
る対応状況」において、
法務省は「社債の発行手
続きについては、会社法
制の現代化（平成17年法
案提出予定）に係る今後
の法制審議会等の議論に
おいて、その見直しの要
否等についての検討がさ
れる予定である。」と説
明している。・早期に検
討がなされることを要望
する。

法務省
金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008070 オリックス㈱ 7

短期社債の公募
発行に関する証
券取引法上の開
示内容の見直し

証券取引法上の発行登録
や情報開示の規定を改正
し、企業グループ内の金
融子会社が発行する公募
CPについて、連結ベース
での開示により発行が可
能となるようにすべきで
ある。

金融庁

5034 5034170
(社)リース事

業協会 17

資本市場におけ
る円滑な資金調
達環境の整備
（４）短期社債
の公募発行に関
する証券取引法
上の開示内容の
見直し

・証券取引法上の発行登
録や情報開示の規定を改
正し、企業グループ内の
金融子会社が発行する公
募CPについて、連結ベー
スでの開示により発行が
可能となるようにすべき
である。

金融庁

5008 5008080 オリックス㈱ 8.01

貸金業者からの
債権譲受に伴う
書面交付義務の
撤廃

貸金業法第２４条第２項
に規定する貸金業者から
の債権譲受に伴う書面の
再交付義務の撤廃を要望
する。

金融庁

5034 5034050
(社)リース事

業協会 5

 貸金業法の改正
等 （１）貸金業
者からの債権譲
受に伴う書面交
付義務の撤廃

・貸金業法第２４条第２
項に規定する貸金業者か
らの債権譲受に伴う書面
の再交付義務の撤廃を要
望する。

金融庁

5101 5101132 アイフル㈱ 13

貸金業の規制等
に関する法律第
24条第２項債権
譲渡等の規制の
一部見直し

法第24条2項の書面交付に
関して、現行の法第17条
の法定記載事項の見直し
を行い、顧客にも誤解を
与えない債権譲渡時の必
要事項（譲渡期日・譲受
人名・譲受人連絡先・支
払先・譲渡される債権の
内容等）に限り通知を行
う。

金融庁

回答では継続開示要件と
周知性要件が欠格してい
ることを根拠に対応不可
とされているが、
①要望内容は、(a)日々発
行されるCPの商品特性、
(b)連結ベースでの決算・
企業情報開示、(c)事業会
社の金融業務の本体から
金融専門子会社への移行
の流れ、等の観点から実
現を求めているものであ
り、この点についての具
体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

回答は、法律制定の経緯
に加え、貸金業者による
書面交付を巡るトラブル
が現に発生していること
を根拠に対応不可とされ
ているが、
①要望内容は、貸金業者
による債権流動化の円滑
化を求めているものであ
り、この点についての具
体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。
②平成１６年度までに実
施されることの可否につ
いて改めて検討された
い。

ｃ -

投資者の権利は発行会社
に対して生ずるものであ
り、投資者が投資判断を
行なうためには、発行会
社自身の企業情報等が重
要である。発行会社の親
会社が開示する連結ベー
スでの決算・企業情報開
示では、当該発行会社個
別の情報（個別企業の財
務情報のほか、資力、返
済能力、デフォルトの可
能性等を含む。）が開示
されないため、投資者は
発行会社の企業情報等を
考慮しないまま投資判断
を行い、不測の損害を生
じる可能性があり、投資
者保護上問題である。
なお、当該発行会社が有
価証券届出書を提出すれ
ば有価証券の発行は可
能。また、その後有価証
券報告書を１年以上継続
して提出し、周知性要件
を満たしておけば発行登
録制度を利用することも
可能。

撤廃
につ
いて
はc、
それ
以外
につ
いて
はb

※bに
つい
ては
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

いわゆる「ヤミ金融問
題」を契機とした今般の
「貸金業規制法及び出資
法の改正法附則」におい
て、新貸金業規制法によ
る貸金業制度の在り方及
び出資法第５条第２項に
ついては、施行後３年を
目途として検討を加え、
必要な見直しを行うこと
となっているので、これ
に沿って対応して参りた
い。
（注）改正法施行後３年
を目途として検討が行わ
れる予定であるため、
「措置の内容」について
は現時点では未定。

z0300050

短期社債の公募
発行に関する証
券取引法上の開
示内容の見直し

証券取引法第4条
第1項及び第2
項、第5条第1
項、法23条の3

短期社債を含む有価証券
を公募により発行する会
社は、有価証券届出書又
は発行登録書を内閣総理
大臣に提出して行なうこ
ととされている。発行登
録制度を利用する会社
は、利用適格要件（継続
開示要件及び周知性要
件）を満たさなければな
らないとされている。

ｃ -

発行登録制度は、その企
業情報等が既に公衆に広
範に提供されていると考
えられる会社（利用適格
要件を満たす会社）につ
いてその利用が認められ
るものであるが、継続開
示要件を満たさない会社
は、例え当該会社の親会
社が連結ベースでの企業
情報を開示していても、
当該会社の個別の企業情
報は開示されず、「その
企業情報等が既に公衆に
広範に提供されている」
とは考えられない。
このような会社について
発行登録制度の利用を認
めることとした場合、投
資者は発行会社の企業情
報等を考慮しないまま投
資判断を行うこととなる
ため、投資者保護の観点
から、継続開示を行って
いない会社についての発
行登録制度の適用は適切
ではない。

-

z0300060

貸金業者からの
債権譲受に伴う
書面交付義務の
撤廃

貸金業の規制等
に関する法律第
２４条第２項

貸金業者の貸付けに係る
債権を譲り受けた者は、
当該債権の債務者に対
し、譲り受けた債権の内
容を明らかにする書面を
遅滞なく交付しなければ
ならない。

撤廃
につ
いて
はc、
それ
以外
につ
いて
はb

※bに
つい
ては
その
他欄
の通
り

　貸金業の規制等に関す
る法律においては、業者
と債務者・保証人との間
のトラブルが社会問題化
したことを受け、債務
者・保証人保護の観点に
基づき書面交付義務を課
してきたところであり、
いわゆる商工ローン問題
の社会問題化を受けた法
改正（平成１２年６月１
日施行）においても、書
面交付義務を中心に規定
が追加されたところ。
　以上の経緯に加え、貸
金業者による書面交付を
巡るトラブルが現に発生
する中で、書面交付義務
に係る規定を撤廃するこ
とは困難である。
　なお、今般の「貸金業
規制法及び出資法の改正
法附則」において、新貸
金業規制法による貸金業
制度の在り方について
は、施行後３年を目途と
して検討を加え、必要な
見直しを行うこととなっ
ている。

※改正法施行後
３年を目途とし
て検討が行われ
る予定であるた
め、「措置の内
容」については
現時点では未定
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

回答は、「法人事業者に
対する貸付けにおいて
も、取立てをめぐるトラ
ブルのほか、契約内容の
説明不十分等の問題が生
じているところであ
り、」資金需要者等の利
益保護の観点から対応不
可とされているが、金融
サービス産業の更なる発
展の観点からは速やかに
検討、実施すべき事項と
考えられる。この点を踏
まえ、
①法人事業者は自己責任
のもと､貸付契約を締結す
るものであり､借手保護の
ためにこの規制を適用す
べきではなく、要望内容
については、先般のいわ
ゆる「商工ローン」の事
件は取立行為に問題があ
るのであり、取立行為に
関する法律を別途手当て
して対応する、等の代替
措置を創設することによ
り実施可能と考えるが、
この点を踏まえ改めて実
施に向けた具体的な対応
策を検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

いわゆる「ヤミ金融問
題」を契機とした今般の
「貸金業規制法及び出資
法の改正法附則」におい
て、新貸金業規制法によ
る貸金業制度の在り方及
び出資法第５条第２項に
ついては、施行後３年を
目途として検討を加え、
必要な見直しを行うこと
となっているので、これ
に沿って対応して参りた
い。

z0300070
法人向け貸付に
係る貸金業規制
の撤廃

貸金業の規制等
に関する法律

出資の受入れ、
預り金及び金利
等の取締りに関
する法律第５条
第２項

・貸金業規制法に基づ
き、貸金業者は、現在登
録制となっており、貸金
業者に対しては、過剰貸
付の禁止、誇大広告の禁
止、契約内容を明らかに
する書面の交付義務、受
領証書の交付義務、帳簿
の備え付け義務、取立て
行為の規制等が課されて
いる。

・出資法により、金銭の
貸付を業として行う場合
は、年29.2％の上限金利
規制が課されている。

Ｃ -

　先般のいわゆる「商工
ローン問題」にも象徴さ
れるように法人事業者に
対する貸付けにおいて
も、取立てをめぐるトラ
ブルのほか、契約内容の
説明不十分等の問題が生
じているところであり、
資金需要者等の利益保護
の観点から、貸金業規制
法において、法人向け貸
付けに係る規制を撤廃す
ることは困難である。
　なお、今般の「貸金業
規制法及び出資法の改正
法附則」において、新貸
金業規制法による貸金業
制度の在り方について
は、施行後３年を目途と
して検討を加え、必要な
見直しを行うこととなっ
ている。
　また、経済的弱者保護
の観点から、刑罰を以て
特に高金利の貸付け契約
を禁止する特別刑法たる
出資法の趣旨に鑑みれ
ば、貸金業規制法同様、
出資法において、法人向
け貸付けに係る規制を撤
廃することは困難であ
る。
　なお、今般の「貸金業
規制法及び出資法の改正
法附則」において、出資
法第５条第２項について
は、施行後３年を目途と
して検討を加え、必要な
見直しを行うこととなっ
ている。

5008 5008090 オリックス㈱ 9.01
法人向け貸付に
係る貸金業規制
の撤廃

�貸金業法は俗に「サラ
金規制法」と呼ばれ、そ
の規制内容も個人債務者
を保護するための法制で
ある。しかし同法は法人
に対する貸付にも適用さ
れており、法人に対する
貸付を行なう事業者に
とって、不要、過剰規制
となっている。法人事業
者に対する貸付について
は、貸金業法の適用除外
とすることを要望する。
�資金の借手が法人とな
る取引については、上記
規制の適用除外とするこ
とを要望する。法人は自
己責任のもと､貸付契約を
締結するものであり､借手
保護のためにこの規制を
適用すべきではない｡ま
た､短期間の融資に際して
この金利制限のため貸手
側がその取引の費用分も
まかなえないことになり､
借手の借入機会を奪う弊
害が生じている｡本事項に
ついては、平成14年3月の
閣議決定で「個人と法
人、例えば上場企業を同
一に扱う必要性、等につ
いて、実態調査を行
う。」とされ、平成15年2
月になってようやく金融
庁により実態調査のため
のアンケート徴収が行わ
れたが、調査の結果は公
にされておらず、調査結
果を踏まえた検討を行な
う具体的な動きもないよ
うである。
早急な実態調査報告の公
表と規制改革の実行が必
要であり、調査を踏まえ
て、法人向け貸付に係る
貸金業規制の撤廃、貸金
業規制・金利規制の全面
的な見直しの検討を開始
することを強く要望す
る。

金融庁

5034 5034060
(社)リース事

業協会 6

 貸金業法の改正
等 （２）法人向
け貸付に係る貸
金業規制の撤廃

 ・貸金業法は俗に「サラ
金規制法」と呼ばれ、そ
の規制内容も個人債務者
を保護するための法制で
ある。しかし同法は法人
に対する貸付にも適用さ
れており、法人に対する
貸付を行なう事業者に
とって、不要、過剰規制
であり、法人事業者に対
する貸付については、貸
金業法の適用除外とする
ことを要望する。 ・本事
項は「実態調査を行
う。」とされ、平成15年2
月に調査が行われたが、
結果は公にされておら
ず、調査結果を踏まえた
検討を行なう具体的な動
きもないため、早急な調
査報告の公表と規制改革
の実行が必要であり、調
査を踏まえて、法人向け
貸付に係る貸金業規制の
撤廃、貸金業規制・金利
規制の全面的な見直しの
検討を開始することを強
く要望する。

金融庁

03)金融庁.xls    7/51ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5034 5034070
(社)リース事

業協会 7

 貸金業法の改正
等（３）任意に
支払った場合の
みなし弁済規定
の適用要件の緩
和

・金利規制の体系として
出資法の罰則金利と利息
制限法の制限金利の二段
階構造をとっているこ
と、実際の支払いが銀行
振込等により行われてい
ること、借主は契約時の
書面交付によって実質金
利を認識していることか
らして、銀行振込等にか
かる第１８条第２項を
「みなし弁済」の不適用
とすることは不整合であ
り、合理的理由もない。
よって、この場合にも
「みなし弁済」を適用す
べきである。・第４３条
適用の規定に第１８条第
２項を含めることが資金
需要者の保護を欠くもの
かどうかについて、調
査・検討を行うことを要
望する。

金融庁

5101 5101140 アイフル㈱ 14

貸金業の規制等
に関する法律第
43条第１項みな
し弁済の適用要
件の一部見直し

貸金業者の預貯金口座に
対する振込みによる弁済
の場合において、弁済者
が受取証書の交付を拒絶
した場合に限り、受取証
書の交付を行わなくて
も、法第43条第1項のみな
し弁済の適用を可能とす
る。

金融庁

5101 5101150 アイフル㈱ 15

貸金業の規制等
に関する法律第
43条第１項の見
直し

同法同項にある「任意」
を削除する。あるいは
「認識」へ改め、その場
合は振込等の弁済の特例
を設ける。

金融庁

回答は、債務者保護の観
点から対応不可とされて
いるが、
①要望内容は、(a)銀行振
込等にかかる貸金業規制
法第１８条第２項を「み
なし弁済」の適用とす
る、(b)同法第４３条適用
の規定に第１８条第２項
を含めることが資金需要
者の保護を欠くものかど
うかについて調査・検討
を行う、等を求めている
ものであり、この点につ
いての具体的な対応策を
改めて検討され、示され
たい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

いわゆる「ヤミ金融問
題」を契機とした今般の
「貸金業規制法及び出資
法の改正法附則」におい
て、新貸金業規制法によ
る貸金業制度の在り方に
ついては、施行後３年を
目途として検討を加え、
必要な見直しを行うこと
となっているので、これ
に沿って対応して参りた
い。

z0300080

任意に支払った
場合のみなし弁
済規定の適用要
件の緩和

貸金業の規制等
に関する法律第
４３条

貸金業者が貸金業規制法
第１７条及び第１８条第
１項の規定による書面交
付義務を履行している場
合に、利息制限法の定め
をこえる利息について
は、債務者が任意に支
払った場合には、貸金業
規制法第４３条第１項に
より有効な利息の債務の
弁済とみなす。

Ｃ -

　貸金業規制法第４３条
第１項が、貸金業者が貸
金業規制法第１７条及び
第１８条第１項の規定に
よる書面交付義務を履行
している場合に、債務者
が任意に支払った利息制
限法の定めを超える利息
を有効とみなすのは、貸
金業者が法第１７条及び
第１８条の書面交付によ
り、債務者は自らの債務
を明確に認識することが
可能となり、仮に債務者
との間で争いが生じた場
合にも、債務者が自らの
債務につき証明し得るも
のとすることにより債務
者保護を図る趣旨による
ものである。
　よって、上記以外の方
法により弁済を受ける場
合には、債務者が自らの
債務の内容を明確に認識
することができず、仮に
債権者との間で争いが生
じた場合にも、債務者が
自らの債務につき証明し
得ない等の事態が生じる
おそれがあると考えられ
ること等から、銀行振込
等による弁済について、
ただちに債務者の支払の
任意性を認め、有効な弁
済と見なすことは困難で
ある。
  なお、今般の「貸金業
規制法及び出資法の改正
法附則」において、新貸
金業規制法による貸金業
制度の在り方について
は、施行後３年を目途と
して検討を加え、必要な
見直しを行うこととなっ
ている。

5008 5008100 オリックス㈱ 10.1

任意に支払った
場合のみなし弁
済規定の適用要
件の緩和

金利規制の体系として出
資法の罰則金利と利息制
限法の制限金利の二段階
構造をとっていること、
実際の支払いが銀行振込
等により行われているこ
と、借主は契約時の書面
交付によって実質金利を
認識していることからし
て、銀行振込等にかかる
第１８条第２項を「みな
し弁済」の不適用とする
ことは不整合であり、合
理的理由もない。よっ
て、この場合にも「みな
し弁済」を適用すべきで
ある。第４３条適用の規
定に第１８条第２項を含
めることが資金需要者の
保護を欠くものかどうか
について、調査・検討を
行うことを要望する。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

不動産特定共同事業契約
締結に係る事前説明態様
の多様化について検討
し、結論を得て、平成
15OR16年度中に実施され
ることについて見解を示
されたい。

あ Ⅳ

不動産特定共同事業法の
契約成立前における契約
内容説明義務に関して、
その具体的態様について
は、消費者保護やトラブ
ル未然防止等の観点か
ら、個別の質問応答対応
を確保しつつ、ビデオ、
ＤＶＤ等の電子機器の活
用を可能とするよう、所
要の通知を発する。（平
成15年度中）

回答では、現在具体的な
措置内容を検討中とされ
ているが、
①要望内容は、投資信託
等他の金融商品に倣い、
説明義務の撤廃・緩和を
求めるものであり、この
点について具体的な対応
策を改めて検討され、示
されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について具体的に示
されたい。

a Ⅳ

　不動産特定共同事業商
品の契約の申込者が、契
約の内容等について十分
知らないままにその締結
を行うと、後々のトラブ
ルの原因となる可能性が
あることから、適切に情
報が開示されていること
が不可欠であり、契約成
立前に書面を交付し説明
することが、消費者保護
やトラブルの未然防止を
図る観点から必要と考え
られる。同観点に配慮し
つつ、規制改革推進３か
年計画に記載された不動
産特定共同事業の手続き
要件に関する事項ついて
は、ビデオ等の電子機器
の活用を可能とするよう
平成１５年度中に所要の
通知を発する措置を講じ
る予定。

z0300090

不動産特定共同
事業契約締結に
係る説明義務の
撤廃

不動産特定共同事業法第24条第1項

不動産特定共同事業者
は、不動産特定宇共同事
業が成立するまでの間
に、不動産特定共同事業
契約の内容及びその履行
に関する事項であって主
務省令で定めるものにつ
いて、書面を交付して説
明しなければならない。

a Ⅳ

不動産特定共同事業商品
の契約の申込者が、契約
の内容等について十分知
らないままにその締結を
行うと、後々のトラブル
の原因となる可能性があ
ることから、適切に情報
が開示されていることが
不可欠であり、契約成立
前に書面を交付し説明す
ることが消費者保護やト
ラブルの未然防止を図る
観点から必要と考えられ
るが、規制改革推進３か
年計画に記載された不動
産特定共同事業の手続き
要件に関する事項ついて
は、対応予定である。

5008 5008120 オリックス㈱ 12.1

不動産特定共同
事業契約締結に
係る説明義務の
撤廃

｢金融商品の販売等に関す
る法律｣に列挙される金融
商品においては、読んで
聞かせる説明義務を課し
ておらず、不動産特定共
同事業法の説明義務の過
度な規制を緩和すべきで
ある。
本事項については、平成
15年３月に閣議決定され
た「規制改革推進３か年
計画（再改定）」におい
て、「電子機器を活用し
てより低廉な費用で不動
産特定共同事業が活用さ
れるよう書面交付手続等
における電子機器の活用
形態の明確化について、
消費者保護やトラブルの
未然防止を図りつつ、検
討を行い、どのような電
子機器の活用形態が、現
行制度の「書面を交付し
て説明」「書面に記名捺
印」に該当するのかにつ
いて、他法令との整合性
を図りつつ明確にする。
その上で、必要があれ
ば、制度改正を検討す
る。」とされた。
検討の結果についての情
報開示を要望するととも
に、検討を踏まえて、早
急に説明義務の過度な規
制を緩和することを強く
要望する。

国土交通省
金融庁

5034 5034040
(社)リース事

業協会 4

不動産特定共同
事業契約締結に
係る説明義務の
撤廃

・｢金融商品の販売等に関
する法律｣に列挙される金
融商品においては、読ん
で聞かせる説明義務を課
しておらず、不動産特定
共同事業法の説明義務の
過度な規制を緩和すべき
である。・「規制改革推
進３か年計画（再改
定）」において、「電子
機器を活用してより低廉
な費用で不動産特定共同
事業が活用されるよう書
面交付手続等における電
子機器の活用形態の明確
化について、（中略）検
討を行い、どのような電
子機器の活用形態が、現
行制度の「書面を交付し
て説明」「書面に記名捺
印」に該当するのかにつ
いて、他法令との整合性
を図りつつ明確にする。
その上で、必要があれ
ば、制度改正を検討す
る。」とされた。検討の
結果についての情報開示
を要望するとともに、検
討を踏まえて、早急に説
明義務の過度な規制を緩
和することを強く要望す
る。

国土交通省
金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5034 5034190
(社)リース事

業協会 19

資産流動化法に
係る規制緩和等
（１）特定目的
会社の借入先制
限の緩和

・本事項については、平
成15年３月に閣議決定さ
れた「規制改革推進３か
年計画（再改定）」にお
いて、「適格機関投資家
に限定されている特定目
的会社の借入先を拡大す
ることについて検討す
る。【平成15年度検
討】」とされた。・早急
に、ＳＰＣの借入先につ
いて貸金業規制法に基づ
く貸金業者などを追加す
る措置が講ざれることを
要望する。

金融庁

5102 5102440
(社)日本経済
団体連合会 44

「資産の流動化
に関する法律」
における特定目
的会社の借入先
の拡大

特定目的会社による資金
の借入先に、貸金業者を
追加すべきである。

金融庁

5008 5008140 オリックス㈱ 14.1
特定目的会社の
資金調達手段の
拡大

匿名組合契約に基づく出
資などを追加し、その担
い手を増やすべきであ
る。

金融庁

5034 5034200
(社)リース事

業協会 20

資産流動化法に
係る規制緩和等
（２）特定目的
会社の資金調達
手段の拡大

匿名組合契約に基づく出
資などを追加し、その担
い手を増やすべきであ
る。

金融庁

5008 5008150 オリックス㈱ 15

投資顧問業（一
任契約）におけ
る投資対象によ
る兼業規制の撤
廃

投資一任の認可を取得し
た投資顧問業者に、商品
ファンド法に基づく商品
投資顧問業の兼業を認め
るべきである。

金融庁

5034 5034560
(社)リース事

業協会 56

投資顧問業（一
任契約）におけ
る投資対象によ
る兼業規制の撤
廃

・投資一任の認可を取得
した投資顧問業者に、商
品ファンド法に基づく商
品投資顧問業の兼業を認
めるべきである。

金融庁

回答では調査の実施によ
り対応とされているが、
①要望内容は、ＳＰＣの
借入先について、貸金業
者などを追加する措置が
早急に講ざれることを要
望しているものであり、
この点について具体的な
対応策を更に検討され、
示されたい。
②平成１６年度までに実
施されることの可否につ
いて改めて検討された
い。

回答では匿名組合契約は
有価証券化に馴染まない
ことを根拠に対応不可と
されているが、
①要望内容は、(a)金融機
関、特定の事業会社が特
定目的会社に貸付を行な
うことが認められている
ことに鑑みれば、証券市
場の発展への寄与を理由
に匿名組合出資を認めな
い理由にはならない、(b)
例えば、特定目的会社に
貸付を行なう企業が匿名
組合出資を行なうことを
認めることは、投資家保
護に欠けるものではな
い、等の観点から実現を
求めているものであり、
この点についての具体的
な対応策を改めて検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ -

SPCの新たな資金調達手段
として、匿名組合契約に
基づく出資金を受け入れ
る制度を設ける場合に
は、投資家保護の観点
や、証券市場の発展に寄
与することを考慮して、
税務上の優遇措置が設け
られていることから、SPC
法上の特例として、当該
出資持分は証券取引法上
の有価証券と位置づけざ
るを得ない。
しかしながら、「匿名組
合契約は、営業者と出資
者の人的信頼関係に基づ
く個別契約によってなさ
れるものであり、転々流
通することを前提とする
有価証券化には馴染まな
いと考えれるため措置困
難。」と回答しており、
まずは当方の主張につい
てご理解頂きたい。
なお、SPCによる借入れ
は、証券市場の発展に寄
与することを考慮して税
制上の優遇措置が設けら
れている制度の下におい
て、例外的に認められて
いるものであり、有価証
券以外による資金調達を
拡大することは適当でな
いと考える。

b Ⅲ

貸金業者等によるSPCへの
貸付に対するニーズにつ
いての調査を行い、平成
16年度までに結論を出す
こととする。

Ⅲ
貸金業者等によるSPCへの
貸付に対するニーズにつ
いての調査を行う

ｂ

認可投資顧問業者の兼業
については、今国会で成
立した証券取引法等の一
部を改正する法律によ
り、平成１６年４月１日
から、投資顧問業者及び
投資一任契約に係る業務
を営むにつき公益又は投
資者保護のため支障を生
ずることがないと認めら
れる場合には、当該業務
が投資顧問業及び投資一
任契約に関連する業務で
なくても、個別に承認を
得て、その兼業を認める
ことを可能とする旨の改
正を行ったところであ
る。

z0300100
特定目的会社の
借入先制限の緩
和

資産の流動化に
関する法律第150
条の6
同法施行規則第
41条

特定目的会社の借入先
は、「銀行」及び「適格
機関投資家」に制限され
ている。

z0300110
特定目的会社の
資金調達手段の
拡大

資産の流動化に
関する法律第2条
第2項

特定目的会社の資金調達
手段は、資産対応証券、
特定目的借入れ、特定目
的信託に限定されてい
る。

ｃ -

SPCの新たな資金調達手段
として、匿名組合契約に
基づく出資金を受け入れ
る制度を設ける場合に
は、投資家保護の観点
や、証券市場の発展に寄
与することを考慮して、
税務上の優遇措置が設け
られていることから、SPC
法上の特例として、当該
出資持分は証券取引法上
の有価証券と位置づけざ
るを得ない。
しかしながら、匿名組合
契約は、営業者と出資者
の人的信頼関係に基づく
個別契約によってなされ
るものであり、転々流通
することを前提とする有
価証券化には馴染まない
と考えれるため措置困
難。
なお、SPCによる借入れ
は、証券市場の発展に寄
与することを考慮して税
制上の優遇措置が設けら
れている制度の下におい
て、例外的に認められて
いるものであり、有価証
券以外による資金調達を
拡大することは適当でな
いと考える。

ａ Ⅰz0300120

投資顧問業にお
ける投資対象に
よる兼業規制の
撤廃

有価証券に係る
投資顧問業の規
制等に関する法
律第３１条

認可投資顧問業者が投資
顧問業及び投資一任契約
に係る業務に関連する業
務で、投資顧問業及び投
資一任契約に係る業務を
営むにつき投資者保護の
ため支障を生ずることが
ないと認められるものに
ついて、内閣総理大臣の
承認を受けたときは他の
業務を営むことができ
る。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008162 オリックス㈱ 16
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

2.契約成立時交付書面の
記載事項に関して販売業
業務命令が規定する内容
の大幅な簡略化を要望す
る。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5034 5034572
(社)リース事

業協会 57.2
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

契約成立時交付書面の記
載事項に関して販売業業
務命令が規定する内容の
大幅な簡略化を要望す
る。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5063 5063050

(社)日本商品
投資販売業協

会
5

17条書面（契約
成立時交付書
面）の記載内容
の簡略化もしく
は撤廃

現行制度では、商品投資
販売業者は、商品投資契
約等が成立したときは、
顧客に対し、遅滞なく契
約等の内容およびその履
行に関する事項を記載し
た書面を交付しなければ
ならないところである
が、当該書面（契約成立
時交付書面）の記載内容
を簡略化もしくは撤廃し
ていただきたい。

金融庁
農林水産省
経済産業省

商品ファンドに係る契約
成立時書面の記載内容の
簡素化について検討し、
結論を得て、平成15OR16
年度中に実施されること
について見解を示された
い。

b 未定

契約成立前交付書面と契
約成立時交付書面の内容
のあり方について、投資
家保護の趣旨及び双方の
性格を考慮しつつ、結論
を得る。（平成15年度結
論）

書面記載内容の簡素化に
ついては、契約成立前・
成立時各々の交付の趣旨
に照らしつつ、可能な限
り重複を避ける方向で平
成15年度中に結論を得る
とともに、平成16年度に
速やかに実施してもらい
たい。併せて以下の点を
明らかにしてもらいた
い。
①成立前・成立時各々の
書面交付の趣旨をその違
いも含め、明らかにする
こと。
②「重複等省略をしても
差し支えないものがある
かどうかについて精査」
するに当たっての論点を
明らかにすること。

簡素
化に
つい
ては
ｂ,撤
廃に
つい
てはc

※bに
つい
ては
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

１．商品投資契約に際し
ては、以下の趣旨により
契約締結前と締結時の書
面の交付を２回に分けて
交付させることで、投資
家保護の徹底を図ったも
のである。
（1）成立前
投資家は、商品投資契約
の締結前に商品ファンド
の内容について十分な知
識を得ることが必要であ
る。このため、業者に当
該契約を締結するするか
否かについて判断の材料
となるべきものを投資家
に対して提供させ、業者
の業務内容、商品ファン
ドの内容等につき事前に
顧客に対して説明させる
こととしている。
（2）成立時
商品投資販売契約等が成
立した場合に、その契約
内容が不明確であると、
後日、当事者間で契約内
容を巡るトラブルを招く
おそれが大きい。このた
め、成立した契約の内容
を書面に記載させること
により、その明確化を図
るとともに、投資家に注
意を喚起させることによ
り、トラブルの発生を未
然に防止する必要があ
る。

２．「重複等省略をして
も差し支えないものがあ
るかどうかについて精
査」するに当たっての論
点は、どちらか一方の書
面から重複事項の記載を
省略した場合において、
投資家保護上問題がない
か、と考えられるが、本
年度中に措置するか否か
を含めて関係省庁と検討
することとしたい。

（注）「措置の内容」に
ついては現時点では未定

簡素
化に
つい
ては
ｂ,撤
廃に
つい
てはc

z0300130

契約成立時書面
の記載内容の簡
素化若しくは撤
廃

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第１７
条

商品投資販売業者は、商
品投資契約等が成立した
ときは、顧客に対し、遅
滞なく、当該商品投資契
約等の内容及びその履行
に関する事項を記載した
書面を交付しなければな
らない。

※bに
つい
ては
その
他欄
の通
り

　商品投資契約等が成立
した場合にその契約内容
が不明確であると、後日
当事者間に契約内容を巡
るトラブルが生じるおそ
れが大きいため、成立し
た契約の内容を書面に記
載し、顧客に対し交付す
ることにより、その明確
化を図り、投資家保護を
図る趣旨から契約締結時
の書面交付を求めている
もの。
　このような趣旨に鑑み
れば、契約締結時交付書
面を撤廃することは顧客
が契約内容を把握できな
くなる等、投資家保護上
問題があり対応は困難で
ある。
　ただし、契約前交付書
面と契約成立時交付書面
の内容が重複している点
について簡素化すること
については、投資家保護
の趣旨及び双方の交付書
面の性格を考慮しつつ、
１５年度中に措置するか
否かを含め関係省庁と検
討し、結論を得る。

※「措置の内
容」については
現時点では未定
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008163 オリックス㈱ 16
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

3.商品投資販売業者がい
わゆる私募ファンドとし
て組成販売した商品ファ
ンドについては顧客の閲
覧対象としなくともよい
よう措置することを要望
する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5034 5034573
(社)リース事

業協会 57.3
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

商品投資販売業者がいわ
ゆる私募ファンドとして
組成販売した商品ファン
ドについては顧客の閲覧
対象としなくとも良いよ
う措置することを要望す
る。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5008 5008164 オリックス㈱ 16
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

4.投資家からの書面によ
る契約の解除について、
投資信託とのイコール
フッティングの観点、な
らびに投資家の利益の観
点から撤廃を要望する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5034 5034574
(社)リース事

業協会 57.4
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

投資家からの書面による
契約の解除について、投
資信託とのイコールフッ
ティングの観点、ならび
に投資家の利益の観点か
ら撤廃を要望する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5063 5063060

(社)日本商品
投資販売業協

会
6 クーリング・オ

フ制度の撤廃

クーリング・オフ制度
（商品投資に係る事業の
規制に関する法律第17条
規定の契約時交付書面を
受領した日から起算して
10日を経過するまでの
間、書面によりその契約
の解除を行うことが出来
る制度）を撤廃する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

いわゆる私募商品ファン
ドの書類閲覧対象からの
除外について、検討し、
結論を得て、平成15OR16
年度中に実施されること
について見解を示された
い。

b 未定

商品ファンドに関する書
類については、販売業者
がいわゆる私募ファンド
として組成販売した商品
ファンドについても顧客
の閲覧対象となっている
が、閲覧対象を関係者の
みに限定することが、投
資家保護上適当であるか
考慮しつつ、結論を得
る。（平成15年度結論）

回答においては「対応不
可」とあるが、以下の点
を踏まえ、再検討頂きた
い。
①各府省等における規制
改革に関する内外からの
意見・要望等に係る対応
状況（平成14年度版）に
おいて「措置するか否か
を含めて平成15年度中に
結論」としていたところ
とあるが、現時点での検
討状況はどうなっている
のか。
②「当該プライベート商
品ファンドの顧客以外の
顧客がその閲覧について
要望すること自体稀であ
ると想定される」とある
が、本来、「稀」か否か
は規制の有無の判断とは
別の問題ではないか。仮
に規制と関係するとの判
断があるとすれば、
「稀」であるならば、む
しろ閲覧の必要性は極め
て低いと考えるべきでは
ないか。
③「投資の判断材料とし
て有益」とある一方、要
望理由にある「私募ファ
ンド投資家への秘密保
持」の観点に言及されて
いないが、この点につい
てどのように考えるの
か。

上記①～③を踏まえ、平
成１６年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

回答においては「対応不
可」とする理由として、
商品ファンドの商品特性
を挙げているが、次の点
について投資信託との比
較も含めて、再検討の
上、改めて見解を示して
もらいたい。
①一般の投資家が仕組み
を十分に理解しないまま
契約を締結してしまうこ
とが容易に想定されるこ
と
②業者は「必ず利益が取
得できる」または「元本
相当分は保証」とする誘
引力の高い契約であり、
かかる特性及び安全性、
利殖性が強調されがちな
業者の言辞により、冷静
な判断をしないまま、契
約締結に至るといった場
合が用意に想定されると
いう特性があること

上記①～②を踏まえ、平
成１６年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｃ ー

商品投資契約において、
クーリングオフ規定を設
けているのは、商品ファ
ンドが投資信託と異な
り、証取法に基づく厳格
な開示規制・販売規制に
服しておらず、一般の投
資家がその仕組みを十分
に理解しないまま契約を
したり、販売業者の勧誘
によって冷静な判断をし
ないまま契約締結に至る
事態が定されることか
ら、投資家に対して契約
締結後一定期間は意志決
定の再確認しうる時間的
余裕を与えることとする
ためである。
　以上のような趣旨に加
え、平成１０年６月に商
品ファンドの最低販売単
位が撤廃され、それ以降
の商品ファンドの多くが
個人投資家に販売されて
いる現状において、クー
リングオフ規定を撤廃す
ることは困難。

ｂ

※
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

金融庁としては、「対応
不可」とはしておらず、
前回回答の通り、私募
ファンドとして組成販売
した商品ファンドに関す
る書類の閲覧対象を関係
者のみに限定すること
が、投資家保護上適当で
あるか考慮しつつ、１５
年度中に措置するか否か
を含め関係省庁と検討
し、結論を得る。

（注）「措置の内容」に
ついては現時点では未定

z0300140
私募商品ファン
ドの書類閲覧対
象からの除外

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第２０
条

商品投資事業者は、業務
及び財産の状況を記載し
た書類を、営業所ごとに
備え置き、顧客の求めに
応じ閲覧させなければな
らない。

ｂ

※そ
の他
欄の
通り

　商品投資販売業者に対
し、業務及び財産の状況
を記載した書類の顧客へ
の閲覧を義務付けている
のは、投資判断を行う上
で、既存の商品投資の内
容（運用状況等）や販売
業者の経営状況を把握す
ることは、投資家の自己
責任原則を基本とした投
資家保護を図る上で重要
なためである。
　現状では、販売業者が
いわゆる私募ファンドと
して組成販売した商品
ファンドについても顧客
の閲覧対象となっている
が、このような商品ファ
ンドに関する書類の閲覧
対象を関係者のみに限定
することが、投資家保護
上適当であるか考慮しつ
つ、１５年度中に措置す
るか否かを含め関係省庁
と検討し、結論を得る。

※「措置の内
容」については
現時点では未定

z0300150

商品ファンド法
におけるクーリ
ングオフ制度の
撤廃

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第１９
条

商品投資販売業者と商品
投資契約等を締結した顧
客は、契約時交付書面を
受領した日から起算して
１０日を経過するまでの
間、書面によりその契約
の解除を行うことができ
る。

Ｃ -

　商品投資契約において
クーリングオフ規定を設
けているのは、商品投資
の仕組みが複雑であるた
め、一般の投資家がその
仕組みを十分に理解しな
いまま契約をしたり、販
売業者の勧誘によって冷
静な判断をしないまま契
約締結に至る事態が想定
されることから、投資家
に対して契約締結後一定
期間は意志決定の再確認
しうる時間的余裕を与え
ることとするためであ
る。
　以上のような趣旨に加
え、平成１０年６月に商
品ファンドの最低販売単
位が撤廃され、それ以降
の商品ファンドの多くが
個人投資家に販売されて
いる現状において、クー
リングオフ規定を撤廃す
ることは困難。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008165 オリックス㈱ 16
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

5.商品ファンドの従たる
投資対象となる特定資産
のうち、確定運用を目的
とする金融商品（預金、
運用期間内に満期をむか
える国債等）については
組入比率制限の対象外と
することを要望する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5034 5034575
(社)リース事

業協会 57.5
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

商品ファンドの従たる投
資対象となる特定資産の
うち、確定運用を目的と
する金融商品（預金、運
用期間内に満期をむかえ
る国債等）については組
入比率制限の対象外とす
ることを要望する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5008 5008166 オリックス㈱ 16
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

6.映画ファンドの運用法
人の許可を有する商品投
資販売業者が、映画ファ
ンドの運用に特化した子
会社を設立し、子会社が
運用法人としての許可を
申請する場合において
は、子会社の資本の額に
関する1千万円の最低額の
定めを撤廃し、資本の額
が3百万円の有限会社でも
運用法人となれるよう要
望する。

金融庁
経済産業省

5034 5034576
(社)リース事

業協会 57.6
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

映画投資に係る商品投資
販売業の許可取得済の商
品投資販売業者によって
発行済株式の総数または
出資の総額が所有される
法人が、映画投資に係る
商品投資契約の当事者と
なることを目的に商品投
資販売業の許可を申請す
る場合には、当該法人が
映画投資に係る商品投資
販売業以外の事業を営ま
ないことを条件に、当該
法人の資本の額または出
資の総額に関する制限の
撤廃を要望する。

金融庁
経済産業省

回答では投資家保護を根
拠に対応不可とされてい
るが、
①要望内容は、許可取得
済の映画ファンド業者の
子会社であって、「当該
法人が映画投資に係る商
品投資販売業以外の事業
を営まないことを条件
に」実現を求めているも
のであり、この点につい
ての具体的な対応策を改
めて検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

回答においては「対応不
可」とする理由として、
「『商品ファンド』に該
当しない可能性が生じ
る」としているが、次の
点を踏まえつつ、再度検
討願いたい。
①商品ファンドか否かを
判断する基準は単に組入
比率（の一定割合）と考
えているのか。
②また、組入比率制限を
緩和することにより、商
品ファンド性が薄れた場
合に、どのような問題が
生じると考えているのか
（例えば消費者保護上の
問題等）。

上記①～②を踏まえ、平
成１６年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討されたい。

ｃ ー

本件は、親会社・子会
社、兼業・専業如何に関
わらず、商品投資販売業
としての性質から要件を
定めているものであり、
前回回答のとおり、法目
的である投資家保護の観
点も踏まえれば、資本金
の最低限度額を変更する
ことは困難である。

Ｃ ー

「商品投資に係る事業の
規制に関する法律（以下
「商品ファンド法」）
は、投資家から出資され
た財産を「主として商品
投資により運用」するこ
とで得られた成果を配分
する投資商品（いわゆる
商品ファンド）を規制対
象としており、「主とし
て商品投資により運用」
の判断基準として，事務
ガイドラインにおいて、
金融商品等の組入比率を
定めているところであ
る。組入比率制限を緩和
することとなれば、本
来、別の法令（例えば、
投資信託法）の対象とな
るべき商品ファンド性の
薄い投資商品（例えば、
投資信託）まで商品ファ
ンド法の対象となりかね
ないという問題が生じ
る。

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第2条

　基本通達により、商品
投資以外の投資として金
融商品を組み入れる場合
の組み入れ割合を定めて
いる。

Ｃz0300160

商品ファンドに
おける投資対象
の組入比率制限
からの預金等の
適用除外

ー

商品ファンドは、投資家
から出資された財産を主
として商品投資で運用す
ることで得られた成果を
配分する金融商品であ
り、商品投資以外の投資
対象として有価証券、金
融先物等を組み入れる場
合にはその組み入れ割合
を定めているもの。
　このような趣旨に照ら
せば、商品投資以外の投
資対象である金融商品か
ら確定運用を目的とする
金融商品を限定して除外
することは困難である。

z0300170

映画ファンドの
許可取得済運用
法人の子会社が
商品投資販売業
の許可を申請す
る際の最低資本
規制の撤廃

商品投資に係る
事業の規制に関
する施行令第７
条第１項

商品投資販売業の許可を
得ようとする場合、資本
の額又は出資の総額は
1,000万円以上でなければ
ならない。

Ｃ -

　商品ファンドは、投資
家から出資された財産を
主として商品投資で運用
することで得られた成果
を配分する金融商品であ
ることから、許可取得業
者が営業活動を行う上で
最低限度の資力、信用弁
済力を有することが必要
である。
　よって、法目的である
投資家保護の観点から勘
案すると、親会社の如何
により資本金の最低限度
額を変更することは困難
である。

5063 5063070

(社)日本商品
投資販売業協

会
7

映画ファンドの
許可取得済運用
法人の子会社が
商品投資販売業
の許可を申請す
る場合、その商
品投資販売業者
の資本の額、ま
たは出資の総額
についての最低
額の規定を撤廃
する。

現行制度では、映画投資
に係る商品投資販売業の
許可取得済の商品投資販
売業者によって発行済株
式の総数または出資の総
額が所有される法人が、
商品投資販売業の許可を
申請する場合、許可の条
件として当該法人には1，
000万円以上の資本の額ま
たは出資の総額が必要と
されているところである
が、映画投資に係る商品
投資販売業の許可取得済
の商品投資販売業者に
よって発行済株式の総数
または出資の総額が所有
される法人が、映画投資
に係る商品投資契約の当
事者となることを目的に
商品投資販売業の許可を
申請する場合には、当該
法人が映画投資に係る商
品投資販売業以外の事業
を営まないことを条件
に、当該法人の資本の額
または出資の総額に関す
る制限の撤廃を要望す
る。

金融庁
経済産業省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008170 オリックス㈱ 17.1

信託業務におけ
る「実質代理店
の禁止」規定の
改定

事務ガイドライン３－３
－３を改定し、「代理」
行為は禁止するが、「媒
介」行為までも禁止する
ものではないことを明確
にすることを要望する。

金融庁

5034 5034130
(社)リース事

業協会 13

信託業規制の改
革（４）信託業
務における「実
質代理店の禁
止」規定の改定

・事務ガイドライン３－
３－３を改定し、「代
理」行為は禁止するが、
「媒介」行為までも禁止
するものではないことを
明確にすることを要望す
る。

金融庁

5008 5008180 オリックス㈱ 18.1

生命保険募集人
が使用人に対し
て保険契約の申
込みをさせる行
為を禁止する規
定の撤廃

保険業法施行規則第２３
４条第１項第２号につい
て、法人である生命保険
募集人又は保険仲立人
が、使用人に対して生命
保険契約の申込みをさせ
る行為を禁止している規
定を削除することを要望
する。

金融庁

5018 5018010
三井住友海上
火災保険㈱ 1

生命保険の構成
員契約規制の廃
止

企業が、生命保険会社と
募集代理店契約を締結し
て生命保険商品の募集を
行う場合、圧力募集等を
防止する観点から、当該
企業及びその企業と密接
な関係を有する者（法
人）の役員・従業員に対
する募集が一部の商品を
除き禁止されているた
め、実質的に法人代理店
による生保商品の募集が
困難となっている。　本
規制の撤廃を要望する。

金融庁

5027 5027090
東京海上火災

保険㈱ 9
生命保険の構成
員契約規制の廃
止

規制を撤廃する。 金融庁

5034 5034280
(社)リース事

業協会 28

損害保険・生命
保険に係る諸規
制改革（１）生
命保険募集人が
使用人に対して
保険契約の申込
みをさせる行為
を禁止する規定
の撤廃

保険業法施行規則第２３
４条第１項第２号につい
て、法人である生命保険
募集人又は保険仲立人
が、使用人に対して生命
保険契約の申込みをさせ
る行為を禁止している規
定を削除することを要望
する。

金融庁

信託業務における媒介・代
理業に関する規定の改定
について検討し、結論を得
て、平成15OR16年度中に
実施されることについて見
解を示されたい。

a Ⅳ

信託契約の取次ぎ又は代
理を行う者の範囲に係る
信託業法等の改正法案を
踏まえ、媒介・代理業に
関する事務ガイドライン
整備を行う。（平成16年
度中）

回答では「法整備の内容を
踏まえ、検討を行う」とされ
ているが、
①要望内容は「事務ガイド
ライン３－３－３を改定し、
『代理』行為は禁止するが、
『媒介』行為までも禁止する
ものではないことを明確に
することを要望する」もので
あり、この点についての具
体的な対応策を更に検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時
期について、その時期とな
る理由も含め具体的に示さ
れたい。

当該事項については「規
制改革推進３か年計画
（再改定）」に基づき、
現在検討されているもの
と理解しているが、平成
16年度までに実施される
ことの可否について改め
て検討され、示された
い。

ｂ Ⅲ

　構成員契約規制の在り
方については、「規制改
革推進３か年計画」（再
改定）に基づき検討して
いくこととしているもの
であり、平成16年度まで
に実施することの可否を
示すことは困難である
が、金融審議会等の場で
引き続き検討を行う。

b Ⅳ

　「信託業のあり方に関
する中間報告書」（金融
審議会第二部会報告）に
おいて、信託契約の取次
ぎのみを行う者について
は、その範囲を幅広く認
める方向で検討を行うこ
とが適切とされたところ
であり、これを踏まえ、
所要の法案の検討を行っ
ているところである。本
件事務ガイドラインにつ
いては、この結果を踏ま
え、見直しの検討を行
う。
　但し、現時点は検討実
施時期を明示することは
困難。

z0300180

信託業務におけ
る「実質代理店
の禁止」規定の
改定

  「信託業のあり方に関する
中間報告書」（金融審議会
第二部会報告）において、
信託契約の取次ぎのみを
行う者については、その範
囲を幅広く認める方向で検
討を行うことが適切とされた
ところである。この報告を受
け、平成15年度中の可能な
限り早い段階での所要の法
案の提出に向け、作業が進
められる予定。
  本件事務ガイドラインにつ
いては、こうした法整備の
内容を踏まえ、検討を行う。

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律第5条
第2項

同施行規則第7条
の２、第7条の３

事務ガイドライン
（預金取扱金融機
関関係）3-3-3

　法令は信託会社による代
理店の設置を認可事項に
かからしめている。
　これを受けて、事務ガイド
ライン（預金取扱金融機関
関係３－３－３［実質的代理
店の禁止］）では、信託業務
を営む金融機関が代理店と
して認可を受けていない者
より顧客の紹介を受けた場
合、当該紹介者において当
該金融機関の顧客開拓を
営業目標としている、顧客
の要請に基づかない紹介を
行っている等実質的な代理
店となっていないか確認す
るものとする」としているとこ
ろ。

b Ⅳ

z0300190
生命保険の構成
員契約規則の廃
止

保険業法第300条
第1項第9号、保
険業法施行規則
第234条第1項第2
号、平成10年大
蔵省告示第238号

企業が、生命保険会社と
募集代理店契約を締結し
て生命保険商品の募集を
行う場合、従業員への圧
力募集等を防止する観点
から、当該企業及びその
企業と密接な関係を有す
る者（法人）の役員・従
業員に対する保険募集が
一部の保険商品を除き禁
止されている。

ｂ Ⅲ

構成員契約規制の在り方
については、規制改革推
進３か年計画（再改定）
において「金融審議会に
おいて構成員契約規制の
在り方について、結論を
得るべく、引き続き検討
を進める。」とされてい
るところであり、金融審
議会等の場において引き
続き検討を行う。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

・回答の中で、「一定の
条件を具備すれば、募集
人が所属する事務所の記
載を、代理店の「本店」
等の記載に代えることが
できることとした」「募
集人登録申請書の記載事
項を住所から生年月日に
変更した」としている点
は要望を満たしているも
のの、「募集人登録申請
書の添付書類の範囲を広
げるとともに、住所変更
時に住民票等の添付が不
要となるよう登録事項を
住所から生年月日に変更
した」としている点につ
いては、「登録申請者
（個人）の住民票の抄本
又はこれに代わる書類の
提出を不要とする」こと
を要望しており、「これ
に代わる書類」を不要と
せず、その選択肢を広げ
るに止まっている理由を
示してもらいたい。

ｄ ー

登録申請については、登
録拒否要件（保険業法第
279条）などに関しての審
査を行うこととされてお
り、募集人の生年月日及
び本人の存否の確認を行
うため、住民票の抄本又
はこれに代わる書類は必
要であるが、選択肢を広
げることにより簡素化を
はかったもの。

保険業法第２７
６条、第２７７
条、第２８０
条、第３０２条
事務ガイドライ
ン２－３（生命
保険募集人の登
録事務）、３－
２（損害保険代
理店の登録関
係）

募集人登録、変更届出等
に係る手続きの簡素化に
ついては、本年度にすで
に業法改正､ガイドライン
の改正を行っている。

dz0300200

生命保険募集人
及び損害保険代
理店の登録なら
びに変更手続き
の簡素化

-

一定の条件を具備すれ
ば、募集人が所属する事
務所の記載を、代理店の
「本店」等の記載に代え
ることができることとし
た。
募集人登録申請書の記載
事項を住所から生年月日
に変更した（施行日は本
年９月１日）。
募集人登録申請書の添付
書類の範囲を広げるとと
もに、住所変更時に住民
票等の添付が不要となる
よう登録事項を住所から
生年月日に変更した。

5008 5008190 オリックス㈱ 19.1

生命保険募集人
及び損害保険代
理店の登録なら
びに変更手続き
の簡素化

大規模法人代理店に対応
した登録の申請・変更等
の届出方法の簡素化措置
の実施を要望する。
平成15年3月に内閣府が公
表した「各府省等におけ
る規制改革に関する内外
からの意見・要望等に係
る対応状況」において、
金融庁は「生命保険募集
人及び損害保険代理店の
役員・使用人の登録・届
出項目については、保険
契約者等の保護や保険募
集の公正の確保の観点か
ら保険業法で定められて
いる。上記目的に沿った
適切な運営が確保される
ことを前提に、生命保険
募集人等の住所の登録・
届出について簡素化を図
ることについて検討して
いる。」と説明してい
る。また、平成15年3月に
閣議決定された規制改革
推進3か年計画では、「生
命保険募集人登録および
変更等の届出に関し、以
下に簡素化することにつ
いて、所要の措置を講ず
る。①募集人が所属する
事務所の記載を、全て代
理店の「本店」住所の記
載とする。②代理店の使
用人である募集人住所の
記載を不要とした上で、
本人特定の趣旨の維持か
ら生年月日の記載に簡素
化する。③生命保険募集
人登録に際して、登録申
請者（個人）の住民票の
抄本又はこれに代わる書
類の提出を不要とする。
【②平成15年度法律施行
①③平成15年度結論】」
とされた。
計画どおりの措置を要望

金融庁

5034 5034290
(社)リース事

業協会 29

損害保険・生命
保険に係る諸規
制改革 （２）生
命保険募集人及
び損害保険代理
店の登録ならび
に変更手続きの
簡素化

・大規模法人代理店に対
応した登録の申請・変更
等の届出方法の簡素化措
置の実施を要望する。・
規制改革推進3か年計画
（再改定）では、「生命
保険募集人登録および変
更等の届出に関し、以下
に簡素化することについ
て、所要の措置を講ず
る。①募集人が所属する
事務所の記載を、全て代
理店の「本店」住所の記
載とする。②代理店の使
用人である募集人住所の
記載を不要とした上で、
本人特定の趣旨の維持か
ら生年月日の記載に簡素
化する。③生命保険募集
人登録に際して、登録申
請者（個人）の住民票の
抄本又はこれに代わる書
類の提出を不要とする。
【②平成15年度法律施行
①③平成15年度結論】」
とされたが、計画どおり
の措置を要望する。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

現在、３か年計画（再改
定）の「銀行等が原則と
してすべての保険商品を
取り扱えること、その銀
行の子会社又は兄弟会社
である保険会社の商品に
限定しないことについて
引き続き検討を行い、平
成１５年度中に結論を
得、所要の措置を講ず
る。」について、実現に
向けた検討が行われてお
り、当該要望についても
その一環として検討、措
置されるものと理解して
いるが、このことを踏ま
えたうえ、
①具体的な対応策を改め
て検討され、示された
い。
②実施時期について具体
的に示されたい。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

　銀行等による保険商品
の販売の対象商品の更な
る拡大については、「規
制改革推進３か年計画」
（再改定）に基づき検討
していくこととしている
ものであり、具体的な対
応策や実施時期を示すこ
とは困難であるが、平成
14年10月以降の実施状況
をみながら、引き続き検
討を行う。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

z0300210

銀行が販売する
保険商品の範囲
の見直し（ロー
ン関連の長期火
災保険について
事業用建物も対
象に含める）

保険業法第275
条、保険業法施
行規則第211条か
ら第211条の3

銀行等による保険商品の
窓口販売については、平
成13年4月より、住宅ロー
ン関連の信用生命保険、
長期火災保険及び債務返
済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品と
して開始した。
また、平成14年10月よ
り、個人年金保険、財形
保険、年金払積立傷害保
険、財形傷害保険を対象
商品に追加するととも
に、住宅ローン関連の信
用生命保険に係る子会
社・兄弟会社限定を撤廃
した。

銀行等による保険商品の
販売の対象商品の更なる
拡大については、規制改
革推進３か年計画（再改
定）において「引き続き
検討を行い、平成15年度
中に結論を得、所要の措
置を講ずる。」とされて
いるところであり、平成
14年10月以降の実施状況
をみながら、引き続き検
討を行う。

5008 5008230 オリックス㈱ 23.1

銀行が販売する
住宅ローン関連
の長期火災保険
について事業の
用に供する建物
も対象に含める
こと

銀行による保険販売につ
いては、平成15年3月に閣
議決定された規制改革推
進3か年計画において、
「銀行等が原則としてす
べての保険商品を取り扱
えること、その銀行の子
会社又は兄弟会社である
保険会社の商品に限定し
ないことについて引き続
き検討を行い、平成15年
度中に結論を得、所要の
措置を講ずる。」とされ
た。また、平成15年3月に
内閣府が公表した「各府
省等における規制改革に
関する内外からの意見・
要望等に係る対応状況」
において、金融庁は「対
象商品の更なる拡大につ
いては、平成14年10月以
降の実施状況をみなが
ら、引き続き検討を行な
う。」と説明している。
早期に銀行等がすべての
保険商品を取り扱えるよ
うに措置が講ぜられるこ
とを要望する。

金融庁

5034 5034300
(社)リース事

業協会 30

損害保険・生命
保険に係る諸規
制改革 （３）銀
行が販売する住
宅ローン関連の
長期火災保険に
ついて事業の用
に供する建物も
対象に含めるこ
と

・銀行による保険販売に
ついては、平成15年3月に
閣議決定された規制改革
推進3か年計画において、
「銀行等が原則としてす
べての保険商品を取り扱
えること、その銀行の子
会社又は兄弟会社である
保険会社の商品に限定し
ないことについて引き続
き検討を行い、平成15年
度中に結論を得、所要の
措置を講ずる。」とされ
た。・また、平成15年3月
に内閣府が公表した「各
府省等における規制改革
に関する内外からの意
見・要望等に係る対応状
況」において、金融庁は
「対象商品の更なる拡大
については、平成14年10
月以降の実施状況をみな
がら、引き続き検討を行
なう。」と説明してい
る。・早期に銀行等がす
べての保険商品を取り扱
えるように措置が講ぜら
れることを要望する。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008291 オリックス㈱ 29.1 信託業規制の改
革

信託会社の解禁。
信託は銀行にのみ許され
るものとすべきではな
い。参入要件を明確にし
て信託業への参入を促す
べきである。その際の規
制は銀行のような行政に
よる強い監督規制を課す
のではなく、ディスク
ロージャーと競争を原理
としてルールを設けるべ
きである。

金融庁

5034 5034100
(社)リース事

業協会 10
信託業規制の改
革（１）信託会
社の解禁

・信託は銀行にのみ許さ
れるものとすべきではな
い。参入要件を明確にし
て信託業への参入を促す
べきである。その際の規
制は銀行のような行政に
よる強い監督規制を課す
のではなく、ディスク
ロージャーと競争を原理
としてルールを設けるべ
きである。

金融庁

5100 5100120 東京都 12

特許権を運用す
る信託会社への
一般事業会社等
参入の促進

現状では営業信託を行う
場合には、①信託業法に
よる免許を受けるか、も
しくは②銀行法等により
銀行・その他金融機関の
免許を得たうえで、兼営
法（金融機関の信託業務
の兼営等に関する法律）
による認可を受けなけれ
ばならないが、中小企業
の知的財産管理や知的財
産の流動化を推進するた
め、特許権の信託のみを
扱う場合、免許制から経
済産業大臣への登録制な
どに規制緩和し、一般事
業会社や中小企業支援機
関等が特許権の信託を扱
えるようにする。

金融庁

金融機関以外の者による
信託会社の解禁について
検討し、結論を得て、平
成15OR16年度中に実施さ
れることについて見解を
示されたい。

a Ⅰ

現在信託兼営金融機関の
みが行っている信託業を
金融機関以外の者が行い
得るようにする。（平成
15年度中の可能な限り早
い時期を目途）

z0300230 信託会社の解禁

信託業法
金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律

信託業を営む場合につい
ては、イ．信託業法によ
る免許取得、もしくは、
ロ．銀行法等により金融
機関の免許を取得した上
で兼営法による認可を受
ける、こととされている
が、現在、わが国おいて
信託業を営んでいる者は
ロ．によって認可を受け
た金融機関のみとなって
いる。

ａ Ｉ

「信託業のあり方に関す
る中間報告書」（金融審
議会第二部会報告）にお
いて、現在信託兼営金融
機関のみが行っている信
託業を金融機関以外の者
が行い得るようにするた
め、必要な制度整備を行
うとされたところであ
る。この報告を踏まえ、
平成15年度中の可能な限
り早い段階での所要の法
案の提出に向け、作業を
進める予定。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5034 5034120
(社)リース事

業協会 12

信託業規制の改
革（３）信託代
理店の銀行以外
への開放

・信託代理店も銀行等金
融機関しかその認可を受
けることはできないが、
こうした競争制限としか
ならない規制は撤廃し、
競争を促進すべきであ
る。

金融庁

5035 5035030 (社)信託協会 3
信託代理店に係
る規制を緩和す
ること

・信託代理店の行える業
務を「信託業務の全部又
は一部の代理」（兼営法
施行規則第7条の2）から
「信託契約締結の媒介及
び代理」へ変更を行った
上で、以下の規制を緩和
すること。
①信託代理店につき、
「代理店となることがで
きる者」の範囲を拡大
し、金融機関以外の一般
事業会社等にも拡大する
こと。
②信託代理店の設置及び
廃止について、認可制を
緩和して届出制若しくは
登録制とすること。

金融庁

信託代理店の銀行以外へ
の開放について検討し、
結論を得て、平成15OR16
年度中に実施されること
について見解を示された
い。

a Ⅰ

信託契約の取次ぎのみを
行う者の範囲を幅広く認
める。また、信託業務の
委託を受ける者の適格性
を監督当局において判断
できる制度とする。（平
成15年度中の可能な限り
早い時期を目途）

z0300240
信託代理店の銀
行以外への開放

信託業法
金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律

信託代理店については、
兼営法施行規則第７条の
２の２により銀行等の金
融機関が規定されてい
る。

ａ Ｉ

「信託業のあり方に関す
る中間報告書」（金融審
議会第二部会報告）にお
いて、信託契約の取次ぎ
のみを行う者について
は、その範囲を幅広く認
める方向で検討を行うこ
とが適切とされ、また、
信託業務の委託について
は、委託を受ける者の適
格性を監督当局において
判断できる制度とするこ
とが適切とされたところ
である。この報告を踏ま
え、平成15年度中の可能
な限り早い段階での所要
の法案の提出に向け、作
業を進める予定。

5008 5008293 オリックス㈱ 29.3.
1

信託業規制の改
革

信託代理店の銀行以外へ
の解放。
現在は、信託会社は存在
せず、銀行が信託を兼営
する場合のみが存すると
いう異常な状態であるた
め、銀行が営む信託業に
ついても実質的に銀行規
制と同様の規制が課され
ている。このため、信託
代理店も銀行等金融機関
しかその認可を受けるこ
とはできない。しかし、
信託契約の代理または媒
介等を行うに過ぎず、信
託の当事者になるもので
はないのであるから強い
規制を課す必要はなく、
保険代理店と同様という
べきである。信託はいわ
ば財産管理を行うことが
本旨であるから、契約獲
得のための営業、情報収
集といった活動は外部と
提携、協力関係を構築す
ることは合理的であり、
社会全体としても効率的
である。こうした競争制
限としかならない規制は
撤廃し、競争を促進すべ
きである。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5034 5034110
(社)リース事

業協会 11

信託業規制の改
革（２）信託銀
行の不動産管理
処分信託につい
て

・不動産処分信託事業に
おけるキャパシティの拡
充と競争促進のために
も、所要の要件を充たす
信託銀行に不動産処分信
託を認めるべきである。

金融庁

平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

ｂ ＩＩ

金融機関に課されている
他業制限や金融機関の業
務との関連性等を踏まえ
検討を行うこととしてお
り、現時点で検討終了時
期を示すことは困難であ
る。

z0300250
信託銀行への不
動産管理処分信
託の解禁

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律

金融機関が営むことので
きない業務として兼営法
施行令第２条の２によ
り、不動産処分信託等が
規定されている。

ｂ ＩＩ

金融機関に課されている
他業制限や金融機関の業
務との関連性等を踏まえ
検討。

5008 5008292 オリックス㈱ 29.2.
1

信託業規制の改
革

信託銀行の不動産管理処
分信託。
「金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律施行
令」の改正により、金融
機関が営むことができな
い業務として不動産処分
信託が指定された。これ
は銀行等の金融機関の経
営の健全性の観点から、
不動産の処分を行う信託
は兼業事業として問題が
あるとするもののようで
ある。しかし、仮に不動
産業が兼業として問題が
あるとしても、信託勘定
は信託財産として独立し
たものであり、銀行本体
に直接影響を及ぼすもの
ではないから、何ゆえこ
れを禁止しなければなら
ないのか、論拠に乏し
い。しかも、銀行の健全
性に影響を及ぼすとして
おきながら、先行してい
る数行には既得権として
不動産処分信託を認めな
がら、経過措置後の禁止
や不動産処分信託の分離
を命じてもいない。これ
は既得権を擁護するに過
ぎない規制であり、規制
の根拠そのものの破綻を
示すものである。不動産
処分信託事業における
キャパシティの拡充と競
争促進のためにも、所要
の要件を充たす信託銀行
に不動産処分信託を認め
るべきである。（仮に、
これを認めないのであれ
ば、すべての信託銀行に
ついてこれを禁止すべき
であり、そうすると我が
国には不動産管理処分信
託を行うことが許された
者はいなくなるので、上
記(1)の点の実行は必然と
なる。）

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008360 オリックス㈱ 36
証券取引法上の
適格機関投資家
の範囲拡大

適格機関投資家の範囲を
さらに拡大し、事業法人
については保有有価証券
の金額制限を更に5億円程
度へと引下げ、また、個
人投資家についても資力
に一定の制限（例：1億円
以上）をつけた上で、届
出を行った者については
適格機関投資家の資格を
付与するべき。

金融庁

5034 5034320
(社)リース事

業協会 32
 証券取引法上の
適格機関投資家
の範囲拡大

適格機関投資家の範囲を
さらに拡大し、事業法人
については保有有価証券
の金額制限を更に5億円程
度へと引下げ、また、個
人投資家についても資力
に一定の制限（例：1億円
以上）をつけた上で、届
出を行った者については
適格機関投資家の資格を
付与するべき。

金融庁

5008 5008370 オリックス㈱ 37 運用機関の株主
提案

株主提案をできることを
明示してほしい。 金融庁

5034 5034590
(社)リース事

業協会 59 運用機関の株主
提案

・信託銀行、投資顧問業
者が、顧客資金の運用に
おいて所有する株式の発
行会社に対して株主提案
をすることができるか否
かが明確でない。根拠法
の中では、”できる”と
は限定列挙されていない
ため、株主提案をできる
ことを明示してほしい。

金融庁

回答では平成14年12月16
日の金融審議会第一部会
報告「証券市場の改革促
進」を根拠に対応不可と
されているが、
①要望内容は、根強い現
場ニーズに基づいて更な
る緩和を求めているもの
であり、この点について
の具体的な対応策を改め
て検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

回答では､信託銀行等が所
有する株式について株主
提案権を行使できること
は商法上明確であるとの
ことであるが、
①要望の趣旨は、投資顧
問業者等が顧客の委託を
受けて運用を行う際に受
託者責任の観点から、議
決権の代理行使同様、提
案権も代理行使できるよ
うにすべきとのことであ
り、この点についての具
体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ -

適格機関投資家の範囲の
拡大について、平成15年4
月1日に施行されたところ
であるが、その検討に当
たっては金融審議会にお
いて要望主体などからの
ヒアリングを行い、要望
されている事項も含めて
検討した結果、要望され
た事項は一般投資者を保
護する観点から見送られ
た。
なお、事業会社の更なる
拡大及び個人投資家の追
加については、範囲拡大
後の適格機関投資家の届
出の状況等を踏まえた上
で、当該適格機関投資家
以外の一般投資家への転
売規制を確保し、一般投
資家を保護する観点から
慎重に検討すべき。

ｄ -

・投資顧問業者等が顧客
の委託を受けて、株式に
投資した場合には、議決
権、提案権を含めた株主
の権利は、発行企業との
関係においては株式の名
義人である顧客または信
託銀行に帰属することと
される。
もっとも、投資顧問業者
等による株主権の行使に
当っては、投資顧問業者
等と顧客の間で契約等に
基づいて、各事項につい
て顧客の意向確認の要否
等具体的な態様を規定す
ることは可能であり、現
在においても既に、当事
者間でこうした契約条項
を設けることにより、顧
客の意向を確認すべき事
項の範囲等を定めている
ことが多いと聞いてい
る。
・ 仮に、本要望が、こう
した当事者間の契約によ
る対応を超えて、法令等
により提案権行使に関し
て当事者間の関係を律す
るべきということであれ
ば、私的自治の領域につ
いて敢えて行政が介入し
ていくことになり、適当
ではない。

-z0300260
証券取引法上の
適格機関投資家
の範囲拡大

証券取引法第2条
第3項、証券取引
法第二条に規定
する定義に関す
る内閣府令第4条

適格機関投資家の範囲
は、内閣府令で列挙され
る金融機関等に加え、平
成１５年３月及び６月の
改正により、有価証券報
告書提出会社で有価証券
等の保有額100億円以上の
事業会社、ベンチャー
キャピタル会社、厚生年
金基金又は一定の非居住
者で金融庁長官に届出を
行った者等について、適
格機関投資家の範囲を拡
大している。

ー

商法において、６ヶ月以
上、総株主の議決権の百
分の一以上または三百個
以上の議決権を有する株
主は、株主提案できるこ
とが規定されている。し
たがって、信託業法や投
資顧問業法に規定してお
らずとも、信託銀行、投
資顧問業者が、その所有
する株式について株主と
して株主提案権を行使で
きることは商法上明確で
ある。

ｃ -

適格機関投資家の範囲の
拡大については、平成14
年12月16日の金融審議会
第一部会報告「証券市場
の改革促進」を踏まえて
適格機関投資家の範囲の
拡大を行い、有価証券報
告書提出会社である事業
会社については、貸借対
照表上の「有価証券」及
び「投資有価証券」の金
額を500億円以上から100
億円以上に引き下げるこ
とによりその範囲の拡大
を図ったところであり、
更なる引き下げは困難で
ある。
また、個人投資家につい
ては、同報告において、
「私募債の取得の勧誘を
行なう場合、従来の適格
機関投資家である金融機
関等への対応と個人投資
家への対応が大きく異な
ることなどを考慮し、現
時点において個人投資家
を適格機関投資家の範囲
に加えることは時期尚早
と考えられる」とされて
おり、現時点での措置は
困難である。

運用機関の株主
提案

商法第２３２条
ノ２

商法上、６ヶ月以上、総
株主の議決権の百分の一
以上の議決権を有する株
主等は、株主提案権を行
使できることが規定され
ている。

ｄz0300270
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5018 5018020
三井住友海上
火災保険㈱ 2 生保特定契約規

制の範囲縮小

生保法人代理店が、関連
企業物件（特定者を契約
者とする契約）を募集し
た場合、代理店手数料を
支払うことができないた
め、「特定関係法人の範
囲」を縮小する。

金融庁

5027 5027110
東京海上火災

保険㈱ 11 生保特定契約規
制の範囲縮小

「特定関係法人の範囲」
を縮小する。 金融庁

5018 5018030
三井住友海上
火災保険㈱ 3 生保代理店の乗

合要件の緩和

代理店が複数の保険会社
と委託契約を締結する
（乗合代理店となる）場
合には、一定の要件を充
足しなければならない。
具体的には、２名以上の
募集人がおり、かつ、そ
のうちの１名以上が専門
課程を取得していなけれ
ばならない（但し、クロ
ス特例は１名）。この要
件の緩和を要望する。

金融庁

5027 5027120
東京海上火災

保険㈱ 12 生保代理店の乗
合要件の緩和

乗合代理店となるための
要件を撤廃する。 金融庁

回答では、募集手数料を
支払う名目で、実質的に
特定の保険契約者に対し
て保険料の割引と特別の
利益提供による不公平な
保険募集等が行われない
ようにとの趣旨を根拠に
対応不可とされている
が、
①そもそも特定関係法人
に対し募集可能な保険種
目が規定されているにも
関わらず、募集経費を賄
うことにもなる代理店手
数料が支払われないた
め、実質的に代理店によ
る募集が制限されている
という不合理が生じてい
る。また、特定関係法人
に対する募集についても
募集行為や契約管理等の
業務が発生することは当
然であり、かつ特定関係
法人の範囲が相当広いも
のであることを考慮すれ
ば、一定の範囲縮小は実
施可能と考える。これら
の点についての具体的な
対応策を改めて検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

回答では、保険契約者保
護の観点から対応不可と
されているが、
①保険契約者保護に関し
ては既に保険業法にとど
まらず多岐にわたる規制
が存在する。一方、消費
者の商品選択肢の拡大等
の観点からは、生命保険
代理店が複数の保険会社
の商品を扱うために、資
格者人数要件といった形
態規制を課す必要はない
と考える。なお、損害保
険代理店に対する同様の
規制は存在しない。これ
らの点を踏まえ具体的な
対応策を改めて検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

自己・特定契約の規制
は、募集手数料を支払う
名目で、実質的に特定の
保険契約者に対して保険
料の割引と特別の利益提
供による不公平な保険募
集等が行われないように
との趣旨から設けられて
いるものであり、こうし
た観点から特定関係法人
の範囲を縮小することは
困難である。

ｃ ー

生命保険募集人の乗合要
件については、契約者の
保護を図るという観点か
ら、教育責任者、業務管
理責任者を配置するこ
と、このため最低2名の規
模の代理店とすることが
必要であると定められた
ものであり、その規制を
撤廃・緩和することは困
難である.

ｃ -z0300280
生命保険におけ
る特定契約規制
の範囲縮小

自己・特定契約の規制
は、募集手数料を支払う
名目で、実質的に特定の
保険契約者に対して保険
料の割引と特別の利益提
供による不公平な保険募
集等が行われないように
との趣旨から設けられて
いるものであり、規制対
象を縮小することは困難
である。

保険業法300条第
１項第５号、同
施行規則第234
条、事務ガイド
ライン２－２
（３）大蔵省告
示238号

生命保険会社は、法人で
ある生命保険募集人及び
保険仲立人に対し、自己
又は密接な関係を有する
法人を契約者とする場合
には、手数料支払等によ
る保険料の割引、割戻し
等を目的とした保険募集
を行うことがないよう指
導及び管理等の措置を講
じる必要がある。

ｃ -z0300290
生命保険代理店
の乗合要件の緩
和

保険業法282条第
3項同施行令第40
条大蔵省告示第
228号金融庁告示
11号事務ガイド
ライン2-1-(2)⑦

代理店が複数の保険会社
と委託契約を締結し、乗
合代理店となる場合に
は、一定の要件を充足し
なければならない。具体
的には、２名以上の募集
人がおり、且つ､そのうち
一名以上が専門課程を習
得していなければならな
い。（但し、クロス特例
は１名）

生命保険募集人の乗合要
件は、保険契約者の保護
を図るという観点から定
められたものであり、そ
の規制を撤廃・緩和する
ことは困難である。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5029 5029030
(社)日本損害
保険協会 3

法人である損害
保険代理店の組
織変更における
代理店登録の特
例

代理店業務を承継すべき
法人の新設・合併等の手
続き完了前に予備登録の
手続きを認める（新設・
合併等の予定日の一定期
間前に予備登録し、新た
な法人が発足すると同時
に代理店登録を発効さ
せ、その後一定期間内に
登録拒否事由等が確認さ
れた場合は当該事由を補
正するか、補正できなけ
れば取消すといったも
の）か、一定期間の登録
猶予を認めていただきた
い。

金融庁

5018 5018050
三井住友海上
火災保険㈱ 5

個人代理店であ
る損害保険代理
店の店主が死亡
した場合の業務
の承継

個人代理店の店主が、急
病・事故等で急死した場
合、店主死亡の時点で代
理店登録は失効するた
め、募集に従事する使用
人によって募集を継続し
うる体制が維持されてい
る場合であっても、当該
使用人等を新たに代理店
として登録するまでの間
は募集できない（無登録
募集となる）。一定の条
件（店主死亡の場合の承
継人を届け出ておくな
ど）の下で、店主死亡の
場合に一定期間（具体的
には府令等で規定する）
の承継代理店の登録猶予
を認め、募集活動の継続
を可能にすることを要望
する。

金融庁

5029 5029200
(社)日本損害
保険協会 20

個人代理店であ
る損害保険代理
店の店主が死亡
した場合の業務
の承継

一定の条件（店主死亡の
場合の承継人を届け出て
おくなど）の下で、店主
死亡の場合に一定期間
（具体的には府令等で規
定する）の承継代理店の
登録猶予を認め、募集活
動の継続を可能にしてい
ただきたい。

金融庁

回答では、一定期間の登
録猶予では契約者保護の
観点に鑑み、慎重な検討
が必要とのことである
が、
①要望内容は、登録猶予
（無登録募集）を求める
のではなく、予備登録に
よるスムースな移行を求
めるものであり、新旧代
理店を無理に並存させて
変則的な出向などの形態
により業務を行わせるよ
り、保険契約者保護の観
点から、顧客対応上齟齬
が生じないのではないか
というものであり、この
点を踏まえて改めて実施
に向けた具体的な対応策
を検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

回答では、一定期間の登
録猶予では契約者保護の
観点に鑑み、慎重な検討
が必要とのことである
が、
①継続的なサービスを
行っている事業におい
て、店主死亡による事業
断絶は、保険契約者に
とって更改手続き、異動
手続き等のサービスの断
絶を意味することとな
り、契約者保護の観点か
ら問題は大きい。使用人
がいない場合など、事業
継続の可能性がない場合
はやむを得ないとして
も、使用人等により承継
することが可能であれ
ば、その方が保険契約者
保護上望ましいものと考
える。要望内容について
は、単なる無登録募集を
招来することのないよ
う、委託契約の際に予め
指定しておくなどの条件
を付すなどの措置を講ず
ることにより実施可能と
考えるが、上記観点およ
び代替措置等を踏まえ改
めて実施に向けた対応策
を検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

新設・合併の手続き等が
完了するまで、代理店登
録を行う法人の実態は確
定しておらず、そのよう
な不確定な者に対して予
備登録なるもので募集人
の地位を認めることにな
れば、事実上、登録拒否
要件の審査を潜脱するこ
とを許すことになりかね
ず、保険契約者保護の観
点から、措置困難であ
る。

ｃ ー

登録拒否要件の存否はあ
くまで登録時において判
断すべきものであるが、
予め指定した承継人につ
いてのみ、事後審査を可
能とすると、事実上、登
録拒否要件の審査を潜脱
することになりかねず、
保険契約者保護の観点か
ら、措置困難である。

z0300310

個人代理店であ
る損害保険代理
店の店主が死亡
した場合の業務
の継承

z0300300

法人である損害
保険代理店の組
織変更における
代理店登録の特
例

一定期間の登録猶予につ
いては、申請から登録ま
での期間に募集が行われ
ることになる以上、登録
制度の趣旨である保険契
約者保護の観点に鑑みる
と、慎重な検討が必要で
ある。

保険業法第276
条、第277条、第
278条

法人代理店が、代理店で
ない他の法人と合併し非
存続法人となる場合や、
代理店部門が新設分割さ
れた会社に移る場合な
ど、現に代理店として登
録されている法人から別
の法人に代理店の業務が
承継される場合には、代
理店業務を承継する法人
が、代理店の新規登録申
請を行う必要がある（予
備登録はできない）。

ｃ -

一定期間の登録猶予につ
いては、申請から登録ま
での期間に募集が行われ
ることになる以上、登録
制度の趣旨である保険契
約者保護の観点に鑑みる
と、慎重な検討が必要で
ある。

保険業法第276
条、第277条、第
278条

個人代理店の店主が死亡
した場合には、死亡した
時点で代理店登録が失効
となる。当該代理店の使
用人が当該代理店の契約
者を承継する場合は、新
たに代理店登録申請を行
わなければならない。

ｃ -

5018 5018040
三井住友海上
火災保険㈱ 4

法人である損害
保険代理店の組
織変更における
代理店登録の特
例

法人代理店が、代理店で
ない他の法人と合併し非
存続法人となる場合や、
代理店部門が新設分割さ
れた会社に移る場合な
ど、現に代理店として登
録されている法人から別
の法人に代理店の業務が
移転・承継される場合、
代理店業務を承継すべき
法人の代理店登録が実施
されるまで募集活動が行
えず、空白期間が生じ
る。　代理店業務を承継
すべき法人の新設・合併
等の手続き完了前に予備
登録の手続きを認める
（新設・合併等の予定日
の一定期間前に予備登録
し、新たな法人が発足す
ると同時に代理店登録を
発効させ、その後一定期
間内に登録拒否事由等が
確認された場合は当該事
由を補正するか、補正で
きなければ取消すといっ
たもの）か、一定期間の
登録猶予を認めることを
要望する。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5018 5018060
三井住友海上
火災保険㈱ 6

代理店登録事項
（使用人届）の
猶予期間設定

使用人届の手続きが終了
するまでの間、当該使用
人は募集できない。一定
の要件を満たす代理店の
場合（すでに複数の使用
人を有する、店主・代表
者が専任監督等に関する
誓約書・念書等を差し入
れるなど）、一定期間内
の事後届出を認めていた
だきたい。たとえば、
「募集に従事する使用人
となったときの翌月末」
に包括して届け出、のよ
うな形が考えられる。

金融庁

5029 5029210
(社)日本損害
保険協会 21

代理店登録事項
（使用人届）の
猶予期間設定

一定の要件を満たす代理
店の場合（すでに複数の
使用人を有する、店主・
代表者が専任監督等に関
する誓約書・念書等を差
し入れるなど）、一定期
間内の事後届出を認めて
いただきたい。たとえ
ば、「募集に従事する使
用人となったときの翌月
末」に包括して届け出、
のような形が考えられ
る。

金融庁

5027 5027020
東京海上火災

保険㈱ 2 申請・届出の電
子化

早期に電子データによる
申請・届出等も可能とす
る。

金融庁

5029 5029070
(社)日本損害
保険協会 7 申請・届出の電

子化

早期に電子データによる
申請・届出等も可能とす
る。

金融庁

回答では、一定期間の登
録猶予では契約者保護の
観点に鑑み、慎重な検討
が必要とのことである
が、
①本件の「届出」は、審
査を伴わない手続きであ
ることから、事前の手続
きに拘る必要は必ずしも
なく、事後手続きで足り
るものであり、不適格な
使用人を使用することは
代理店の登録拒否事由に
該当するため、代理店が
自ら不適格な使用人を雇
用する理由は考えにく
い。また、十分な募集能
力・経験を有する者が転
居等に伴い別の代理店に
勤務する場合、現行法上
即戦力としての期待があ
りながら実際には活躍の
機会が奪われている実態
にある。要望内容は、募
集等能力のない者を排除
するような仕組みを担保
すれば対応可能と思われ
るが、この点についての
具体的な対応策を改めて
検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

当該事項については「規
制改革推進３か年計画
（再改定）」に基づき、
平成15年度中に全て措置
完了するものと理解して
いるが、速やかに実施し
ていただくとともに、具
体的な実施時期について
示されたい。

ｃ ー

事後登録を認めた場合に
は､募集から届出までの
間､代理店の登録拒否自由
に該当する恐れのある者
に保険募集を行わせるこ
とになり、代理店を通じ
て損害保険を購入しよう
とする契約者に不測の事
態を招きかねず､契約者保
護の観点から困難であ
る。

a Ⅳ

「金融庁電子政府構築計
画」および「金融庁　申
請・届出等手続きの電子
化推進アクションプラ
ン」に基づき、15年9月の
運用開始を目指し順次対
応を行っているところで
ある。

z0300320
代理店登録事項
（使用人届）の
猶予期間の設定

一定期間の登録猶予につ
いては、申請から登録ま
での期間に募集が行われ
ることになる以上、登録
制度の趣旨である保険契
約者保護の観点に鑑みる
と、慎重な検討が必要で
ある。

保険業法第302
条、同施行規則
第236条、ガイド
ライン3-2、4-1-
12

代理店は、役員又は使用
人に保険募集を行わせる
場合には、事前に当該使
用人の氏名等を届け出る
こととされている。

ｃ -

z0300330

保険商品等に関
する申請・届出
等の電子化によ
る手続の効率化

保険業法第123条

保険業法により、保険会
社には監督官庁に対する
各種申請、届出手続きが
規定されている。

a Ⅳ

各種申請の電子化につい
ては、「金融庁　申請・
届出等手続の電子化推進
アクションプラン」に基
づき順次対応を行ってい
るところである。

03)金融庁.xls    23/51ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5027 5027030
東京海上火災

保険㈱ 3
企業向け保険商
品の普通約款の
自由化

企業向けの保険商品につ
いては、すべて普通保険
約款を自由化していただ
きたい。

金融庁

5029 5029090
(社)日本損害
保険協会 9

企業向け保険商
品の普通約款の
自由化

特約自由方式の企業向け
の保険商品については、
普通保険約款を自由化し
ていただきたい。

金融庁

5027 5027040
東京海上火災

保険㈱ 4
商品の届出にお
ける事前審査権
の廃止

市場の変化に応じたタイ
ムリーな保険商品の販売
を可能にするという観点
から、保険契約者保護等
の面で問題が少ない商品
に関しては、業法に規定
する「届出」について、
事前審査権を廃止する。

金融庁

5029 5029100
(社)日本損害
保険協会 10

商品の届出にお
ける事前審査権
の廃止

市場の変化に応じたタイ
ムリーな保険商品の販売
を可能にするという観点
から、保険契約者保護等
の面で問題が少ない商品
に関しては、業法に規定
する「届出」について、
事前審査権を廃止する。

金融庁

回答では、企業向け損害
保険商品の普通保険約款
のうち、外国又は国際間
に係る契約についてはす
べて自由化し措置済みと
されているが、
①要望内容は、外国又は
国際間に係る契約に限定
することなく、「特約自
由方式の企業向けの保険
商品のすべて」や「企業
向けの保険商品のすべ
て」について実現を求め
ているものであり、この
点についての具体的な対
応策を改めて示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

回答では、保険契約者保
護の観点から廃止困難と
されているが、
①既に認可から届出制に
規制緩和された保険につ
いては、保険契約者保護
を踏まえた上で当該規制
緩和がなされたにも関わ
らず、実質的に従前の認
可と同様の運用である不
合理が生じており、ま
た、「保険業法における
事前審査権ある届出」が
「行政手続法に定義され
る届出」と整合性を欠く
ものとなっている。加え
て、社会や市場の変化に
対応した消費者ニーズへ
の迅速の対応が阻害され
ている。これらの点を踏
まえ改めて具体的な対応
策を検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

国内の契約については、
保険契約に関する知識や
交渉能力について保険会
社と格差のある中小零細
企業が相当程度存在する
ところであり、普通保険
約款に特別保険約款を付
す形式の保険契約を廃す
ることは、これらの契約
者の保護の観点から問題
がある。

ｃ ー

保険商品は公共性を有す
るとともに本質的に複雑
な契約となる商品である
ため、商品の特性を踏ま
えて契約者保護のために
最低限度必要となる審査
を行っているものであ
り、届出制についてもこ
の審査を廃止することは
適当でない。なお、届出
については申請内容に応
じた審査の上で期間短縮
を行っており、消費者
ニーズへの迅速な対応に
も配慮している。また、
行政手続法における「届
出」は、保険業法の一定
期間経過後に効力が生じ
る届出を排除しておら
ず、整合性を欠くことに
はなっていない。

z0300340
企業向け保険商
品の普通約款の
自由化

保険業法第123
条、規則第８３
条

普通保険約款の変更につ
いては、法による認可又
は届出が必要となってい
る。

d -

弾力的な組換えが必要と
なる企業向け損害保険商
品の普通保険約款のう
ち、外国又は国際間に係
る契約についてはすべて
自由化し措置済み。

z0300350
商品の届出にお
ける事前審査権
の廃止

保険業法第123
条、125条、規則
８３条

保険業法123条第2項に規
定されている届出につい
ては、行政による事前審
査が規定されており、実
質的に認可制と同様、届
出内容を事前に審査し、
届出内容の変更・撤回を
命じることができる仕組
みとなっている。

ｃ -

事前審査は、保険契約者
保護の観点から行われて
いるものであり、廃止す
ることは困難である。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5027 5027050
東京海上火災

保険㈱ 5

書面の電磁的方
法による提供等
における交付
ルールの簡素化

上記要件の①、③を満た
したか否かを顧客に確認
する方法を明確化して頂
きたい。例えば顧客に口
頭で目論見書の閲覧及び
ホームページアドレスの
記録をした旨を確認し、
その会話については録音
する等をもって確認でき
たものとして頂きたい。
また要件④の５年間の記
載事項維持については目
論見書についてのみ適用
除外として頂きたい。

金融庁

5027 5027220
東京海上火災

保険㈱ 22

書面の電磁的方
法による提供等
における交付
ルールの簡素化

上記要件の①、③を満た
したか否かを顧客に確認
する方法を明確化して頂
きたい。例えば顧客に口
頭で目論見書の閲覧及び
ホームページアドレスの
記録をした旨を確認し、
その会話については録音
する等をもって確認でき
たものとして頂きたい。
また要件④の５年間の記
載事項維持については目
論見書についてのみ適用
除外として頂きたい。

金融庁

5029 5029050
(社)日本損害
保険協会 5

書面の電磁的方
法による提供等
における交付
ルールの簡素化

上記要件の①、③を満た
したか否かを顧客に確認
する方法を明確化して頂
きたい。例えば顧客に口
頭で目論見書の閲覧及び
ホームページアドレスの
記録をした旨を確認し、
その会話については録音
する等をもって確認でき
たものとして頂きたい。
また要件④の５年間の記
載事項維持については目
論見書についてのみ適用
除外として頂きたい。

金融庁

5102 5102460
(社)日本経済
団体連合会 46

書面の電磁的方
法による提供等
における交付
ルールの簡素化
(1)

証券取引法等に規定する
交付書類（目論見書、取
引報告書等）の電磁的方
法による提供について
は、①当該ホームページ
アドレス等の顧客ファイ
ルへの記録、②顧客が閲
覧していたことの確認、
の要件を満たす必要があ
る（証券会社に関する内
閣府令第29条の2）。要件
①、②について、ホーム
ページアドレスの記録を
した旨、及び、目論見書
の閲覧を口頭で確認し、
その会話については録音
する等の手段を認めるべ
きである。

金融庁

5102 5102470
(社)日本経済
団体連合会 47

書面の電磁的方
法による提供等
における交付
ルールの簡素化
(2)

証券取引法等に規定する
交付書類（目論見書、取
引報告書等）の電磁的方
法による提供について
は、5年間の記載事項の維
持の要件を満たす必要が
ある（証券会社に関する
内閣府令第29条の2）。こ
れについて、最新の目論
見書をホームページに掲
載し、それ以前の目論見
書については、要望があ
れば、個々の契約者に郵
送等で対応する方法を認
めるべきである。

金融庁

目論見書等の電磁的方法
による提供における要件
を明確化することについ
て、平成15OR16年度中に
実施されることについて
見解を示されたい。

a Ⅳ

証券取引法に規定する交
付書類（目論見書等）の
電磁的方法による提供が
認められるための要件で
ある①当該ホームページ
アドレス等の顧客ファイ
ルへの記録、②顧客が閲
覧していたことの確認、
については、「ホーム
ページアドレスの記録を
した旨、及び目論見書の
閲覧を口頭で確認し、そ
の会話については録音す
る等」の手段が可能と解
されているが、法令等解
釈の明確化の観点から、
事務ガイドライン等にお
いて明確化する。(平成15
年度中)

回答では、要件①（当該
ホームページアドレス等
の顧客ファイルへの記
録）および②（顧客が閲
覧していたことの確認）
について、法令上の規定
としては十分明確なもの
と考えているとされてお
り、要件③（記載事項の
５年間の維持）について
は、特に目論見書につい
て平成15年度中に検討さ
れるとのことであるが、
(1)要件①および②につい
ては、規制緩和によって
電磁的方法による交付が
認められたにも関わら
ず、現に当該手法を採ろ
うとする事業者にとって
当該要件を満たす方法が
不明確であるがために、
規制緩和が有効に働か
ず、証券取引法等に規定
する交付書類の電磁的方
法による提供の普及が図
られていないことから、
例えば、要望に記載ある
ような方法について可能
とするよう、早急に明確
化すべきと考える。
また、要件③について
は、要望に記載されてい
る代替手法を用いれば投
資者保護に欠けるとは言
えず実施可能と考える。
これらの点を踏まえて具
体的な対応策を改めて示
されたい。
(2)上記(1)を踏まえ平成
16年度までに実施される
ことの可否について改め
て検討され、示された
い。

ｂ

※
「措
置の
内
容」
につ
いて
は、
現時
点で
は未
定。

目論見書等の電子交付の
方法は様々な方法が考え
られ、内閣府令では投資
者保護の観点から、その
要件について必要最低限
を規定しているものであ
る。
なお、要望にあるような
「ホームページアドレス
の記録をした旨、及び目
論見書の閲覧を口頭で確
認しその会話については
録音する」方法によるこ
とは可能であると考え
る。
目論見書の５年間の記載
事項の維持については、
「要望があれば個々の契
約者に郵送する等で対
応」する方法等も含め、
金融審議会において平成
１５年度に検討し、結論
を得る予定。

z0300360

書面の電磁的方
法による提供等
におけるルール
の簡素化

特定有価証券の
内容等の開示に
関する内閣府令
第32条の2第3項
第2号、第3号、
第4号等

目論見書の交付方法とし
て、登録金融機関のホー
ムページで閲覧に供する
方法を採るためには、①
目論見書被提供者が閲覧
していたことの確認（確
認がとれない場合は目論
見書被提供者への通知を
要する。）、②当該ホー
ムページを閲覧するため
に必要な情報の目論見書
被提供者ファイルへの記
録、③記載事項の5年間の
維持等が必要とされてい
る。

ｂ

※そ
の他
欄の
とお
り

※「措置の内
容」について
は、現時点では
未定。

左記要件①及び②につい
ては、法令上の規定とし
ては十分明確なものと考
えている。なお、具体的
なケースにおいて疑義が
あれば、個別に照会され
たい。

左記要件③については、
例えば目論見書の場合、
(イ)常時アクセスを可能
とすること、(ロ)記載事
項を5年間保存すること、
(ハ)記載事項の消去、改
ざん防止措置がとられて
いること等の条件を満た
すことにより、登録金融
機関のホームページに目
論見書を掲載して閲覧に
供する方法をとること
で、目論見書を交付した
ものとみなすことができ
るとされている。当該方
法は、投資者の利便性確
保の観点から設けられた
ものであるが、他の方法
による目論見書の交付と
同等の投資者保護を担保
するため、(イ)から(ハ)
の条件を設けているもの
である。なお、保存期間
については、虚偽記載等
に係る賠償請求の除斥期
間（5年、証券取引法第20
条後段）を考慮して5年と
定めているところであ
り、投資者保護の観点か
ら最低限維持が必要な期
間であると考える。

取引報告書等についても
同様に取り扱うこととさ
れており、保存期間につ
いては公訴時効（5年、刑
法第159条第1項・第2項、
刑事訴訟法第250条第4
号）、商事債権の消滅時
効（商法第522条）を考慮
して5年と定めている。

なお、目論見書について
は、平成14年12月16日の
金融審議会第一部会報告
「証券市場の改革促進」
において、「目論見書の
交付方法等を含め、目論
見書による情報開示のあ
り方として今後検討すべ
き課題」とされているこ
とから、金融審議会にお
いて平成15年度中に検討
を行う予定。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5027 5027060
東京海上火災

保険㈱ 6

子会社の行う従
属業務にかかる
収入依存度規制
の収入依存先の
緩和

収入依存先を、①子法人
等、関連法人等、及び、
②当該保険会社に所属す
る保険代理店にまで拡大
する。

金融庁

5029 5029110
(社)日本損害
保険協会 11

子会社の行う従
属業務にかかる
収入依存度規制
の収入依存先の
緩和

収入依存先を、①子法人
等、関連法人等、及び、
②当該保険会社に所属す
る保険代理店にまで拡大
する。

金融庁

5027 5027070
東京海上火災

保険㈱ 7

保険会社の子会
社等に係る業務
範囲規制の適用
対象範囲の見直
し

業務範囲規制の適用対象
を保険業法上の子会社・
子法人等（＝証取法上の
子会社）までとし、関連
法人等を除外する。

金融庁

5029 5029120
(社)日本損害
保険協会 12

保険会社の子会
社等に係る業務
範囲規制の適用
対象範囲の見直
し

業務範囲規制の適用対象
を保険業法上の子会社・
子法人等（＝証取法上の
子会社）までとし、関連
法人等を除外する。

金融庁

5033 5033150
(社)生命保険

協会 15
関連法人等に対
する業務範囲規
制の見直し

関連法人等を業務範囲規
制の対象範囲から除外す
る。

金融庁

当該事項については「規
制改革推進３か年計画
（再改定）」に基づき、
現在検討されているもの
と理解しているが、平成
16年度までに実施される
ことの可否について改め
て検討され、示された
い。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

  従属業務子会社の収入
依存度規制における収入
依存先の拡大について
は、「規制改革推進３か
年計画」（再改定）に基
づき検討していくことと
しているものであり、平
成16年度までに実施する
ことの可否について示す
ことは困難であるが、親
会社との実質的一体性に
留意しながら、検討を行
う。

z0300380

保険会社の子会
社等にかかる業
務範囲規制の適
用範囲の見直し

金融庁事務ガイ
ドライン1-4-1

保険会社の子会社等には
業務範囲規制が課されて
おり､事務ガイドラインで
保険業法上の子会社､子法
人等､関連法人等とされて
いる。

ｃ -

保険会社の子会社等に係
る業務範囲の見直しにつ
いては、保険会社の健全
性を確保するためにもグ
ループ全体としてのリス
ク管理という観点が当然
必要となる。このため、
財務のディスクロー
ジャーによる市場規律の
働く範囲と監督当局の規
制対象と整合的にし、財
務諸表において連結対象
となる子法人等及び関連
法人等に他業禁止観点か
ら業務範囲規制を課すこ
とが必要であるとの考え
方に基づき、ガイドライ
ンに規定されたものであ
る。よって、関連法人等
のみを業務範囲規制の適
用対象外とすることにつ
き､合理的な理由が認めら
れないことから､措置は困
難である。

z0300370

子会社の行う従
属業務に係る収
入依存度規制の
収入依存先の緩
和

保険業法第106
条、平成14年金
融庁告示第38号

保険会社が、従属業務を
営む会社を子会社とする
場合には、当該子会社
は、主として当該保険会
社又はその子会社の営む
業務のためにその業務を
営んでいる会社に限るも
のとされ、「主として」
の基準は、保険会社及び
その子会社からの収入の
額の合計額が総収入の額
に占める割合（収入依存
度）が、50％を下回らな
いものとされている。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

従属業務子会社の収入依
存度規制における収入依
存先の拡大については、
保険業法上、福利厚生、
物品購入、印刷、製本等
の従属業務を営む会社に
ついては、保険会社の他
業禁止の趣旨やグループ
としてのリスク管理の観
点から、親会社と実質的
一体性を持つものに限っ
て認められているもので
あり、規制改革推進３か
年計画（再改定）におい
て「親会社との実質的一
体性に留意しながら、検
討する」とされていると
ころであり、親会社との
実質的一体性に留意しな
がら、検討を行う。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5027 5027080
東京海上火災

保険㈱ 8

保険会社の子会
社の業務範囲と
して、「保険会
社及び保険代理
店に対する各種
販売用具の斡旋
または販売」の
追加

保険会社の子会社の業務
範囲として、「保険会社
及び保険代理店に対する
各種販売用具の斡旋また
は販売」を追加する。

金融庁

5029 5029130
(社)日本損害
保険協会 13

保険会社の子会
社の業務範囲と
して、「保険会
社及び保険代理
店に対する各種
販売用具の斡旋
または販売」の
追加

保険会社の子会社の業務
範囲として、「保険会社
及び保険代理店に対する
各種販売用具の斡旋また
は販売」を追加する。

金融庁

5027 5027140
東京海上火災

保険㈱ 14 保険契約移転単
位の見直し

責任準備金の算出基礎が
同一である保険契約の一
部を移転することを認め
てもらいたい。

金融庁

5029 5029140
(社)日本損害
保険協会 14 保険契約移転単

位の見直し

責任準備金の算出基礎が
同一である保険契約の一
部を移転することを認め
てもらいたい。

金融庁

回答では、従属業務を行
う子会社は主として当該
保険会社又はその子会社
の行う業務のためにその
業務を営んでいるものを
子会社とすることを認め
ていることを根拠に慎重
な検討が必要とされてい
るが、
①要望内容は、保険会社
の子会社の業務範囲の拡
大を求めるものであり、
回答において対応不可の
根拠とされているいわゆ
る従属業務に係る収入依
存度規制を踏まえれば、
早期に実施可能と考え
る。また、当該業務を子
会社の業務として認める
ことは、業務のグループ
内アウトソーシングによ
る保険会社経営の効率化
に資するものと考える。
これらの点を踏まえ改め
て実施に向けた具体的な
対応策を検討され、示さ
れたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

当該事項については「規
制改革推進３か年計画
（再改定）」に基づき、
平成15年度中に結論を得
るものと理解している
が、平成16年度までに実
施されることの可否につ
いて改めて検討され、示
されたい。

ｂ Ⅰ

  責任準備金の算出基礎
が同一である保険契約の
一部移転を認めることに
ついては、「規制改革推
進３か年計画」（再改
定）に基づき検討してい
くこととしているもので
あり、平成16年度までに
実施することの可否を示
すことは困難であるが、
責任準備金の公平な分割
に留意しつつ、検討を行
う。

ｃ 　－

　保険会社の従属業務を
行う子会社は、保険会社
の他業禁止の趣旨やグ
ループとしてのリスク管
理の観点から、主として
当該保険会社及びその子
会社の行う業務のために
その業務を営んでいるも
のを子会社とすることを
認めているところであ
る。従属業務子会社にお
ける収入依存度規制を踏
まえれば、保険代理店に
対する各種販売用具の斡
旋又は販売を中心に行う
会社を従属業務子会社と
することは、慎重な検討
が必要。

ｃ 　－

保険会社の従属業務を行
う子会社は主として当該
保険会社又はその子会社
の行う業務のためにその
業務を営んでいるものを
子会社とすることを認め
ているところであり、保
険代理店に対する各種販
売用具の斡旋又は販売の
みを行う会社を従属子会
社とすることは慎重な検
討が必要。

z0300390

保険会社の子会
社の業務範囲の
追加（保険会社
及び保険代理店
に対する各種販
売用具の斡旋又
は販売）

保険業法第106
条、保険業法施
行規則第56条の2

z0300400
保険契約移転単
位の見直し 保険業法第135条

保険契約の移転において
は、責任準備金の算出の
基礎が同一である保険契
約の全部を包括して行わ
なければならないことと
されている。

ｂ Ⅰ

責任準備金の算出基礎が
同一である保険契約につ
いて、一部移転を認める
場合、保険契約者間（移
転する契約者と移転しな
い契約者）の公平と保険
契約者の保護、保険会社
の業務の健全な運営のた
めには、責任準備金の公
平な分割が求められるも
のであり、規制改革推進
３か年計画（再改定）に
おいて「責任準備金の公
平な分割に留意しつつ、
その一部での移転を可能
とすることについて検討
を行い、結論を得る」と
されているところであ
り、責任準備金の公平な
分割に留意しつつ、検討
を行う。

保険会社の子会社が行う
ことのできる業務に、保
険代理店に対する各種販
売用具の斡旋又は販売は
認められていない。

03)金融庁.xls    27/51ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5027 5027160
東京海上火災

保険㈱ 16

保険会社による
資産別運用比率
規制（いわゆる
３－３－２規
制）の撤廃

保険会社の資産別運用比
率規制を撤廃する。 金融庁

5029 5029160
(社)日本損害
保険協会 16

保険会社による
資産別運用比率
規制（いわゆる
３－３－２規
制）の撤廃

保険会社の資産別運用比
率規制を撤廃する。 金融庁

5027 5027170
東京海上火災

保険㈱ 17

「その他金融業
を行う者の業務
の代理又は事務
の代行」の認可
制の撤廃

「その他金融業を行う者
の業務の代理又は事務の
代行」を保険業法第98条
第1項第1の2号とし認可不
要とする。

金融庁

5029 5029040
(社)日本損害
保険協会 4

「その他金融業
を行う者の業務
の代理又は事務
の代行」の認可
制の撤廃

「その他金融業を行う者
の業務の代理又は事務の
代行」を保険業法第98条
第1項第1の2号とし認可不
要とする。

金融庁

回答では、当該認可の申
請をした保険会社が当該
業務代理等を的確、公正
かつ効率的に遂行するこ
とができると認められる
かどうか等について審査
しているものであること
を根拠に対応不可とされ
ているが、
①保険会社の業務とし
て、既に認められている
業務・事務について、そ
の他金融業を行う者の業
務代理等を審査（認可）
することが必要とは考え
られないほか、認可に要
する時間とコストによっ
て活発・迅速な経済活動
が阻害されている実態が
ある。また、銀行法にお
いては銀行その他金融業
を行う者の業務の代理に
ついて、認可等は不要と
されており、規制の不整
合も生じている。これら
の点を踏まえ、具体的な
対応策を改めて検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

回答では、資産別運用比
率規制そのものを廃止す
ることについては、ＩＡ
ＩＳ（保険監督者保護機
構）において資産別運用
に関する法的規制が求め
られていること等から現
時点では困難とされてい
るが、
①要望内容にあるよう
に、既に実効性の高いオ
フサイト・モニタリング
の導入等の監督手法の充
実という代替措置によっ
て規制目的は達成されて
いると考える。加えて、
要望に見られるように我
が国における当該規制は
ＩＡＩＳの基本原則にお
いて求められている責任
準備金の合計額に相当す
る資産額に対して適用さ
れるものとは異なり、取
得原価での総資産対比の
規制であるため、規制の
意義が薄いとの指摘もあ
る。
これらの点を踏まえ改め
て実施に向けた具体的な
対応策を検討され、示さ
れたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ -

  「保険会社の業務とし
て既に認められている業
務・事務」とあるが、保
険会社が他の金融業を行
う者の業務代理等を行う
ことについては、先の国
会において成立した保険
業法の一部を改正する法
律（平成15年法律第39
号）により保険会社の付
随業務として新たに規定
され、その具体的内容に
ついては本年６月の施行
規則改正により規定され
たものである。
　また、「活発・迅速な
経済活動が阻害されてい
る」との指摘について
は、前回回答のとおり、
本年６月の事務ガイドラ
イン改正により、保険会
社が円滑に業務を行える
よう対応しているところ
である。
　さらに、銀行との比較
については、保険会社は
前記の法改正前において
も業務代理等を行う場合
には認可が必要とされて
いたとともに、保険会社
が行う業務代理等と銀行
が行う業務代理とはその
内容が異なるものであ
り、単純に比較すること
は適当ではない。
　以上より、前回回答の
とおり、保険会社が他の
金融業を行う者の業務代
理等を行うときの認可を
不要とすることは困難で
ある。

ｃ -

  保険会社の資産別運用
比率規制については、
「規制改革推進３か年計
画」（改定）においては
「平成14年度までに廃止
を視野を入れて見直し、
所要の措置を講ずる」と
されていたが、IAIS（保
険監督者国際機構）にお
いて資産運用に関する法
的規制が求められている
こと等を踏まえ、本年3月
28日の同計画の再改定の
閣議決定において、「廃
止を視野に入れて」が削
除され、「平成15年度ま
でに見直し、所要の措置
を講ずる」とされたとこ
ろ。
　資産別運用比率規制そ
のものを廃止することは
困難であるが、本閣議決
定に基づき、本年6月、外
貨建保険契約の外貨建資
産による運用について見
直しを行ったなど、資産
別運用比率規制について
見直しを図ったところで
ある。

z0300410

保険会社による
資産別運用比率
規制（いわゆる
３－３－２規
制）の撤廃

保険業法第97条
の2、保険業法施
行規則第48条

保険会社の資産運用につ
いては、国内株式や外貨
建資産の保有は総資産の
30％以内、不動産の保有
は総資産の20％以内等の
規制がある。

ｃ -

保険会社の資産別運用比
率規制については、金融
審議会第二部会中間報告
（平成13年6月26日）にお
ける「ALMの充実など保険
会社自身のリスク管理能
力の向上や財務面での監
督手法の充実等の状況に
応じ、これを見直してい
くことが適当である。」
との趣旨を踏まえ、監督
手法の充実（平成13年9月
～オフサイトモニタリン
グ導入）等を図ってき
た。
資産別運用比率規制その
ものを廃止することにつ
いては、ＩＡＩＳ（保険
監督者国際機構）におい
て資産運用に関する法的
規制が求められているこ
と等から現時点では困難
であるが、外貨建保険契
約の外貨建資産による運
用について、為替リスク
がないことから見直しを
行った（平成15年6月、規
則改正）など、資産別運
用比率規制について見直
しを図ったところであ
る。

z0300420

「その他金融業
を行う者の業務
の代理又は事務
の代行」の認可
制の撤廃

保険業法第98条
第2項、保険業法
施行規則第51条
の2

保険会社が、付随業務と
して、他の保険会社その
他金融業を行う者の業務
の代理又は事務の代行
（内閣府令で定めるも
の）を行おうとするとき
は、その内容を定めて、
金融庁長官の認可を受け
なければならないことと
されている。

ｃ -

保険会社が、付随業務と
して、他の保険会社その
他金融業を行う者の業務
代理等を行おうとすると
きの認可においては、当
該認可の申請をした保険
会社が、業務代理等に関
する十分な知識及び経験
を有する役員又は使用人
の確保の状況、当該業務
代理等の運営に係る体制
等に照らし、当該業務代
理等を的確、公正かつ効
率的に遂行することがで
きると認められるかどう
か等について審査してい
るものであり、保険会社
が他の金融業を行う者の
業務代理等を行おうとす
るときの認可を不要とす
ることは困難である。
なお、保険会社が他の金
融業を行う者の資金の貸
付けの代理・代行として
いわゆる協調融資の幹事
業務を行おうとするとき
の認可について、協調融
資の特性を踏まえた認可
手続（契約の相手方ごと
の個別の認可を不要とす
る）としたところであり
（平成15年6月事務ガイド
ライン改正）、保険会社
が円滑に業務を行えるよ
う対応しているところで
ある。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5027 5027181
東京海上火災

保険㈱ 18

代理店登録・届
出手続きの電子
化の早期実現お
よび手続きスケ
ジュールの短縮

登録・届出手続きの電子
化の早期実現を要望する
とともに、登録・届出日
の指定を認める。

金融庁

5029 5029181
(社)日本損害
保険協会 18

代理店登録・届
出手続きの電子
化の早期実現お
よび手続きスケ
ジュールの短縮

登録・届出手続きの電子
化の早期実現を要望する
とともに、登録・届出日
の指定を認める。

金融庁

5027 5027182
東京海上火災

保険㈱ 18

代理店登録・届
出手続きの電子
化の早期実現お
よび手続きスケ
ジュールの短縮

登録・届出手続きの電子
化の早期実現を要望する
とともに、登録・届出日
の指定を認める。

金融庁

5029 5029182
(社)日本損害
保険協会 18

代理店登録・届
出手続きの電子
化の早期実現お
よび手続きスケ
ジュールの短縮

登録・届出手続きの電子
化の早期実現を要望する
とともに、登録・届出日
の指定を認める。

金融庁

5027 5027190
東京海上火災

保険㈱ 19
損害保険セーフ
ティーネットの
在り方の見直し

迅速な破綻処理による社
会的コストの削減及び契
約者保護の充実の観点か
ら、破綻後一定期間保険
金の支払保証を行う支払
保証型の保護機構にス
キームを変更する。

金融庁

5029 5029230
(社)日本損害
保険協会 23

損害保険セーフ
ティーネットの
在り方の見直し

迅速な破綻処理による社
会的コストの削減及び契
約者保護の充実の観点か
ら、破綻後一定期間保険
金の支払保証を行う支払
保証型の保護機構にス
キームを変更する。

金融庁

当該事項については「規
制改革推進３か年計画
（再改定）」に基づき、
平成15年度中に全て措置
完了するものと理解して
いるが、速やかに実施し
ていただくとともに、具
体的な実施時期について
示されたい。

回答では、一定期間の登
録猶予を実施することに
ついて保険契約者保護の
観点から慎重な検討が必
要とされているが、
①要望内容は、登録猶予
を求めるものではなく、
登録・届出日の指定を求
めるものである。また、
当該事項については「規
制改革推進３か年計画
（再改定）」に記載ある
代理店登録や届出手続の
電子化によって実施可能
と考える。これらの点を
踏まえ具体的な対応策を
改めて検討され、示され
たい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

当該事項については「規
制改革推進３か年計画
（再改定）」に基づき、
現在検討されているもの
と理解しているが、平成
16年度までに実施される
ことの可否について改め
て検討され、示された
い。

ｃ ー

代理店登録や届出手続の
電子化については、「金
融庁電子政府構築計画」
および「金融庁　申請・
届出等手続きの電子化推
進アクションプラン」に
基づき、15年度末までの
運用開始を目指し順次対
応を行っているところで
あるが、保険契約者保護
等の観点から必要な審査
期間を廃止することは困
難である。なお、事務ガ
イドラインにおいて、登
録申請書の審査について
は、代理店が希望する登
録日を配慮の上行うこと
となっている。

ｂ Ⅰ

  損害保険に関する契約
者保護制度については、
「規制改革推進３か年計
画」（再改定）に基づき
検討していくこととして
いるものであり、平成16
年度までに実施すること
の可否について示すこと
は困難であるが、保険契
約者の保護の観点を踏ま
えながら、検討していく
必要があると考えてい
る。

a Ⅳ

「金融庁電子政府構築計
画」および「金融庁　申
請・届出等手続きの電子
化推進アクションプラ
ン」に基づき、15年度末
までの運用開始を目指し
順次対応を行っていると
ころである。

z0300430

代理店登録・届
出手続の電子化
の早期実現及び
手続スケジュー
ルの短縮

保険業法第276
条、事務ガイド
ライン

書面にて登録・届出申請
を行う必要がある a Ⅳ

各種申請の電子化につい
ては、「金融庁　申請・
届出等手続の電子化推進
アクションプラン」に基
づき順次対応を行ってい
るところである。

z0300440
代理店登録・届
出日の指定

保険業法第276条
金融庁事務ガイ
ドライン

法人代理店が、代理店で
ない他の法人と合併し非
存続法人となる場合や、
代理店部門が新設分割さ
れた会社に移る場合な
ど、現に代理店として登
録されている法人から別
の法人に代理店の業務が
承継される場合には、代
理店業務を承継する法人
が、代理店の登録申請を
行う（予備登録はできな
い）。
個人代理店の店主が死亡
した場合には、死亡した
時点で代理店登録が失効
となる。当該代理店の使
用人が当該代理店の契約
者を承継する場合は、新
たに代理店登録申請を行
わなければならない。

ｃ -

一定期間の登録猶予につ
いては、申請から登録ま
での期間に募集が行われ
ることになる以上、登録
制度の趣旨である保険契
約者保護の観点に鑑みる
と、慎重な検討が必要で
ある。

z0300450
損害保険セーフ
ティネットの在
り方の見直し

保険業法第241条
等

現行の契約者保護制度
は、保険会社が破綻した
場合に、責任準備金（保
険金等の支払のために積
み立てられる準備金）を
一定割合まで補償し、保
険契約の継続を図る仕組
みとなっている。

ｂ Ⅰ

損害保険に関する契約者
保護制度については、規
制改革推進３か年計画
（再改定）において「損
害保険の特性にも留意し
つつ、保険契約者保護と
いうセーフティネットの
趣旨を踏まえた上で、見
直しについて検討する」
とされているところであ
り、保険契約者の保護の
観点を踏まえながら、検
討していく必要があると
考えている。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5029 5029020
(社)日本損害
保険協会 2

複数の保険会社
等による従属業
務子会社等の保
有

共同出資会社の業務につ
いては、当該会社の当該
業務に係る収入の額に当
該出資の割合を乗じて得
た額を総収入とみなした
うえで収入依存度規制を
適用する。

金融庁

5033 5033040
(社)生命保険

協会 4

保険会社の子会
社等における従
属業務に係る収
入依存度規制の
緩和

従属業務を営む保険会社
の子会社等に係る収入依
存度規制を緩和し、複数
の保険会社や金融機関の
共同出資による従属業務
会社の設立、保有を認め
る。

金融庁

5029 5029060
(社)日本損害
保険協会 6

保険会社本体に
よる介護・福祉
業務の遂行

損保会社本体でのケアプ
ラン作成業務等介護・福
祉関連業務を認める。

金融庁

5033 5033090
(社)生命保険

協会 9
保険会社本体に
よる介護関連業
務の解禁

保険会社本体での介護業
務（居宅介護支援、居宅
サービス、介護に関する
調査・分析・助言等）の
実施を可能とする。

金融庁

回答では、他業禁止の趣
旨等を踏まえた検討が必
要とされているが、
①要望に記載あるよう
に、従属業務を営む子会
社等に係る全額出資規制
が撤廃されたにも関わら
ず、複数の保険会社等に
よる共同出資による従属
業務子会社等を保有する
ことが不可能であり、規
制緩和が有効に働いてい
ない。また、保険会社が
保険会社や金融機関以外
の会社との共同出資に
よって従属業務を営む子
会社等を設立・保有する
ことは可能であり、規制
の不整合が生じている。
これらの点を踏まえ、具
体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、出来るだ
け速やかに実施されると
ともに、実施時期につい
て、その時期となる理由
も含め具体的に示された
い。

回答では、他業禁止の趣
旨ならびに「当該業務に
付随する次に掲げる業務
その他の業務」の範疇に
あるかどうかの判断の前
提となる観点を列挙され
た上で、これらを踏まえ
措置困難とされている
が、
①要望にあるように、保
険会社の取り扱っている
商品やサービスには、介
護業務あるいは福祉業務
と親近性を有するものが
多く存在する。また、介
護・福祉関連業務に対す
る社会的ニーズが高まっ
ている中、消費者利便の
向上等の観点からも実施
すべき事項と考える。こ
れらの点を踏まえ、具体
的な対応策を改めて検討
され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

　貴事務室の指摘のう
ち、従属業務を営む子会
社に係る全額出資規制の
撤廃と、複数の保険会社
等による共同出資による
従属業務子会社の保有と
は、趣旨が異なるもので
ある。
　保険会社の従属業務子
会社については、保険会
社の他業禁止の趣旨やグ
ループとしてのリスク管
理の観点から、親会社と
実質的一体性を持つもの
に限って認められている
ものであり、こうした観
点から収入依存度規制が
設けられているものであ
る。
　複数の保険会社等によ
る従属業務子会社の保有
については、こうした趣
旨を踏まえた検討が必要
であり、実施の可否や実
施時期を示すことは困
難。

ｃ －

　介護・福祉業務につい
ては、保険の引受け等の
固有業務に準ずるもので
はなく、保険業との機能
的な親近性やリスクの同
質性も十分に認められな
いなど、保険会社の付随
業務の要件を満たしてい
るとみなすことは困難で
ある。
　なお、保険会社が介護
保険を商品として取り
扱っていることをもっ
て、介護・福祉業務が親
近性を有するとの指摘は
当たらないものと考え
る。

z0300460

複数の保険会社
等による従属業
務子会社等の保
有

保険業法第106
条、平成14年金
融庁告示第38号

保健会社が、従属業務を
営む会社を子会社とする
場合には、当該子会社
は、主として当該保険会
社又はその子会社の営む
業務のためにその業務を
営んでいる会社に限るも
のとされ、「主として」
の基準は、保険会社及び
その子会社からの収入の
額の合計額が総収入の額
に占める割合（収入依存
度）が、50％を下回らな
いものとされている。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

保険業法上、福利厚生、
物品購入、印刷、製本等
の従属業務を営む会社に
ついては、保険会社の他
業禁止の趣旨やグループ
としてのリスク管理の観
点から、親会社と実質的
一体性を持つものに限っ
て認められているもので
あり、資本関係のない複
数の保険会社等による従
属業務を営む会社を共同
で設立することについて
は、こうした趣旨を踏ま
えた検討が必要。

z0300470
保険会社本体に
よる介護関連業
務への参入

保険業法第98条

保険会社は、保険の引受
け等の固有業務（保険業
法第97条）のほか、当該
業務に付随する、法第98
条第1項各号に掲げる業務
その他の業務を行うこと
ができる。

ｃ －

保険会社の「その他付随
業務」の取扱いについて
は、平成14年4月4日付け
で事務ガイドラインの改
正を行い、当該業務が、
法第98条第1項の「当該業
務に付随する次に掲げる
業務その他の業務」の範
疇にあるかどうかの判断
にあたっては、法第100条
において他業が禁止され
ていることに十分留意
し、
①当該業務が、法第97条
及び第98条第1項各号に掲
げる業務に準ずるか
②当該業務の規模が、そ
の業務が付随する固有業
務の規模に対して過大な
ものとなっていないか
③当該業務について、保
険業との機能的な親近性
やリスクの同質性が認め
られるか
④保険会社が固有業務を
遂行する中で正当に生じ
た余剰能力の活用に資す
るか
という観点を考慮して、
判断することとしている
ところであるが、本件業
務については、これらの
要件を満たしているとみ
なすことは困難であり認
められない。
なお、保険会社の子会社
については、法令上介
護・福祉関連業務を行う
ことが認められていると
ころ。

03)金融庁.xls    30/51ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5033 5033030
(社)生命保険

協会 3

保険会社の子会
社による不動産
投資顧問業務の
解禁

保険会社の子会社、保険
持株会社傘下子会社で承
認を受けずに行うことの
できる業務として不動産
投資顧問業務を認める。

金融庁

5102 5102450
(社)日本経済
団体連合会 45

保険会社の子会
社による不動産
投資顧問業務の
解禁

保険会社の子会社で行う
ことができる業務、保険
持株会社傘下子会社で承
認を受けずに行うことの
できる業務として、不動
産投資顧問業務を認める
べきである。

金融庁

5033 5033050
(社)生命保険

協会 5
保険会社の経営
破綻時における
特別勘定の保全

特別勘定については、そ
の財産的性格の相違、保
険会社における負債性の
相違から、保険業法上、
100％の保全が行われるよ
う、保険業法に必要な手
当てを行う。

金融庁

5102 5102480
(社)日本経済
団体連合会 48

保険会社の経営
破綻時における
特別勘定の保全

保険会社の経営破綻時
に、特別勘定の責任準備
金を100％保全することと
すべきである。このため
に、保険業法上の手当て
を行う必要がある。

金融庁

・回答によれば、「本業
との親近性が薄いこと
等」を理由として慎重な
検討が必要とされている
が、
①次のような観点を踏ま
え、更なる検討を行って
もらいたい。
(ⅰ)生命保険会社は資産
運用の一環として、本来
業務である不動産投資に
取組んでおり、賃貸・売
買取引を含めてノウハウ
を十分に蓄積してきてい
る。
(ⅱ)「不動産の価値又は
不動産の価値の判断に基
づく投資判断」は、正に
保険会社が本来業務とし
て行う不動産投資そのも
のであり、十分に不動産
投資顧問業務との親近性
は認められる。
(ⅲ)年金基金等投資家に
対するサービスの一層の
充実を目的として不動産
投資顧問事業に取組もう
とするものでり、多様化
する投資家ニーズにも合
致するものと考えられ
る。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

・回答においては、「引
き続き幅広い観点から検
討を行う」とされている
が、
①次のような観点を踏ま
え、実施に向けて前向き
に検討を行うとともに、
検討の視点も含めてより
具体的に検討内容を示さ
れたい。
(ⅰ)特別勘定について
は、(a)その資産が他の勘
定に属する資産と経理上
明確に分離されている、
(b)運用成果が契約者に帰
属し、経営破綻の原因と
は通常なり得ない、との
特性を有している。
(ⅱ)企業年金において
は、生保特別勘定に保全
措置がないため、競合す
る信託銀行・投資顧問会
社との比較でイコール
フッティングが図られて
いない。
(ⅲ)よって、受託機関に
よって保全措置にこのよ
うな相違がある点につい
て、顧客からの理解も得
にくい。
②上記①を踏まえ、速や
かに実施に移すととも
に、実施時期について、
その時期となる理由も含
め具体的に示されたい。

ｃ 　－

　不動産投資顧問業を保
険会社の子会社業務とす
ることについては、保険
会社における不動産投資
は、オフィスビル・商業
施設等の長期保有・賃貸
により賃料収入を得るこ
とを目的としたものが中
心であり、一般の不動産
業とは親近性が高いもの
とは言えないこと等か
ら、慎重な検討が必要。

ｂ Ⅰ

　保険会社の経営破綻時
における特別勘定の保全
については、これまで一
会社内のある勘定に属す
る資産に特別先取特権を
付与した例はなく、先取
特権の対象資産の特定性
の問題等、難しい課題が
ある。また、単に経理が
区分されているからと
いって破綻時において資
産が保全されるものでは
ないことや、保険と信託
とはその法的性格が異な
ること等にも留意しつ
つ、引き続き幅広い観点
から検討を行う。

z0300480

保険会社の子会
社による不動産
投資顧問業務の
解禁

保険業法第106
条、保険業法施
行規則第56条の2
、事務ガイドラ
イン第二分冊1-
4-1(2)⑥

保険会社の子会社が行う
ことのできる業務に、不
動産投資顧問業は認めら
れていない。

ｃ 　－

不動産投資顧問業を保険
会社の子会社業務とする
ことについては、本業と
の親近性が薄いこと等か
ら慎重な検討が必要。

z0300490
保険会社の経営
破綻時における
特別勘定の保全

保険業法第118条
等

保険会社が経営破綻した
場合、一般勘定、特別勘
定とも同等に取り扱われ
る。

ｂ Ⅰ

保険会社の経営破綻時に
おける特別勘定の保全に
ついては、先取特権の対
象資産の特定性の問題等
を踏まえ、引き続き幅広
い観点から検討を行う。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5034 5034080
(社)リース事

業協会 8

 貸金業法の改正
等（４）保証契
約書面の交付に
ついて

・金銭消費貸借契約の新
規契約時に保証人を付す
場合、並びに保証人付き
の金銭消費貸借契約につ
いて変更契約（以下、
「契約等」という。）を
締結する場合に、事前に
①保証契約の概要を記載
した書面及び②保証契約
の詳細を記載した書面の2
種類の説明書類の提示が
必要であり、さらに契約
等締結後に③保証契約の
ない様を明らかにする事
項等を記載した書面を交
付する必要がある。・①
～③の記載すべき事項は
重複しているところが多
く、事務負担も重いこ
と。・上記、①～③の書
類を1通に纏めて事前に交
付するのみとすること。
また、保証契約後は、
「保証契約書の写」及び

金融庁

5101 5101050 アイフル㈱ 5

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第２項及び
同条第３項に定
める事項の整
理・統合

法第１７条第２項、施行
規則第１４条第１項第１
号、同条第２項及び第４
項に定める事項におい
て、法第１７条第１項に
定める事項と同一主旨の
事項については、これを
準用することにより、多
記に渡る事項の整理・統
合を要望する。

金融庁

5101 5101060 アイフル㈱ 6

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第２項によ
る書面及び書面
記載内容の整理
（同法施行規則
第14条第３項第
１号の削除）

法第17条第2項により、保
証人予定者に対する事前
説明書面は、施行規則第
14条第3項第1号（以下
「概要書」という）、第3
号（以下「詳細書」とい
う）の2種類となっている
が、このうち概要書の規
定を削除する。または削
除したうえで、詳細書の
記載内容のうち概要書に
かかる部分とその余の部
分を書面中分けて記載を
要する規定へ変更された
い。

金融庁

5101 5101070 アイフル㈱ 7

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第3項による
書面記載事項の
整理（同法施行
規則第14条第２
項第10号の削
除）

法第17条第3項により交付
義務のある書面記載事項
のうち、施行規則第14条
第2項第10号の削除。

金融庁

5101 5101080 アイフル㈱ 8

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第３項によ
る書面記載事項
の整理・統合
（同法施行規則
第14条第１項の
整理・統合）

法第17条第3項により交付
義務のある書面記載事項
のうち、施行規則第14条
第1項第1号ロ（貸付けに
係る契約に基づく債務の
残高の総額）と同号ヨ
（貸付けに係る契約に基
づく債務の残高及びその
内訳（元本、利息及び当
該貸付けに係る契約に基
づく債務の不履行による
賠償の別をいう。））の
整理・統合。

金融庁

5101 5101090 アイフル㈱ 9

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第４項後段
による書面記載
事項の簡素化
（同法施行規則
第14条第１項の
整理・統合）

法第17条第4項後段に規定
する記載事項の簡素化を
図る。具体的には、同条
同項第1号乃至第3号、施
行規則第13条第1項1号イ
及びロ程度の記載内容に
変更する。

金融庁

5101 5101100 アイフル㈱ 10

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第４項の一
部見直し

法第17条第4項の規定につ
いて、「法人貸付時にお
ける代表者保証」に限
り、保証人の希望する場
合のみ交付を行うことと
する。

金融庁

平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

ｂ

※
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

いわゆる「ヤミ金融問
題」を契機とした今般の
「貸金業規制法及び出資
法の改正法附則」におい
て、新貸金業規制法によ
る貸金業制度の在り方に
ついては、施行後３年を
目途として検討を加え、
必要な見直しを行うこと
となっているので、これ
に沿って対応して参りた
い。

（注）改正法施行後３年
を目途として検討が行わ
れる予定であるため、
「措置の内容」について
は現時点では未定

z0300500

保証契約前・保
証契約時書面交
付義務の緩和、
記載事項の簡素
化

貸金業の規制等
に関する法律第
１７条第２項、
第３項、第４項

契約締結前及び契約締結
時における保証人に対す
る貸金業者の書面交付義
務

ｂ

※そ
の他
欄の
通り

　貸金業の規制等に関す
る法律においては、業者
と保証人との間のトラブ
ルが社会問題化したこと
を受け、保証人保護の観
点に基づき書面交付義務
を課しているところ。
　こうした経緯に加え、
貸金業者による書面交付
を巡るトラブルが現に発
生する中で、書面交付義
務に係る規定を緩和する
ことは、十分かつ慎重な
検討を行う必要があると
考える。
　なお、今般の「貸金業
規制法及び出資法の改正
法附則」において、新貸
金業規制法による貸金業
制度の在り方について
は、施行後３年を目途と
して検討を加え、必要な
見直しを行うこととなっ
ている。

※改正法施行後
３年を目途とし
て検討が行われ
る予定であるた
め、「措置の内
容」については
現時点では未定
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5035 5035110 (社)信託協会 11
信託業法におけ
る受託財産制限
の撤廃

・現行の信託業法では、
信託会社が引受けること
の出来る財産は、①金
銭、②有価証券、③金銭
債権、④動産、⑤土地及
其の定着物、⑥地上権及
土地の賃借権、に制限さ
れている。
・特許権、著作権等の無
体財産権や建物の賃借権
などの財産権一般を受託
可能財産とするよう要望
する。

金融庁

5102 5102420
(社)日本経済
団体連合会 42

信託業法におけ
る受託財産制限
の緩和

特許権、著作権等の知的
財産権、建物の賃借権な
どの財産権一般を受託可
能財産として明記すべき
である。

金融庁

5102 5102430
(社)日本経済
団体連合会 43

銀行における上
場した投資信託
受益証券・投資
証券の取扱制限
の撤廃

銀行の窓口販売業務にお
いて、Ｊ‐ＲＥＩＴ（上
場不動産投資信託）を含
む全ての上場した投資信
託受益証券の取扱制限を
撤廃すべきである。

金融庁

信託業法における受託財
産制限の撤廃について検
討し、結論を得て、平成
15OR16年度中に実施され
ることについて見解を示
されたい。

a Ⅰ

現行の信託業法で受託可
能財産となっていない知
的財産権等を受託可能財
産とするなど、受託可能
財産の制限を撤廃する。
（平成15年度中の可能な
限り早い時期を目途）

回答では上場投信の取扱
制限の撤廃について、
「証取法第65条の主旨や
投資者保護の観点も踏ま
えて検討する」とされて
いるが、
①実施される内容につい
てより具体的に示された
い。
②平成１６年度までに実
施されることの可否につ
いて改めて検討された
い。

ｂ Ⅱ

　登録金融機関は、J-
REIT等の上場投信を含め
た投資信託受益権につい
て、募集の取扱いを行っ
た場合に売買等を行える
こととなっており、窓口
販売を行うことが可能な
制度となっている。
　上場投信の取扱制限の
撤廃は、金融機関が証券
業を併営することによる
利益相反の防止、銀行の
企業に対する過度の影響
力の防止、銀行経営の健
全性の確保等の観点から
金融機関の証券業務を原
則として禁止している証
取法第65条の主旨や投資
者保護の観点も踏まえて
検討し、平成16年度中に
結論を出すこととする。

z0300520

銀行における投
資信託等の窓口
販売業務におい
て、J-REITを含
む全ての上場し
た投資信託受益
証券及び投資証
券の取扱制限の
撤廃

証券取引法第65
条第2項
同法施行令第17
条の3

・J-REITを含むETF以外の
上場した投資信託受益権
については、依然として
取扱いが制限されてい
る。
・ETFの受益証券について
は、顧客が銀行で売却す
る場合は、当該銀行にお
いて購入した受益証券に
限定されている。

ｂ Ⅱ

　登録金融機関は、J-
REIT等の上場投信を含め
た投資信託受益権につい
て、募集の取扱いを行っ
た場合に売買等を行える
こととなっており、窓口
販売を行うことが可能な
制度となっている。
　上場投信の取扱制限の
撤廃は、金融機関が証券
業を併営することによる
利益相反の防止、銀行の
企業に対する過度の影響
力の防止、銀行経営の健
全性の確保等の観点から
金融機関の証券業務を原
則として禁止している証
取法第65条の主旨や投資
者保護の観点も踏まえて
検討する。

z0300510
信託業法におけ
る受託財産制限
の撤廃

信託業法
金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律

現在の信託業法において
は、信託会社が引き受け
ることができる財産は信
託業法第4条により「金
銭」、「有価証券」、
「金銭債権」、「動
産」、「土地及びその定
着物」、「地上権及び土
地の賃借権」の6つに限定
されている。

a Ｉ

「信託業のあり方に関す
る中間報告書」（金融審
議会第二部会報告）にお
いて、現行の信託業法で
受託可能財産となってい
ない知的財産権等を受託
可能財産とするなど、受
託可能財産の範囲を拡大
することとされたところ
である。この報告を踏ま
え、平成15年度中の可能
な限り早い段階での所要
の法案の提出に向け、作
業を進める予定。

5035 5035120 (社)信託協会 12

銀行における投
資信託等の窓口
販売業務におい
て、Ｊ-ＲＥＩＴ
（上場した不動
産投資信託）を
含む全ての上場
した投資信託受
益証券および投
資証券の取扱制
限を撤廃するこ
と

・銀行による投資信託受
益証券および投資証券の
取扱範囲について、Ｊ－
ＲＥＩＴをはじめ、ＥＴ
Ｆ以外の上場した投資信
託受益証券および投資証
券については、依然とし
て窓口販売が認められて
いない。
・ＥＴＦ（株価指数に連
動する現物出資型の上場
投資信託）の受益証券に
ついては、顧客が銀行で
売却する場合（銀行によ
る売付けの委託の取次ぎ
等）は、当該銀行におい
て購入した受益証券（当
該銀行が当該受益証券の
買付けに係る委託の取次
ぎ等を行った場合）に限
定されている。
・証券市場の活性化およ
び投資家の利便性向上の
観点から、銀行における
投資信託等の窓口販売業
務において、全ての上場
投信および投資証券につ
いて取扱制限を撤廃する
よう要望するものであ
る。

金融庁

03)金融庁.xls    33/51ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5101 5101010 アイフル㈱ 1

貸金業の規制等
に関する法律第
17条の項目追
加・見直し

現状の法第17条第1項を
「個別契約の締結時」の
法定記載事項に限ると
し、「包括契約の締結
時」の法定記載事項を新
たに同条第2項として制定
する。更に、「包括契約
に基づく貸付けを行った
とき」の法定記載事項を
新たに同条第3項として制
定する。若しくは、新た
に政省令にて明確に制定
する。

金融庁

5101 5101020 アイフル㈱ 2

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第１項及び
事務ガイドライ
ン３－２－３取
引関係の正常化
（４）の整理・
見直し

「包括契約を締結したと
き」と「包括契約に基づ
く貸付けを行ったとき」
の場合に交付する書面の
内容を明確にし、現状の
ガイドラインでの取扱い
ではなく、法第17条第1項
の改訂若しくは新たに政
省令にて制定する。

金融庁

5101 5101030 アイフル㈱ 3

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第１項書面
の交付義務にお
いて、包括契約
に基づく都度貸
付時の法定記載
事項の簡素化
（その１）

事務ガイドライン3－2－3
（4）の包括契約に基づく
貸付時の交付書面の記載
事項を具体的に、法第17
条第1項及び施行規則第13
条の法定記載事項の見直
しを行う。具体的には、
不変項目は全て「包括契
約の契約番号」にて代用
可能とし、可変項目であ
る「貸付金額」・「貸付
年月日」・「貸付後残
高」等のみの記載に留め
る。

金融庁
平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

b

※
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

いわゆる「ヤミ金融問
題」を契機とした今般の
「貸金業規制法及び出資
法の改正法附則」におい
て、新貸金業規制法によ
る貸金業制度の在り方に
ついては、施行後３年を
目途として検討を加え、
必要な見直しを行うこと
となっているので、これ
に沿って対応して参りた
い。

（注）改正法施行後３年
を目途として検討が行わ
れる予定であるため、
「措置の内容」について
は現時点では未定

z0300530

貸金業者の包括
契約に基づく都
度貸付時におけ
る交付書面の記
載事項の見直し

貸金業の規制等
に関する法律第
１７条第１項
貸金業の規制等
に関する施行令
第１３条
事務ガイドライ
ン3-2-3(4)

　貸金業は、貸付けに係
る契約を締結したとき
は、法第１７条第１項及
び施行規則第１３条に基
づく書面の交付が義務付
けられる。
　また、事務ガイドライ
ンによれば、包括契約を
締結したとき及び当該包
括契約に基づく貸付けを
行ったときは、そのいず
れの場合にも、その内容
を明らかにする書面をそ
の相手方に交付するこ
と。また、その書面は、
債務者が自己の債務の内
容を正確に把握し、弁済
計画の参考としうる程度
の一義的、具体的、明確
なものであること。

b

※そ
の他
欄の
通り

　債務者が自己の債務の
内容を正確に把握し、借
入れ・弁済計画の参考と
することにより債務者保
護を図る観点からは、包
括契約締結時と当該契約
に基づく個別貸付時のい
ずれにおいても書面を交
付する必要があるとこ
ろ、包括契約締結時の書
面記載事項を簡素化し、
貸付け時の書面記載事項
と別個に規定することに
ついては十分かつ慎重な
検討が必要であると考え
る。
　なお、今般の「貸金業
規制法及び出資法の改正
法附則」において、新貸
金業規制法による貸金業
制度の在り方について
は、施行後３年を目途と
して検討を加え、必要な
見直しを行うこととなっ
ている。

※改正法施行後
３年を目途とし
て検討が行われ
る予定であるた
め、「措置の内
容」については
現時点では未定

5101 5101040 アイフル㈱ 4

貸金業の規制等
に関する法律第
17条第１項書面
の交付義務にお
いて、包括契約
に基づく都度貸
付時の法定記載
事項の簡素化
（その２）

包括契約締結時に法第17
条第1項にかかる書面を交
付している場合、当該包
括契約に基づく個々の貸
付けに関しては、同法同
項のうち、当該貸付けの
形態により、次の掲げる
事項を履行することで足
りるよう改善する。
１．カードを利用してATM
又はCD機等により貸し付
けた場合
　　当該カードに下記事
項を記載することにより
書面の交付を要しない。
　　①登録番号を記載す
る（登録更新番号は省
略）。
　　②貸金業者の商号、
名称又は氏名及び住所、
電話番号等の連絡先を記
載する。
　　③契約番号等の特定
事項を記載する。
２．前項以外（振込等）
　　振込名義人欄に下記
事項を記載することによ
り書面の交付を要しな
い。
　　①登録商標又は包括
契約に合意した特定事項
を記載する。
    ②契約番号を記載す
る。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5101 5101110 アイフル㈱ 11

貸金業の規制等
に関する法律第
18条第１項受取
証書の電磁的方
法による交付の
追加

法第18条第1項の受取証書
の交付方法を書面だけに
制限することなく、顧客
の希望と同意が有る場合
に限り、インターネット
等の情報通信機を用いた
電磁的方法により、法定
記載事項の内容を顧客に
提供した場合において
は、書面の交付とみなす
ことを追加する。

金融庁

5101 5101131 アイフル㈱ 13

貸金業の規制等
に関する法律第
24条第２項債権
譲渡等の規制の
一部見直し

書面による通知方法以外
にも、電子メール若しく
はＡＴＭ画面等による通
知を可とする。

金融庁

z0300550
生保募集人事務
の簡素化

 金融庁事務ガイ
ドライン２－３
関係

募集人登録、変更届出等
に係る手続きの簡素化に
ついては、本年度にすで
にガイドラインの改正を
行っている。

ｄ -

一定の条件を具備すれ
ば、募集人が所属する事
務所の記載を、代理店の
「本店」等の記載に代え
ることができることとし
た。

ー 5027 5027100
東京海上火災

保険㈱ 10 生保募集人事務
の簡素化 事務所登録の完全削除 金融庁

z0300560

商品認可および
届出に係る処分
内容および理由
の書面での提
示・透明性の向
上

 業法第5条、第
123条～第125条
同施行規則11条
～12条
事務ガイドライ
ン3-6-1

保険承認の認可申請等に
対する審査基準は、保険
業法第５条及び保険業法
施行規則第１１条及び１
２条に規定されている。

ｄ -

認可申請の却下、届出の
撤回命令を行う際は、理
由を付することとしてい
る。また、損害保険商品
の審査基準については、
内容評価表の書式を事務
ガイドラインに掲載する
ことにより､明確化してい
る。

回答では、現在、認可申
請の却下、届出の撤回命
令を行う際は、理由を付
することとしているとさ
れているが、
①要望内容は、金融庁が
保険商品の認可および届
出に係る処分を行う場合
には、当該処分の内容お
よびその理由・根拠につ
いて書面による提示を行
うよう義務付けることを
求めているものであり、
この点についての具体的
な対応策を改めて検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

認可申請の却下、届出の
撤回命令を行う際は、書
面で行うこととしてお
り、その際には行政手続
法を踏まえ処分の理由を
書面により示すこととし
ている。なお、認可する
際も書面で行っている
が、この場合は理由を付
する必要を認めない。

5027 5027130
東京海上火災

保険㈱ 13

商品認可および
届出に係る処分
内容および理由
の書面での提
示・透明性の向
上

金融庁が保険商品の認可
および届出に係る処分を
行う場合には、当該処分
の内容およびその理由・
根拠について書面による
提示をおこなうよう義務
付ける。

金融庁

平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

b

※
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

いわゆる「ヤミ金融問
題」を契機とした今般の
「貸金業規制法及び出資
法の改正法附則」におい
て、新貸金業規制法によ
る貸金業制度の在り方に
ついては、施行後３年を
目途として検討を加え、
必要な見直しを行うこと
となっているので、これ
に沿って対応して参りた
い。

（注）改正法施行後３年
を目途として検討が行わ
れる予定であるため、
「措置の内容」について
は現時点では未定

z0300540
貸金業者による
交付書面の電子
化

貸金業の規制等
に関する法律第
１７条、第１８
条

貸金業規制法第１７条で
は契約締結時における債
務者・保証人に対する貸
金業者の書面交付義務
を、第１８条第１項では
債務弁済時における債務
者・保証人に対する貸金
業者の書面交付義務を、
それぞれ規定している。

ｂ

※そ
の他
欄の
通り

　貸金業の規制等に関す
る法律においては、業者
と債務者・保証人との間
のトラブルが社会問題化
したことを受け、書面交
付義務を課してきたとこ
ろであるが、いわゆる商
工ローン問題の社会問題
化を受けた法改正（平成
１２年６月１日施行）に
おいても、書面交付義務
を中心に規定が追加され
たところ。
　以上の経緯に加え、貸
金業者による書面交付を
巡るトラブルが現に発生
する中で、債務者・保証
人保護の観点から書面交
付義務は重要な位置付け
にある。
　なお、今般の「貸金業
規制法及び出資法の改正
法附則」において、新貸
金業規制法による貸金業
制度の在り方について
は、施行後３年を目途と
して検討を加え、必要な
見直しを行うこととなっ
ている。

※改正法施行後
３年を目途とし
て検討が行われ
る予定であるた
め、「措置の内
容」については
現時点では未定
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300590
保険会社の業務
の代理代行範囲
の拡大

保険業法第98
条、保険業法施
行規則第51条

保険会社は、他の保険会
社（外国保険会社を含
む。）の保険業に係る業
務の代理又は事務の代行
を行うことができるが、
船主責任相互保険組合法
に基づく日本船主責任相
互保険組合は保険業法上
「保険会社」に該当せ
ず、保険会社はその業務
代理・事務代行ができな
い。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

日本船主相互保険組合
が、非営利・相互扶助を
目的とした組織であるこ
と等を踏まえ、保険会社
と船主責任相互保険組合
との間で代理・代行を行
えるようにすることが適
当か、引き続き検討す
る。

平成16年度までに実施さ
れることの可否について
改めて検討され、示され
たい。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

　保険会社と船主責任相
互保険組合との間で代
理・代行を行えるように
することについては、日
本船主責任相互組合が非
営利・相互扶助を目的と
した組織であること等を
踏まえ検討する必要があ
るものであり、平成16年
度までに実施することの
可否を示すことは困難で
あるが、代理・代行を行
えるようにすることが適
当か、引き続き検討す
る。

5029 5029170
(社)日本損害
保険協会 17

保険会社の業務
の代理代行範囲
の拡大

保険会社が業務の代理又
は事務の代行が受託でき
る相手方にＪＰＩも加え
る。

金融庁

当該事項については「規
制改革推進３か年計画
（再改定）」に基づき、
平成15年度中に結論を得
るものと理解している
が、平成16年度までに実
施されることの可否につ
いて改めて検討され、示
されたい。

回答では、株式会社の合
併と相互会社を含む保険
会社の保険契約の移転は
異なることを根拠に慎重
な検討が必要とされてい
るが、
①要望内容は、商法に規
定ある簡易合併に際して
生じる保険契約の承継時
と、（移転先会社への影
響の小さい）包括移転時
の手続の規制の不整合を
指摘した上で、その実施
を求めているものである
が、回答によれば、少な
くとも株式会社である保
険会社間における包括移
転については早急な実施
が可能と考える。この点
についての具体的な対応
策を改めて検討され、示
されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｂz0300570
保険募集の総代
理店制度の創設

保険業法第2条、
第275条、第283
条、第294条

現行の保険募集制度で
は、損害保険を募集する
損害保険代理店は損害保
険会社と直接代理店委託
契約を結ぶ必要がある。

ｂ Ⅰ

これまで保険会社が直接
行っていた代理店との保
険募集に係る委託契約
を、代理店の管理等の業
務と併せて外部委託でき
ることとするためには、
保険募集に関する業務の
適切な実施や保険契約者
の保護が確保されること
が必要であり、規制改革
推進３か年計画（再改
定）において「保険募集
に関する所属保険会社の
責任や総代理店（保険会
社の業務の一部を受託す
る大型の保険代理店等）
が行うことのできる業務
範囲、保険募集に関する
業務の適切な実施や保険
契約者保護の方策等を明
確にした上で、保険募集
人等の委託の在り方につ
いての見直しを行う」と
されているところであ
り、こうした観点を踏ま
えながら検討していく必
要があると考えている。

Ⅰ

　これまで保険会社が直
接行ってきた代理店との
保険募集に係る委託契約
を、代理店の管理等の業
務と併せて外部委託でき
ることとすることについ
ては、「規制改革推進３
か年計画」（再改定）に
基づき検討していくこと
としているものであり、
平成16年度までに実施す
ることの可否を示すこと
は困難であるが、保険募
集に関する業務の適切な
実施や保険契約者の保護
等の観点を踏まえながら
検討していく必要がある
と考えている。

5027 5027200
東京海上火災

保険㈱ 20 保険募集の総代
理店制度の創設

保険会社との委託契約を
受け、保険会社の排他的
固有業務である保険引受
業務以外の営業・代理店
管理・事務・損害等の業
務を行う「販社」と損害
保険代理店との代理店委
託契約を結ぶことのでき
る、保険募集における総
代理店制度を認めて欲し
い。

金融庁

z0300580
保険契約の包括
移転にかかわる
手続きの簡素化

保険業法第136条
第1項

保険会社が、保険契約を
他の保険会社に移転をす
るときには、移転会社及
び移転先会社において株
主総会等の決議が必要と
されている。

ｃ ―

簡易な合併手続（商法第
413条の3）の条件を満た
す場合は、存続会社の株
主総会による決議なく合
併することが可能とされ
ているが、その場合、各
株主に対し通知等を行
い、合併に反対する株主
については株式の買取請
求権が認められ、また合
併に反対する株主が１／
６以上であった場合は簡
易合併を行うことができ
ないといった措置が採ら
れている。株式会社の合
併と相互会社を含む保険
会社の保険契約の移転は
異なるものであり、こう
したことを踏まえれば、
保険契約を他の保険会社
に移転するときに、移転
先会社における株主総会
における決議を不要とす
ることは、慎重な検討が
必要。

ｃ ―

　株式会社の合併と保険
会社の保険契約の移転と
は異なるものであるほ
か、簡易な合併手続きに
ついては、各株主に対し
通知等を行い、合併に反
対する株主については株
式の買取請求権が認めら
れ、また合併に反対する
株主が１／６以上であっ
た場合は簡易合併を行う
ことができないといった
措置が採られていること
や、相互会社については
認められていないことを
踏まえれば、保険契約を
他の保険会社に移転する
ときに、移転先会社にお
ける株主総会における決
議を不要とすることは、
慎重な検討が必要。

5029 5029010
(社)日本損害
保険協会 1

保険契約の包括
移転にかかわる
手続きの簡素化

包括移転する契約にかか
わる責任準備金等の額
が、移転先会社の責任準
備金等に比して相当程度
小さい場合（例えば２０
分の１以内）は、移転先
会社における株主総会に
よる決議を要さないこと
とする。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300600

届出制対象種目
における事業方
法書記載事項の
届出制全面移行

保険業法第123条
第2項、同施行規
則第83条

届出対象の損害保険商品
については、積立勘定等
一部の事業方法書記載項
目を除き届出による変更
が可能となっている。

ｂ Ⅲ

届出対象の損害保険商品
について､認可が必要とさ
れていた危険の分布及び
保険の目的の検査に関す
る事項については､届出に
よる変更が可能となるよ
うに措置済み。（平成15
年5月）
他の事項については､上記
のような問題が生じるも
のではないが、必要性を
踏まえ､所要の措置を検討
する。

回答における「上記のよ
うな問題」の意味すると
ころが回答では不明であ
るが、要望内容の実施が
特段の問題を生ずるもの
ではなく、所要の措置の
検討にあたって（事業者
にとっての）必要性を勘
案するにとどまるのであ
れば、要望に基づき、速
やかに実施いただくとと
もに、実施時期につい
て、その時期となる理由
も含め具体的に示された
い。

ｂ Ⅲ

年度内を目処に、要望内
容の実施が契約者保護の
観点から特段の問題がな
いかを確認し、所要の手
当てについて検討する。

届出制対象種目における
事業方法書記載事項の届
出制全面移行について検
討し、結論を得て、平成
15OR16年度中に実施され
ることについて見解を示
されたい。

b Ⅲ

届出対象の保険商品につ
いては、商品審査に係る
事業方法書記載事項の変
更を全て届出により可能
とするよう、契約者保護
上の問題がないか検討し
た上で、結論を得る。
（平成15年度中検討・結
論）

5029 5029080
(社)日本損害
保険協会 8

届出制対象種目
における事業方
法書記載事項の
届出制全面移行

届出制対象種目について
は、事業方法書の変更も
すべて届出によることと
する（保険業法施行規則
８条１・２項に規定する
事業方法書必須記載事項
以外についても、届出に
よる変更を可能とす
る。）。

金融庁

z0300610
保険契約者保護
機構の決算公告
の簡略化

保険業法第265条
の39、第270条の
6第2項第1号、第
274条

保険契約者保護機構は、
財産目録、貸借対照表及
び損益計算書を官報に公
告しなければならないこ
ととされている。

ｃ ―

保険契約者保護機構は、
破綻保険会社に係る保険
契約の移転における資金
援助を行う等一般保険会
社とは異なる公共性を有
していることから、財産
目録等の官報公告が義務
付けられているところで
あり、その簡素化につい
ては慎重に検討する必要
がある。

回答では、保険契約者保
護機構が一般保険会社と
は異なる公共性を有して
いることを根拠に慎重に
検討する必要があるとさ
れているが、
①公共性の差異に基づい
て公告媒体を過重に決定
しなければならないとは
考えられない。また、保
険契約者保護機構の決算
公告に関する保険業法の
規定は、官報ですべきと
いう規定と日刊新聞紙で
すべきという別個の規定
が混合して、いわば結果
的に双方を義務付けるこ
とになっていると考え
る。さらに、商法におい
ては決算公告が特段の法
律効果をもたらさないこ
とから電磁的方法による
公告ないし公開を認めて
も問題が少ないとして、
既に電磁的方法による決
算公告を認めているとこ
ろである。これらの点を
踏まえ具体的な対応策を
改めて検討され、示され
たい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ―

　保険契約者保護機構は
一般保険会社とは異なる
公共性を有しており、ま
た、他の法律においても
少なくとも７０以上の機
関が財務諸表の官報への
公告が義務付けられてい
ること等を踏まえれば、
「公共性の差異に基づい
て公告媒体を過重に決定
しなければならないとは
考えられない」等の貴会
議の指摘は当たらないと
考える。保険契約者保護
機構の決算公告を一般保
険会社と同様に簡素化す
るとの要望については、
こうしたことを踏まえ、
慎重に検討する必要があ
る。

5029 5029150
(社)日本損害
保険協会 15

保険契約者保護
機構の決算公告
の簡略化

保険契約者保護機構の決
算公告は、官報または日
刊新聞紙何れかへの掲
載、または電磁的方法に
よる掲示とし、掲載内容
は貸借対照表及び損益計
算書又はその要旨とす
る。

金融庁

z0300620

代理店使用人名
簿を含む登録情
報の電子ファイ
ルの閲覧・共有

保険業法第302
条、同施行規則
第236条、ガイド
ライン3-2、4-1-
12

所属保険会社は、代理店
の登録原簿を備えること
が義務付けられており、
利害関係人は、原簿の閲
覧を行うことができると
されている。

ｃ -

代理店の登録情報は、代
理店に係る個人・法人情
報であり、プライバシー
の保護の観点から、行政
としては慎重な対応が必
要とされる。

回答では、プライバシー
の保護の観点から慎重な
対応が必要されるとして
対応不可とされている
が、
①保険契約者等の保護の
観点からは、プライバ
シーの保護も踏まえつ
つ、むしろ一定程度、保
険代理店の登録情報の閲
覧を認めるべきであると
考える。また、使用人名
簿については、その閲
覧・共有を無制限に許容
するのではなく、例えば
要望にあるようなネット
ワークセキュリティに関
する手当てを前提とし
て、当該代理店に委託関
係を有する保険会社だけ
に認めることは、保険会
社の業務の効率化に資す
るものと考える。これら
の点を踏まえ、具体的な
対応策を改めて検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

財務局は保険代理店の登
録情報を登録原簿に整備
しているが、当該情報は
行政機関に寄せられた個
人情報､法人情報であり、
監督当局としても必要最
低限の利用にとどめてい
るものである。このた
め、システム・セキュリ
ティー確保の如何にかか
わらず、保険会社等に対
し情報提供する制度を整
備することについては、
プライバシーの保護の観
点より応じることはでき
ない。

5029 5029220
(社)日本損害
保険協会 22

代理店使用人名
簿を含む登録情
報の電子ファイ
ルの閲覧・共有

代理店の登録情報を閲覧
可能とする。また、各財
務局で更新された使用人
名簿を、当該代理店に委
託関係を有する保険会社
が電子的にアクセスでき
る仕組み（自社の代理店
マスターデータとの照合
等のために）を検討いた
だきたい。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300630

保険会社本体に
よる信託業務の
代理又は事務代
行の解禁

保険業法第98
条、保険業法施
行規則第51条、
金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律第7条
の2の2

保険会社は、付随業務と
して他の金融業を行う者
の業務代理等を行うこと
ができることとされてお
り、その具体的内容は保
険業法施行規則第51条に
規定されている。
また、信託代理店につい
ては、兼営法施行規則第7
条の2の2により銀行等の
金融機関が規定されてい
る。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

「信託業のあり方に関す
る中間報告書」（金融審
議会第二部会報告）にお
いて、信託契約の取次ぎ
のみを行う者について
は、その範囲を幅広く認
める方向で検討を行うこ
とが適切とされ、また、
信託業務の委託について
は、委託を受ける者の適
格性を監督当局において
判断できる制度とするこ
とが適切とされたところ
であり、この報告を踏ま
え検討を行う。

・回答においては、金融
審議会第二部会報告を踏
まえ検討を行うとされて
おり、
①より詳細に検討内容を
示してもらいたい。
②上記①を踏まえ、15年
度中に措置を行うととも
に、16年度には速やかに
実施してもらいたい。

ｂ Ⅰ、
Ⅲ

　「信託業のあり方に関
する中間報告書」（金融
審議会第二部会報告）に
おいて、信託契約の取次
ぎのみを行う者について
は、その範囲を幅広く認
める方向で検討を行うこ
とが適切とされ、また、
信託業務の委託について
は、委託を受ける者の適
格性を監督当局において
判断できる制度とするこ
とが適切とされたところ
である。この報告を踏ま
え検討を行っているとこ
ろであり、現時点で詳細
な内容や15年度中に措置
を行うことの可否等を示
すことは困難である。

5033 5033010
(社)生命保険

協会 1

保険会社本体に
よる信託業務の
代理又は事務代
行の解禁

保険会社の付随業務とし
て、既に銀行等で行われ
ている信託業務の代理や
事務の代行を行うことを
認める。

金融庁

z0300640

保険業の代理・
代行を営む保険
会社の子会社に
よる兼営業務の
拡大

保険業法第106
条、保険業法施
行規則第56条の2

「保険業に係る業務の代
理又は事務の代行」を行
う会社は、当該業務と以
下の業務のほか他の業務
を営まない場合に限り、
保険会社の子会社対象会
社とすることとされてい
る。
・保険募集
・保険事故その他の保険
契約に係る事項の調査を
行う業務
・保険募集を行う者の教
育を行う業務
・保険業務の付随業務と
して認められているもの

ｂ Ⅲ

保険会社の子会社等が行
う「保険業に係る業務の
代理又は事務の代行」と
の兼営可能な業務範囲の
拡大については、規制改
革推進３か年計画（再改
定）において「本業との
関連性や本業の遂行にリ
スクや支障を及ぼすおそ
れがないかということを
個々に検証した上で、検
討し、結論を得る。」と
されているところであ
り、保険会社の他業禁止
の趣旨やグループとして
のリスク管理の観点を踏
まえ、本業との関連性・
親近性や本業の遂行にリ
スクや支障を及ぼすおそ
れがないかということを
個々に検証した上で、検
討する。

・回答においては、「本
業との関連性・親近性や
本業の遂行にリスクや支
障を及ぼすおそれがない
かということを個々に検
証した上で、検討する」
とされているが、
①以下の点を踏まえ、更
に前向きに検討を行って
もらいたい。
(ⅰ)子会社による「保険
業に係る代理・代行」に
ついては、保険会社のコ
アとなる固有業務が行わ
れているわけではなく、
極めて限定的な範囲で行
われているものであり、
実質的に保険会社が他の
金融関連業務を兼営する
という状態は生じない。
(ⅱ)従って、保険会社に
及ぼすリスクという観点
から、「保険業に係る代
理・代行」を営む会社と
他の金融関連業務を営む
会社を別個とすることと
兼営とすることとの間
に、実質的に差異はな
い。
(ⅲ)よって、「保険会社
の他業禁止の趣旨」や
「グループとしてのリス
ク管理」の観点から、特
段の問題はないものと考
えられる。
(ⅳ)また、本規制が緩和
されることで、保険会社
が従来より実施してきた
業務のアウトソースや子
会社の統廃合が一層促進
され、経営効率化に資す
るものと考えられる。
②上記①を踏まえ、速や
かに実施に移していただ
くとともに、実施時期に
ついて、その時期となる
理由も含め具体的に示さ
れたい。

ｂ Ⅲ

　保険会社の子会社等が
行う「保険業に係る業務
の代理又は事務の代行」
との兼営可能な業務範囲
の拡大については、「規
制改革推進３か年計画」
（再改定）を踏まえ検討
していくこととしている
ものであり、実施の可否
や実施時期について示す
ことは困難であるが、保
険会社の他業禁止の趣旨
やグループとしてのリス
ク管理の観点を踏まえ、
本業との関連性・親近性
や本業の遂行にリスクや
支障をおよぼす恐れがな
いかということを個々に
検証した上で、検討す
る。

5033 5033020
(社)生命保険

協会 2

保険業の代理・
代行を営む保険
会社の子会社に
よる兼営業務の
拡大

保険会社の保険業に係る
業務の代理・事務の代行
を営む保険会社の子会社
において、他の業務を兼
営することを認める。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300670
保険会社本体に
よる信託業務の
実施

保険業法第97条
～第100条、金融
機関の信託業務
の兼営等に関す
る法律第1条、同
施行令第2条

保険会社の業務範囲は、
保険の引受け等の固有業
務（保険業法第97条）の
ほか、法第98条第1項各号
に掲げる業務その他の付
随業務（第98条）、第99
条に規定する業務及び他
の法律により行う業務と
されている。

ｂ Ⅰ

保険会社本体による信託
業務の実施については、
保険会社の業務との関連
性・親近性の観点や保険
会社に他業が禁止されて
いる趣旨等を踏まえ、検
討することが必要。
なお、「信託業のあり方
に関する中間報告書」
（金融審議会第二部会報
告）において、「信託兼
営金融機関の範囲につい
ては、信託業務との親和
性等を考慮しつつ、見直
しをすべきであるとの意
見があった。これについ
ては、各金融業法におけ
る本業と他業のあり方に
ついての議論の中で、さ
らに検討すべき課題であ
ると考えられる。」とさ
れたところ。

・回答においては、「保
険会社の業務との関連
性・親近性の観点や保険
会社に他業が禁止されて
いる趣旨等を踏まえ、検
討することが必要」とさ
れているが、
①引き続き前向きに検討
を行うとともに、これら
論点に対する検討状況を
示されたい。
②上記①を踏まえ、平成
16年度までに実施される
ことの可否について改め
て検討されたい。

ｂ Ⅰ

　保険会社本体による信
託業務の実施について
は、保険会社の業務との
関連性・親近性の観点や
保険会社に他業が禁止さ
れている趣旨等を踏まえ
検討する必要があり、現
時点で平成16年度までに
実施することの可否につ
いて示すことは困難であ
る。
　なお、「信託業のあり
方に関する中間報告書」
（金融審議会第二部会報
告）において、「信託兼
営金融機関の範囲につい
ては、信託業務との親和
性等を考慮しつつ、見直
しをすべきであるとの意
見があった。これについ
ては、各金融業法におけ
る本業と他業のあり方に
ついての議論の中で、さ
らに検討すべき課題であ

5033 5033080
(社)生命保険

協会 8
保険会社本体に
よる信託業務の
実施

保険会社本体で、保険金
信託以外の信託業務が行
えるよう、保険会社本体
の業務範囲を見直す。

金融庁

z0300650

特別勘定に関す
る現物資産によ
る保険料受入、
移受管、直接投
入

保険業法第97
条、第118条等

保険料受入れ、及び解約
時の引渡しについて、
株、債券等の現物資産に
よって行うことは認めら
れていない。

ｂ Ⅰ

特別勘定において保険料
受入れ及び移受管を現物
資産で行うことについて
は、規制改革推進３か年
計画（再改定）において
「検討する」とされてお
り、保険料の収受や給付
金の支払いを現物資産で
行うことが保険契約者間
の公平性の観点から適当
なのかどうかという観点
や、特別勘定はあくまで
責任準備金の資産運用の
ための特約であるという
性格を踏まえ、特約部分
について現物資産による
直接の受払いを認めた場
合に問題が生じないかと
いう観点に留意しつつ、
その是非を含め引き続き
検討を行っている。
なお、厚生年金基金の代
行返上に際して、保険会
社に特例的に現物資産で
の受払いを認めることと
しており、平成15年6月に
関係規則の整備を行った
ところ。

・回答においては、「そ
の是非を含めて引き続き
検討する」とされている
が、
①要望趣旨を踏まえて更
に前向きに検討を行うと
ともに、提示された論点
に対する検討状況を示さ
れたい。
②上記①を踏まえ、速や
かに実施に移すととも
に、実施時期について、
その時期となる理由も含
め具体的に示されたい。

ｂ Ⅰ

　本要望については、
「規制改革推進３か年計
画」（再改定）に基づき
検討を行っており、昨年
度は法制面の検討も行っ
たところであるが、保険
料の収受や給付金の支払
いを現物資産で行うこと
が保険契約者間の公平性
の観点から適当なのか、
また、特別勘定はあくま
で責任準備金の資産運用
のための特約でありその
部分のみ現物資産による
直接の受払いを認めるこ
とが適当なのか等の課題
があり、その是非を含め
引き続き検討を行うこと
としたものである。した
がって、実施の可否や実
施時期を示すことは困難
であるが、実施の是非を
含め引き続き検討を行
う。

5033 5033060
(社)生命保険

協会 6

特別勘定に関す
る現物資産によ
る保険料受入、
移受管、直接投
入

株、債券等の現物資産に
よる保険料受入、移受
管、及び特別勘定へ保険
料の直接投入を可能とす
べく法令上措置する。

金融庁

z0300680

保険会社本体に
よる他の金融機
関のバックオ
フィス業務の代
理、事務代行

保険業法第98
条、保険業法施
行規則第51条

保険会社は、付随業務と
して他の金融業を行う者
の業務代理等を行うこと
ができることとされてお
り、その具体的内容は保
険業法施行規則第51条に
規定されている。

ｃ ―

保険会社が付随業務とし
て行うことができる他の
金融業を行う者の業務代
理等の内容については、
保険会社の固有業務（保
険の引受及び資産の運
用）との関連性又は親近
性があるものを認めてい
るものであり、保険会社
の固有業務との関連性等
が薄い業務の代理等を認
めることは困難。

・回答によれば、「保険
会社の固有業務との関連
性等が薄い業務の代理等
を認めることは困難」と
されているが、
①以下の点を踏まえ、前
向きに検討頂きたい。
(ⅰ)固有業務との関連性
等については一律に判断
できるものではなく、業
務内容に照らして個別に
判断する必要があると考
えられる。
(ⅱ)固有業務との関連性
等のみならず、要望理由
にもあるとおり、経営効
率化を図るためのグルー
プ内での経営資源及びエ
クセス・キャパシティー
の共有化やグループを超
えた他の保険会社・金融
機関との業務の共同化等
の観点を判断基準とする
ことがより重要となって
きている。
②上記①を踏まえ、実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ―

　「固有業務との関連性
等については業務内容に
照らして個別に判断する
必要がある」とあるが、
本要望については固有業
務との関連性等が明らか
でなく、また、固有業務
との関連性等が薄い業務
代理等を認めることは適
当ではなく、措置困難。

5033 5033100
(社)生命保険

協会 10

保険会社本体に
よる他の金融機
関のバックオ
フィス業務の代
理、事務代行

・次の業務について、付
随業務としての認可の要
否を法令上明確化する。
(1) 他の金融機関の資産
運用受託関連（記録・会
計処理業務、資産の保
管・異動、ｼｽﾃﾑ開発及び
運用管理、各種報告書の
作成、調査企画、全社的
な資金管理業務）(2) 他
の金融機関のバック・オ
フィス業務受託関連（他
の金融機関の情報処理業
務の受託）
・その際、保険会社に求
められるセキュリティ規
範、情報隔離方法、ファ
イア・ウォール規制等を
法令上又は監督・検査行
政上具体的に明示する。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300700
保険会社本体に
よる私募債の引
受業務の解禁

保険業法第98条
第1項第5号、証
券取引法第65条

現行法上、保険会社に
は、私募債の引受業務は
認められていない。

ｃ ―

保険会社を含む金融機関
は、金融機関が証券業を
併営することによる利益
相反の防止、金融機関の
企業に対する過度の影響
力の防止、金融機関の経
営の健全性の確保等の観
点から、私募債の引受等
の証券業を行うことが禁
止されているところであ
り、保険会社による私募
債の引受業務を認めるこ
とは困難。

・回答においては、「保
険会社による私募債の引
受業務を認めることは困
難」とあるが、回答にあ
る各論点に沿って、措置
困難とする理由をより具
体的かつ明確に示しても
らいたい。

ｃ ―

保険会社などの金融機関
による私募債の引受業務
については、引受けに伴
い発生するリスクが金融
機関の経営の健全性に及
ぼす影響や融資業務を行
う金融機関が引受業務を
行うことにより生じる利
益相反等に鑑み禁止され
ているところであり、同
様の理由から、今後も保
険会社による私募債の引
受業務を認めることは困
難。

5033 5033120
(社)生命保険

協会 12
保険会社本体に
よる私募債の引
受業務の解禁

・ 保険会社本体で、私募
債の引受業務を行えるよ
うにしていただきたい。

金融庁

z0300710
保険会社による
保険金信託業務
の実質的解禁

保険業法99条、
行政手続法第5
条・第6条

生命保険会社は、保険金
信託業務を行うことがで
きることとなっている。
また､保険金信託業務を行
おうとする場合は、その
方法を定めて、内閣総理
大臣の認可を受けなけれ
ばならない。なお、審査
基準は定められていな
い。

ｄ -
保険金信託業務は、保険
業法上、既に解禁されて
いる。

・回答にあるように、
「保険金信託業務は、保
険業法上、既に解禁され
ている」ものの、要望趣
旨は、その認可の申請に
あたって必要となる、審
査基準および標準処理期
間を定め、公表すること
を求めているものであ
り、具体的内容を検討の
上、早急に示してもらい
たい。

ｃ ー

保険金信託業務の認可申
請については、これまで
審査実績がなく、具体的
な審査基準及び標準処理
期間を直ちに公表するこ
とは困難である。保険金
信託業務を認可するとし
た場合、保険契約者保護
の観点から、併せて整備
する必要があるものがあ
るかを慎重に検討する。

5033 5033130
(社)生命保険

協会 13
保険会社による
保険金信託業務
の実質的解禁

保険業法第99条第7項に定
める認可の申請にかかる
審査基準および標準処理
期間を定めるとともにこ
れを適当な方法により公
にすること。

金融庁

z0300690

保険会社本体に
よる個人向け投
資アドバイス業
務の解禁

保険業法第98条

保険会社は、保険の引受
け等の固有業務（保険業
法第97条）のほか、当該
業務に付随する、法第98
条第1項各号に掲げる業務
その他の業務を行うこと
ができる。

ｄ －

保険会社の「その他付随
業務」の取扱いについて
は、平成14年4月4日付け
で事務ガイドラインの改
正を行い、『当該業務
が、法第98条第1項の「当
該業務に付随する次に掲
げる業務その他の業務」
の範疇にあるかどうかの
判断にあたっては、法第
100条において他業が禁止
されていることに十分留
意し、
①当該業務が、法第97条
及び第98条第1項各号に掲
げる業務に準ずるか
②当該業務の規模が、そ
の業務が付随する固有業
務の規模に対して過大な
ものとなっていないか
③当該業務について、保
険業との機能的な親近性
やリスクの同質性が認め
られるか
④保険会社が固有業務を
遂行する中で正当に生じ
た余剰能力の活用に資す
るか
という観点を考慮した取
扱いとなっているか』と
の判断基準を提示したと
ころであり、個々の業務
に即して判断することと
している。

・回答においては、
「個々の業務に即して判
断することとしている」
とあるが、さらに前向き
に検討を行い、「個人向
け投資アドバイス業務」
について、回答において
示された論点に対する検
討状況、検討・実施のス
ケジュールを具体的に示
してもらいたい。

ｄ －

　保険会社の「その他付
随業務」の取扱いについ
ては、「事務ガイドライ
ン」により保険業に付随
する業務の判断基準を示
しており（平成14年4月4
日改正）、個人向け投資
アドバイス業務について
も、行おうとする業務の
内容に照らして個々に判
断することとしている。
　なお、本項目について
は、「規制改革推進３か
年計画」（再改定）にお
いて措置済とされてい
る。

5033 5033110
(社)生命保険

協会 11

保険会社本体に
よる個人向け投
資アドバイス業
務の解禁

・本体での付随業務範囲
として業務が行えるよう
業法上、生命保険会社本
体の業務範囲を見直す

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300730

 保険会社の子会
社による不動産
賃貸業務の業務
範囲明確化

保険業法第106
条、第271条の
22、保険業法施
行規則第56条の
2、第210条の7

保険会社及び保険持株会
社は、「自らを子会社と
する保険会社のために投
資を行う業務」を営む会
社を子会社とすることが
できる。

ｃ ー

保険会社の子会社が、自
らを子会社とする保険会
社のために行う投資業務
の一環として、広く一般
的に不動産賃貸業務を行
うことは、保険会社のリ
スク管理上の観点や他業
禁止の観点から適切では
なく、認められない。

・回答においては、「保
険会社のリスク管理上の
観点や他業禁止の観点か
ら適切ではなく、認めら
れない」とあるが、
①不動産賃貸業務につい
ては、保険会社本体にお
いて既に認められている
ものであり、保険会社グ
ループとして回答に提示
された論点には該当しな
いものと考えられること
から、更に前向きな検討
を行ってもらいたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ ー

　保険会社本体が行って
いる不動産賃貸業務は、
資産の運用のため自らが
所有している不動産の賃
貸を行っているものであ
る。また、保険会社は、
従属業務子会社として、
当該保険会社その他の事
業者の所有する不動産
（他の事業者から取得し
た不動産を含む）の賃貸
を行う会社を子会社とす
ることがすでに認められ
ている。
　さらに、こうした範囲
を超え、保険会社の子会
社が、広く一般的に不動
産賃貸業務を行うこと
は、保険会社のリスク管
理上の観点や他業禁止の
趣旨から適切ではなく、
認められない。

5033 5033160
(社)生命保険

協会 16

 保険会社の子会
社による不動産
賃貸業務の業務
範囲明確化

保険会社及び保険持株会
社の「自らを子会社とす
る保険会社のために行う
資産運用業務」を行う子
会社が不動産賃貸業務を
行い得ることを明確化す
る。

金融庁

z0300720
子会社化に伴う
合算株式保有規
則の例外の拡大

保険業法第107
条、保険業法施
行規則第58条の4

保険会社が他の会社を子
会社化した場合の合算株
式保有規制の例外は、銀
行、保険会社等を子会社
化した場合に限られてい
る。

ｃ 　－

合算株式保有規制の例外
は、保険会社が多様な金
融業務を展開することを
目指してその組織形態を
変更する場合に特に認め
られたものであり、例外
の範囲を金融業務を営ま
ない会社にまで拡大する
ことは不適当。

・回答においては、「保
険会社が多様な金融業務
を展開することを目指し
てその組織形態を変更す
る場合に特に認められた
もの」であることを理由
として、拡大は不適当で
あるとされているが、
①次のような観点を踏ま
え、更なる検討を行って
もらいたい。
(ⅰ)保険会社が多様な金
融業務を展開するに際し
て、銀行・保険・証券と
いったいわゆる伝統的な
金融業務のみならず、金
融関連業務に含まれる多
様な会社（リース・カー
ド等）を含めた組織展開
を視野に置く必要が生じ
ていると考えられるので
はないか。
(ⅱ)また、その際に、従
属業務子会社について
も、グループ全体の効率
的な業務運営の観点か
ら、機動的な再編に支障
を来す事態も想定される
のではないか。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ 　－

　合算株式保有規制の例
外はあくまで例外であ
り、本来的には早急に合
算株式保有規制の制限内
とする必要があるとこ
ろ、銀行、保険会社等を
子会社化した場合につい
てはその業務の特性等を
踏まえ一定の猶予期間が
認められているものであ
り、他の一般事業会社を
子会社化した場合にまで
例外を拡大することは不
適当。

5033 5033140
(社)生命保険

協会 14
子会社化に伴う
合算株式保有規
則の例外の拡大

保険会社が、従属業務・
金融関連業務を営む会社
を子会社とした場合も、
合算株式保有規制の例外
を認める。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300740

登録等証券業務
の本部担当職員
の専任制の廃止
または緩和

金融庁事務ガイ
ドライン(証券会
社等関係)」
5―2(2)

・「国債証券等のディー
リング業務全般(受注、売
買及び受渡し)を営む金融
機関の営業所等にあって
は、当該業務に係る組
織、業務分掌及び職務権
限は、投資目的(特定取引
勘定を設けている金融機
関については特定取引勘
定以外の勘定で行う場
合。以下同じ。)の売買業
務等及び融資業務から明
確に分離、独立し、か
つ、担当職員は投資目的
の売買業務等及び融資業
務と兼任していないこ
と」とされている。

c -

証券取引法第65条等の規
定は、銀行等の金融機関
の業務と証券業務の兼営
による利益相反や、企業
に対して過度の影響力を
有することの防止等の観
点から設けられているも
のである。
　銀行等の金融機関から
の登録申請に係る留意事
項を定めた事務ガイドラ
イン５－２（２）は、銀
行等の金融機関が法第65
条の２に基づき証券業務
の登録を行う場合の登録
拒否要件のひとつである
法第28条の４第10号「第
65条の２第1項の登録に係
る業務を適格に遂行する
に足りる人的構成を有し
ないもの」の具体的な基
準として国債証券等の
ディーリング業務担当職
員が投資目的の売買業務
等及び融資業務を兼任す
ることを禁止しているも
のであり、銀行等の金融
機関の業務と証券業務の
兼営による利益相反の防
止等の観点から廃止もし
くは緩和の措置は困難で
ある。

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

　なお、当該ガ
イドラインは国
債証券等の
ディーリング業
務と投資目的の
国債証券等の売
買及び融資業務
との間の職員の
兼任を禁止して
いるものであ
り、その他の業
務等との間の職
員の兼任は禁止
されていない。
※「金融機関」
とは金融機関の
証券業務に関す
る内閣府令第2条
第1項に定められ
た「金融機関」
をいう。

・回答においては、「兼
営による利益相反の防止
等の観点」を措置困難の
理由とされているが、
①保険会社においては総
じて公共債ディーリング
の取扱い実績も少なく、
兼営による影響は軽微で
あると考えられる点を考
慮し、更なる検討を行っ
てもらいたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

c -

国債証券等のディーリン
グ業務と、投資目的の売
買業務等及び融資業務と
の兼務を認めていないの
は、金融機関の業務と証
券業務の兼営による利益
相反や、企業に対して過
度の影響力を有すること
を防止する観点からであ
り、「公共債ディーリン
グの取扱実績も少な」い
という理由で不公正な取
引が発生し得るような措
置を講ずることはできな
い。
よって、事務ガイドライ
ン５－２（２）の廃止も
しくは緩和の措置を取る
ことは困難である。
なお、当該ガイドライン
は、国債証券等のディー
リング業務と投資目的の
売買業務等及び融資業務
との兼務を禁止している
ものであり、その他の業
務等との間の職員の兼任
は禁止されていない。

5033 5033180
(社)生命保険

協会 18

登録等証券業務
の本部担当職員
の専任制の廃止
または緩和

公共債ディーリング業務
に係る本部担当職員の専
任制の廃止または緩和を
することで、他の業務と
の兼任を認める。

金融庁

z0300750
投資信託の広告
宣伝に関する規
制の見直し

証券取引法第13
条、第15条
（日本証券業協
会「広告に関す
る指針」）

投資信託の販売にあたっ
ては、その売り付けまで
に法定目論見書を交付し
なければならないが、法
定目論見書（有価証券届
出書に記載すべき事項）
の内容と異なる内容を記
載した目論見書を使用
し、又は表示をしてはな
らないとされている。
「異なる内容」の判断に
ついては、一般的に当該
文書又は表示の全体を総
合的に評価し、矛盾、虚
偽、欠缺がある場合とさ
れている。

ｂ

※そ
の他
欄の
とお
り

投資信託の販売に当たっ
て販売用資料を利用する
場合に、法定目論見書を
同時若しくは事前に交付
し、又は要約目論見書の
記載内容をすべて表示す
ることを実質的な条件と
するとの規制は、日本証
券業協会の自主ルール
「広告に関する指針」に
おいて定められているも
のである。
なお、平成14年12月16日
の金融審議会第一部会報
告「証券市場の改革促
進」において「「広告の
あり方」については、法
制度上の現行の規制のあ
り方を検証しつつ、法定
目論見書、広告等を含め
た「勧誘文書全体のあり
方」として、今後、検討
すべき課題である」とさ
れており、金融審議会に
おいて平成15年度中に検
討を行う予定。

※「措置の内
容」について
は、現時点では
未定。

・回答において、広告の
あり方については、「金
融審議会において平成15
年度中に検討を行う予
定」とされているが、
①過去の実績等を事実に
基づく表記である点を明
確にする等、誤解を招く
ことのないような形で提
供することを前提とし
て、更に検討を行って頂
きたい。
②上記①を踏まえ、平成
16年度までに実施される
ことの可否について改め
て検討されたい。

ｂ

※
「措
置の
内
容」
につ
いて
は、
現時
点で
は未
定。

平成14年12月16日の金融
審議会第一部会報告「証
券市場の改革促進」にお
いて「「広告のあり方」
については、法制度上の
現行の規制のあり方を検
証しつつ、法定目論見
書、広告等を含めた「勧
誘文書全体のあり方」と
して、今後、検討すべき
課題である」とされてお
り、法定目論見書の同時
交付等を条件とせずに過
去の運用実績や評価会社
の評価を広告宣伝に利用
すること等を含め、金融
審議会において平成15年
度中に検討し、結論を得
る予定。

5033 5033190
(社)生命保険

協会 19
投資信託の広告
宣伝に関する規
制の見直し

法定目論見書の交付等を
条件とせずに過去の運用
実績や評価会社の評価を
広告宣伝に利用可能とす
る。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300760
保険商品の審査
の見直し

保険業法第123条
～第125条同施行
規則第83条、第
246条事務ガイド
ライン1-10-10

認可申請に係る標準処理
期間は９０日、届出に係
る効力開始は９０日と
なっている。また、定型
化された簡易なものや他
社の既存の保険商品と実
質的に同等の内容を有す
る認可・届出は､原則とし
て６０日以内に審査を終
えるものとしている。

ｃ -

他社追随案件等の審査期
間を６０日に短縮し、措
置済みである。審査期間
の上限をさらに短縮する
ことは困難である。な
お、個々の申請の内容に
応じて実質的な審査期間
の短縮に努めている。

・回答においては、「審
査期間の上限をさらに短
縮することは困難であ
る」とされているが、規
制改革推進３か年計画
（再改定）にも「保険商
品の審査期間の一層の短
縮について、引き続き努
力する。」とされてお
り、
①次の点を踏まえ、更な
る検討を行ってもらいた
い。
(ⅰ)消費者の多様化する
ニーズに迅速に応えると
ともに商品・サービスに
係る消費者の選択の幅を
広げることが可能とな
る。
(ⅱ)審査期間の上限短縮
（他社追随案件等以外も
60日とすること）が困難
であるとする根拠が示さ
れておらず、この点を明
らかにしつつ前向きに対
応策を検討することが必
要である。
(ⅲ)検討にあたっては、
法令上の措置を前提とす
ることが必要である。
②上記①を踏まえ、速や
かに実施に移すととも
に、実施時期について、
その時期となる理由も含
め、具体的に示された
い。

Ｃ －

現在、他社追随案件とそ
れ以外のものとは自ずか
ら審査に要する日数が異
なる等の考え方の下、法
令等においてそれぞれの
処理期間を定めており、
実際には、審査事務を効
率化することにより個別
の処理期間を短縮するこ
とに努めているところで
ある。しかしながら、ダ
ンボール数箱分（数千
ページ）に及ぶ申請で
あっても同じ処理期間内
で処理せざるをえない現
状では、申請の内容や分
量が大きく異なる多数の
申請について、一律に法
令上の期間を短縮し所要
の審査を省略して処理す
ることは物理的に不可能
であり、また契約者保護
の観点から重大な問題が
生ずるおそれがあるの
で、法令上の措置を行う
ことは適当ではない。

5033 5033200
(社)生命保険

協会 20 保険商品の審査
の見直し

規制改革推進３か年計画
（改定）には、保険商品
の審査期間の一層の短縮
について、引き続き努力
することが明記されてい
る。金融庁においては、
契約者保護の観点から原
則として認可制を維持し
つつ、審査体制の充実等
を図り、現行90日間の認
可に係る標準処理期間及
び届出に係る審査期間に
つき、それぞれ全商品を
対象に60日へ短縮するよ
う法令上措置を行う。

金融庁

z0300770
訂正発行登録書
の提出について

証券取引法第23
条の4、企業内容
等の開示に関す
る内閣府令第14
条の5第1項及び
第2項、企業内容
等の開示に関す
る留意事項23の
4-1及び23の4-2

国内社債を発行登録に基
づき発行する場合、発行
の都度、発行登録追補書
類を作成する必要があ
る。また、有価証券報告
書、半期報告書、臨時報
告書の提出後、訂正発行
登録書の提出が義務付け
られているが、この訂正
発行登録書提出後は、提
出事由に応じ一定の発行
登録停止期間が生じる。

ｃ -

訂正発行登録書は、①参
照書類と同種の書類が新
たに提出された場合、②
発行予定総額の減額、③
主たる引受証券会社の異
動、④発行登録の効力発
生予定日の変更又は⑤発
行登録者が必要であると
認めた場合に提出するこ
ととされている。
発行登録制度において
は、証券情報のみを記載
した発行登録追補書類を
提出すれば、直ちに有価
証券を取得させ、又は売
り付けることが可能とな
るため、投資者はあらか
じめ発行登録書によって
企業情報等を把握してお
く必要があることから、
上記の事由のような投資
者の投資判断に影響を及
ぼすと考えられる事項に
変更があった場合には、
訂正発行登録書によりそ
の情報を開示する必要が
あると考えられる。

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

なお、実務に配
慮し、平成14年
12月16日の金融
審議会第一部会
報告「証券市場
の改革促進」を
踏まえて、電子
開示システム
（ＥＤＩＮＥ
Ｔ）により提出
される訂正発行
登録書に係る発
行登録の効力停
止期間の短縮
（有価証券報告
書の場合、４日
を２日に短縮）
を行ない（平成
15年3月改正）、
機動的な発行を
可能とした。

回答では投資者の投資判
断に影響を及ぼすと考え
られる事項に変更があっ
た場合には、訂正発行登
録書によりその情報を開
示する必要があることを
根拠に対応不可とされて
いるが、
①要望内容は、「参照書
類の追加を理由とする訂
正発行登録書の提出を不
要とする（具体的には、
発行登録書の参照書類の
列記を不要とする）」こ
との実現を求めているも
のであり、この点につい
ての具体的な対応策を改
めて検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ -

投資者が投資判断を行な
う際には、あらかじめ最
新の企業情報等を把握し
ておく必要がある。よっ
て、最新の参照書類が提
出された場合、参照書類
が提出された旨を記載し
た訂正発行登録書を提出
することによりその旨を
投資者に情報提供するこ
とは必要不可欠である。

5034 5034240
(社)リース事

業協会 24 訂正発行登録書
の提出について

・参照書類の追加を理由
とする訂正発行登録書の
提出を不要とすること
（発行登録書の参照書類
の列記を不要とす
る。）。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300780

金融機関系リー
ス会社の業務範
囲規制等につい
て

銀行法
銀行法第16条の
２第７項等の規
定に基づき、従
属業務を営む会
社が主として銀
行若しくは銀行
持株会社又はそ
れらの子会社の
ために従属業務
を営んでいるか
どうかの基準を
定める件（金融
庁告示第34号）

銀行等の従属業務を営む
会社は、当該銀行及びそ
の子会社からの収入の額
が総収入額の50%以上であ
り、かつ各事業年度にお
いてそれぞれの従属業務
につき、当該銀行からの
収入があることとされて
いる。

c 　

従属業務を営む子会社に
ついては、当該子会社が
金融関連業務を営む場合
であっても、銀行等から
の収入依存度規制等を定
めることにより、銀行の
グループ会社として実質
的な結びつきを確保して
いるところであり、収入
依存度規制等そのものを
撤廃することについて
は、結果として銀行等が
一般事業会社を子会社と
していることと変わらな
い状態となるため、当該
規制を撤廃することは措
置困難。

回答では当該規制を撤廃
することは困難とされて
いるが、
①要望主旨を踏まえてさ
らに前向きに対応策を検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ -

収入依存度規制等は、銀
行にとって他業である従
属業務であっても当該銀
行やその子会社のために
行っている業務であるこ
とを示すことにより、銀
行のグループ会社として
実質的な結びつきを確保
しているもの。したがっ
て、収入依存度規制等を
撤廃することは、銀行経
営の健全性確保の観点か
ら制限を課している他業
禁止規定や子会社範囲の
制限の趣旨に反し、結果
として銀行等が一般事業
会社を子会社とすること
に繋がるため、当該規制
を撤廃することは措置困
難。

5034 5034270
(社)リース事

業協会 27

金融機関系リー
ス会社の業務範
囲規制等につい
て

・従属業務を営む子会社
の収入割合の撤廃及び当
該銀行からの収入条項の
撤廃

金融庁

z0300800
決算短信添付資
料の簡素化

東証・適時開示
規則第２条
（３）
東証・会社情報
適時開示ガイド
ブック第３章
等

東証が作成している会社
情報適時開示ガイドブッ
クにおいて、「決算短
信」は①連結経営成績、
②連結財政状態、③連結
キャッシュ・フローの状
況、④連結業績予想等を
ハイライト情報として一
枚紙に記載し、「添付資
料」は①企業集団の状
況、②経営方針並びに経
営成績及び財政状態、③
連結財務諸表等、④生
産・受注及び販売の状
況、⑤個別財務諸表の概
要、⑥その他の決算内容
説明資料を必要としてい
る。

e ―

決算短信添付資料につい
ては、当庁の法令等で定
めているものではなく、
報道機関や投資家の要請
をベースに各証券取引所
が独自のルール化してい
るものであり、そのルー
ルの見直しについては、
各証券取引所が報道機関
等を含めた関係者と協議
して決定すべきものであ
る。

－ 5034 5034550
(社)リース事

業協会 55 決算短信添付資
料の簡素化

・決算短信に添付する資
料の大幅な簡素化を図る
こと。具体的には、①連
結貸借対照表、②連結損
益計算書、③連結キャッ
シュフロー計算書、④セ
グメント情報、⑤個別貸
借対照表、⑥個別損益計
算書の6種類とする。

金融庁

z0300790
銀行系リース会
社に係る規制撤
廃

 保険業法第２７
５条、２９５
条、銀行法第１
６条の２、銀行
法施行規則第１
７条の３、保険
業法施行規則第
２１１条～第２
１１条の３

損害保険代理店及び保険
仲立人が､自己又は自己を
雇用している者を保険契
約者又は被保険者とする
保険契約（自己契約）を
主な目的として保険募集
することは禁止されてい
る。
また、銀行子会社が販売
できる保険商品の範囲
は、銀行等と同じとされ
ている。なお、銀行等に
よる保険商品の窓口販売
については､平成13年4月
より、住宅ローン関連の
信用生命保険、長期火災
保険及び債務返済支援保
険並びに海外旅行傷害保
険を対象商品として開始
し、平成14年10月には、
個人年金保険､財形保険､
年金払積立傷害保険､財形
傷害保険を対象商品に追
加するとともに、住宅
ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会
社限定を撤廃した。

c -

自己契約に対して募集手
数料を支払うことについ
ては､実質的な保険料の割
引や割戻し等保険契約者
に対して特別の利益を提
供する恐れがあり、不公
平な競争手段による保険
募集等の結果、保険契約
者の利益を害することか
ら、当該規制を撤廃する
ことは困難である。
なお、銀行等による保険
商品の販売の対象商品の
更なる拡大については、
規制改革推進3か年計画
（再改定）において、｢引
き続き検討を行い､平成15
年度中に結論を得、所要
の措置を講ずる。」とさ
れているところであり、
平成14年10月以降の実施
状況を見ながら、引き続
き検討を行う。

回答では、自己契約に関
して保険契約者の利益保
護を根拠に対応不可とさ
れているが、
①要望内容は、「銀行系
リース会社が自社のリー
ス物件にかかる動産総合
保険についての保険を代
理店として取り扱うこ
と」ことの実現を求めて
いるものであり、この点
についての具体的な対応
策を改めて検討され、示
されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

Ｃ －

　自己に募集手数料を支
払うことは、実質的な割
引行為にあたるため、保
険契約者間の公平性の観
点から規制されている
（自己契約ルール）。銀
行系リース会社が自社の
リース物件にかかる動産
総合保険についての保険
を代理店として取り扱う
ことは、まさに自己契約
にあたる。この規制を銀
行系リース会社について
のみ撤廃すること等は困
難である。　なお、銀行
子会社が販売できる保険
商品の範囲は、保険契約
者保護の観点から銀行等
と同様と定められている
が、銀行等による保険商
品の販売の対象商品の更
なる拡大については、規
制改革推進3か年計画（再
改定）に基づき検討して
いるものであり、具体的
な対応策や実施時期を示
すことは困難であるが、
平成14年10月以降の実施
状況をみながら、引き続
き検討を行っているとこ
ろである。

5034 5034310
(社)リース事

業協会 31

損害保険・生命
保険に係る諸規
制改革 （４）銀
行系リース会社
に係る規制撤廃

・保険業法第295条、保険
業法施行規則第211条～第
211条の3により、銀行系
リース会社は自社のリー
ス物件にかかる動産総合
保険についての保険を代
理店として取り扱うこと
ができない。・保険業法
第295条を削除し、保険業
法施行規則第211条～第
211条の3に「リース・延
払物件に係る動産総合保
険」、「団体信用生命保
険（現在住宅関連に限定
されている）」、「定期
保険」、「終身保険」、
「養老保険」、「自動車
保険」を追加すること。

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300810

投資一任業務を
行う信託銀行
が、委託者指図
型投資信託およ
び投資法人から
委託される資産
の運用につき、
制限を設けない
こと

投資信託及び投
資法人に関する
法律施行令第２
条

信託銀行は、主として有
価証券に対する投資とし
て運用する場合を除き、
委託を受けることができ
る。

ｂ Ⅱ

今国会において成立した
証券取引法等の一部を改
正する法律（平成１６年
４月施行）により、信託
銀行が投資一任業務を営
むことを可能とするため
の所要の措置を講じたと
ころである。現在、運用
の外部委託先として、認
可投資顧問業者、信託銀
行等が投信法施行令にお
いて規定されているもの
の、信託銀行が外部委託
を受ける場合には「主と
して有価証券に対する投
資として運用する場合を
除く」とされている同施
行令の取り扱いを踏まえ
つつ、信託業務を兼営す
る認可投資顧問業者が運
用の外部委託先として適
当か否か、今年度中に検
討を行う。

回答では平成１６年度ま
での実施は困難とされて
いる（実施時期が明示さ
れていない）が、
①実施時期が明示されて
いない理由について具体
的に示されたい。
②運用機関間の競争促進
の観点を踏まえて、平成
１６年度までに実施され
ることの可否について改
めて検討されたい。

ｂ Ⅱ

　今国会において成立し
た証券取引法等の一部を
改正する法律（平成16年
４月施行）により、信託
銀行が投資一任業務を営
むことを可能とするため
の所要の措置を講じたと
ころである。現在、運用
の外部委託先として、認
可投資顧問業者、信託銀
行等が投信法施行令にお
いて規定されており、信
託銀行が外部委託を受け
る場合には「主として有
価証券に対する投資とし
て運用する場合を除く」
とされているところであ
る。
　投資一任業の認可を受
けた信託銀行は、認可投
資顧問業者ではあるもの
の、「主として有価証券
に対する投資として運用
する場合」の外部委託先
として認めた場合には、
例えば当該信託銀行の子
会社投資信託委託業者か
らの再委託を受けること
により、投信法第5条の
2、第49条の3の趣旨に反
するおそれがあること等
から、投資一任業務を行
う信託銀行が運用の外部
委託先として適当か否
か、検討を行う必要があ
る（今年度中）。

5035 5035010 (社)信託協会 1

投資一任業務を
行う信託銀行
が、委託者指図
型投資信託およ
び投資法人から
委託される資産
の運用につき、
制限を設けない
こと

・投資信託及び投資法人
に関する法律施行令第2条
第2号においては、委託者
指図型投資信託及び投資
法人の運用に係る外部委
託を信託会社等が受ける
場合に、「主として有価
証券に対する投資として
運用する場合」は除外さ
れており、株式等の運用
を主体とする委託者指図
型投資信託及び投資法人
からの運用の委託を受け
ることが不可能となって
いる。
・平成16年4月施行予定の
改正投資顧問業法におい
て、信託銀行への投資一
任業務が解禁されるが、
信託銀行が投資一任業務
の認可を受けた場合に
は、同施行令第2条第3号
の「認可投資顧問業者」
として上記外部委託が当
然受けられるとすべきで
あるが、現在、法令上の
手当が行われるのか不明
である。
・投資一任業務を行う信
託銀行が、特段の制約な
く委託者指図型投資信託
及び投資法人から運用の
委託を受けられるよう、
法令上の手当を行うこ
と。

金融庁

z0300820

投信法における
委託者非指図型
投資信託の運用
規制の撤廃

投資信託及び投
資法人に関する
法律第４９条の
３

信託銀行が委託者非指図
型投資信託の信託財産を
主として有価証券に対す
る投資として運用するこ
とを目的とする投資信託
契約を締結することを禁
止している。

Ｃ -

証券投資信託は、「主と
して有価証券」への投資
を目的とするものであ
り、有価証券の発行によ
り広く一般投資者から資
金を集めることが可能で
ある。投資者保護の観点
から、この運用業務を担
当する投資信託委託業者
の適格性確保のため、投
信法において当該委託業
者について認可制、専業
義務、金銭等の預託禁止
等の行為規制を課してい
る。
このような規制に服して
いない信託銀行に、投信
法に基づく「主として有
価証券」に対する投資の
運用を行わせることは適
当ではない。

回答では、信託銀行に投
信法に基づく「主として
有価証券」に対する投資
の運用を行わせることは
困難とされているが、
①要望主旨を踏まえてさ
らに前向きに対応策を検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ -

　平成12年の投信法改正
により、投資信託の運用
対象が「主として有価証
券」から不動産を含む幅
広い資産に広げられたこ
とから、既存の投資信託
委託業者に加え、これら
の投資対象資産につい
て、信託業務を通じて幅
広い資産に関する運用の
知識・経験を有する信託
銀行に対し、資産運用の
担い手として参入する途
を開くことを目的に、信
託銀行が運用、管理を行
う委託者非指図型投資信
託の仕組み（投資者と信
託銀行からなる二者構成
のスキーム）が法定され
たところ。
　しかしながら、投資信
託のうち、「主として有
価証券」に対する投資に
ついてみると、信託銀行
は、証券投資信託との関
連が低い業務を幅広く
行っており、投信法が広
く投資者から有価証券に
より資金を集めて行う証
券投資に係る運用の指図
について専業義務により
確保された職務専念を投
資信託委託業者に求めて
いることや証券投資信託
が委託者と受託者の抑制
機能により投資者保護を
図ってきたことに照らせ
ば、信託銀行に投信法に
基づく「主として有価証
券」に対する投資の運用
指図を担わせることは適
当ではない。

5035 5035020 (社)信託協会 2

投信法における
委託者非指図型
投資信託の運用
規制の撤廃

・現行の投資信託及び投
資法人に関する法律第49
条の3において、信託会社
等は委託者非指図型投資
信託の信託財産を主とし
て有価証券に運用するこ
とが禁止されている。
・委託者非指図型投資信
託において、信託銀行等
が信託財産を主として有
価証券に運用する投資信
託契約の締結を禁止する
規制を撤廃すること。

金融庁

03)金融庁.xls    45/51ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300830

電磁的方法（イ
ンターネット）
による信託業務
に係る公告につ
き、「株券不発
行制度及び電子
公告制度の導入
に関する要綱中
間試案」におけ
る「証明機関」
を利用して行え
るようにするこ
と

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律
貸付信託法
商法

定型的信託約款の変更や
貸付信託の契約締結等の
公告については、兼営法
施行規則第１０条及び貸
付信託法第６条において
日刊新聞紙によらなけれ
ばならないと規定されて
いる。

b Ｉ

信託業務に係る公告の電
磁的方法の利用について
は、規制改革推進３カ年
計画（再改定）において
「利用を可能にするため
の検討を行い、結論を得
る。」とされているとこ
ろであり、電子公告制度
の導入に係る法務省での
検討状況等を踏まえ、定
型的信託約款等の変更公
告の電磁的方法の利用の
可能性について、引き続
き検討を行う。

平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

ｂ Ｉ

定型的信託約款等の変更
の公告の方法として電磁
的方法を導入することに
ついては、法務省におけ
る電子公告制度の導入に
係る検討状況等を踏まえ
つつ検討を行うこととし
ており、現時点で検討終
了時期を示すことは困難
である。

5035 5035040 (社)信託協会 4

電磁的方法（イ
ンターネット）
による信託業務
に係る公告につ
き、「株券不発
行制度及び電子
公告制度の導入
に関する要綱中
間試案」におけ
る「証明機関」
を利用して行え
るようにするこ
と

・信託業務に係る公告を
電磁的方法（インター
ネット）を用いて行うこ
とが可能となった場合
に、「株券不発行制度及
び電子公告制度の導入に
関する要綱中間試案」に
おける「証明機関」を利
用できるようにするこ
と。

金融庁
法務省

z0300840

更なる信託ス
キームの活用に
資する商事（営
業）信託関連法
制の見直しを行
うこと

信託法
信託業法
金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律

信託に関する基本的な法
律には「信託法」と「信
託業法」が存在するが、
「信託業法」が信託会社
を受託者とする営業信託
に関する特則を定めてい
るのに対し、「信託法」
は広く信託に関連する事
項を定めた一般信託の準
拠法となっている。

ｂ Ｉ

法務省において、要望事
項についての検討を含む
信託法の抜本的な見直し
について、平成１７年中
を目途に所要の法律案を
提出すべく検討に着手し
たところと承知してお
り、その検討状況を踏ま
えつつ、信託業法等の見
直しについて検討。

平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

ｂ Ｉ

要望事項についての検討
を含む信託法の抜本的な
見直しについては、法務
省において平成１７年中
を目途に所要の法律案を
提出すべく検討に着手し
たところと承知してお
り、その検討状況を踏ま
え、信託業法等の見直し
について検討を行う。

5035 5035100 (社)信託協会 10

更なる信託ス
キームの活用に
資する商事（営
業）信託関連法
制の見直しを行
うこと

商事（営業）信託関連法
制において、例えば以下
の点を緩和するよう、見
直しを行うこと。
・自己執行義務（信託法
26条）の緩和
・一定の要件を充たす場
合の忠実義務（信託法22
条）の緩和
・受益者多数の場合の受
益者による承認及び受益
者の権利行使等のルール
の明確化
・信託の併合・分割に関
する規定の整備
・受託者の第三者に対す
る有限責任の明確化

金融庁
法務省

z0300850

出張所（臨時若
しくは巡回型の
施設又は無人の
設備を除く）の
休日に係る規制
の緩和、および
営業時間に係る
規制の撤廃

銀行法

銀行の休日及び営業時間
については、銀行法第１
５条、銀行法施行令第５
条及び銀行法施行規則第
１６条において規定され
ている。

ｂ

出張
所の
休日
に係
る規
制の
緩和
につ
いて
はII

営業
時間
に係
る規
制の
撤廃
につ
いて
はIII

金融機関における休日や
店舗の営業時間について
は、規制改革推進３カ年
計画（再改定）において
「店舗の営業時間規制を
撤廃することについて検
討し、結論を得る。」、
「法定休日以外の日を休
日とすることについて規
制を緩和することについ
て検討し、結論を得
る。」とされているとこ
ろであり、決済システム
の安定性確保等に留意し
つつ、設置場所の特殊事
情等のほか、当該営業所
の業務内容(例えば、為替
取引業務を扱わない出張
所など)等の事情を勘案し
て規制を緩和することの
可能性について、引き続
き検討を行う。

平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

ｂ

出張
所の
休日
に係
る規
制の
緩和
につ
いて
はII

営業
時間
に係
る規
制の
撤廃
につ
いて
はIII

金融機関の休日に係る規
制の緩和や店舗の営業時
間に係る規制の撤廃につ
いては、顧客利便性の維
持や決済システムの安定
性確保等に留意しつつ検
討を行うべき問題であ
る。したがって、当該営
業所の設置場所の特殊事
情等のほか、業務内容等
を勘案して規制の緩和を
行っても顧客利便性の維
持等に支障が生じること
がないかどうかについて
引き続き検討を行うこと
としており、現時点で検
討終了時期を示すことは
困難である。

5035 5035130 (社)信託協会 13

出張所（臨時若
しくは巡回型の
施設又は無人の
設備を除く）の
休日に係る規制
の緩和、および
営業時間に係る
規制の撤廃

・銀行の休日は、土日、
祝日、年末年始に限られ
ており、それ以外に営業
所が休日とすることがで
きる日は、「営業所の所
在地における一般の休日
に当たる日で当該営業所
の休日として金融庁長官
が告示した日」および
「営業所の設置場所の特
殊事情により、当該営業
所の休日とすることがや
むを得ない日として金融
庁長官が承認した日」に
限られている。
・銀行の営業所の営業時
間は「午前９時から午後
３時まで」と規定されて
おり、その営業時間の変
更は、延長の場合を除
き、「その営業所の所在
地又は設置場所の特殊事
情により」必要がある場
合に限られている。

（以下「その他」欄に続
く）

金融庁
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300860
信用保証業務を
営む子会社等の
業務範囲の拡大

・平成１０年金
融庁･大蔵省告示
第９号（銀行法
施行規則第十七
条の三第二項第
三号及び第三十
五号の規定に基
づく銀行等の子
会社が営むこと
のできる業務か
ら除かれる業務
等）
・事務ガイドラ
イン１－９－１
（３）①信用保
証業務

・銀行の子会社が営む信
用保証業務は、原則とし
て住宅ローン等消費者
ローンに係るものとされ
ている。
・保証業務は専業体制で
営むことととされてい
る。

ｂ Ⅲ

　住宅ローン等消費者
ローンについては、画一
的かつ大量の処理が可能
であり、関連会社による
集中的処理を行うことが
効率的であること等か
ら、銀行の子会社が同
ローンに係る信用保証業
務を行っている。
　銀行の子会社が事業性
ローンに係る信用保証業
務を行うこと及び保証業
務を行う銀行の子会社が
保証業務以外の業務も兼
業できるようにすること
ついては、銀行経営の健
全性の観点から検討を行
いたい。

平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

ｂ Ⅲ

　銀行の子会社が事業性
ローンに係る信用保証業
務を行うこと及び保証業
務を行う銀行の子会社が
保証業務以外の業務も兼
業できるようにすること
ついて、銀行経営の健全
性の観点から検討を行
う。
　ただし、現時点では検
討終了時点を明示するこ
とは困難である。

5035 5035140 (社)信託協会 14
信用保証業務を
営む子会社等の
業務範囲の拡大

・銀行の子会社等は、債
務保証業務のうち、事業
者に対する事業の用に供
する資金に関するものに
ついては、営むことが認
められていない。
・保証業務は専業体制で
営むこととされている。
・銀行の子会社等が、所
謂事業性ローンに係る債
務保証業務を営めるよう
にすること。但し、対象
となるローンからは、当
該銀行の特定関係者が供
与するものを除く。
・銀行の子会社等が保証
業務以外の業務も兼業で
きるようにすること。

金融庁

z0300870

商品ファンド法
に基づく3省にま
たがる主務官庁
への申請・届出
等の窓口の一本
化

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第5条、
第8条、第9条、
第10条、第11条
商品投資販売業
者の許可及び監
督に関する命令
第1条、第7条、
第8条、第9条、
第10条

　申請者等は、許可等の
申請書又は各種届出書を
主務大臣に提出しなけれ
ばならない。

ｂ

※そ
の他
欄の
とお
り

　商品投資販売業者は、
主務官庁である金融庁・
農林水産省・経済産業省
の３省庁に同一の許認可
の申請及び変更等の届出
に係る書類を提出してい
る。主務官庁において許
可業者の状況を把握する
必要はあるものの、書類
の提出方法については、
窓口となる省庁を設定し
て窓口の一本化を図るこ
とが許可業者の監督上問
題を生じることがないよ
う考慮しつつ、１５年度
中に関係省庁と検討し、
結論を得る。

※「措置の内
容」については
現時点では未
定。

回答によれば「１５年度
中に関係省庁と検討し、
結論を得る」とあるが、
①実施される内容につい
てより具体的に示された
い。
②上記①を踏まえ、平成
１６年度までに実施され
ることの可否について改
めて検討されたい。

a 未定

　商品投資販売業者は、
主務官庁である金融庁・
農林水産省・経済産業省
の３省庁に同一の許認可
の申請及び変更等の届出
に係る書類を提出してい
る。主務官庁において許
可業者の状況を把握する
必要はあるものの、一部
書類の提出方法について
は、窓口となる省庁を設
定して窓口の一本化を図
ることが許可業者の監督
上問題を生じることがな
いよう考慮しつつ、関係
省庁と検討し、平成15年
度末までにオンライン化
する予定。

商品ファンド法に基づく3
省にまたがる主務官庁へ
の申請・届出等の窓口の
一本化について検討し、
結論を得て、平成15OR16
年度中に実施されること
について見解を示された
い。

a 未定

電子媒体による許認可の申請等に
ついては、平成15年度末を目途と
して、申請窓口を一本化すべく、
その体制を整備する。（平成15年
度中『電子媒体による許認可の申
請のみ』）

5063 5063020

(社)日本商品
投資販売業協

会
2

3省にまたがる主
務官庁への申
請・届出等の窓
口の一本化

主務官庁の窓口一元化
金融庁
農林水産省
経済産業省

z0300880

商品ファンドに
おける「許可申
請書」に添付す
る役員および重
要な使用人に係
る官公署の発行
する身分証明書
ならびに成年被
後見人等でない
ことを証する証
明書の撤廃

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第5条
商品投資販売販
売業者の許可及
び監督に関する
命令第4条

　商品投資販売業の許可
申請を行う際に、役員又
は重要な使用人が成年被
後見人等に該当しない旨
の官公署の証明書を「許
可申請書」に添付しなけ
ればならない。

Ｃ －

　欠格要件に関する官公
署の証明書添付について
は、添付を省略した場合
の代替案として①商業登
記簿謄（抄）本のみによ
る確認方法や②欠格条項
すべてに該当しない旨の
誓約書のみによる確認方
法を検討したものの、①
については商業登記法に
おける役員登記の際に審
査を行う規定がないこと
及びファンド法で添付の
対象となっている重要な
使用人に関しては商号登
記簿謄（抄）本では重要
な使用人に関する記載が
ないため、欠格要件の確
認資料となりえない。次
に②については、現行法
上で誓約書を求めている
のは申請者自らが証明す
る手段がない欠格条項に
ついて、やむを得ず証明
に代えて誓約することを
求めているものであり、
審査の簡略化のために求
めているものではないこ
とから、撤廃は困難であ
る。

回答においては、「外国
人の場合は、官公署が証
明書を発行することが不
可能なため、やむを得ず
誓約書のみの添付ですま
している」とあるが、事
実上不許可条件の確認を
誓約書により行っている
現状に鑑みれば、申請手
続きの簡素化、業者間の
取扱いの公平性の観点か
ら、例えば必要書類を誓
約書に一本化する等を含
め、更に踏み込んだ検討
を行ってもらいたい。

上記を踏まえ、平成１６
年度までに実施されるこ
との可否について改めて
検討されたい。

Ｃ －

　公的な証明書を提出さ
せることにより、行政当
局が欠格条項の該当の有
無を確実に確認できるに
もかかわらず、申請者の
申告（誓約書）を信用
し、実質的な審査を行わ
ないまま処理することに
なれば、行政当局の確認
手段としては、事後的な
資料の報告徴収命令又は
検査によるほかなく、参
入規制が部分的に形骸化
するため、公的な証明書
の添付を廃止することは
困難である。
一方、商品投資販売業者
の代表者に誓約書の提出
を求めているのは、法律
第6条第1項各号に規定す
るすべての欠格条項に該
当しない旨について、申
請者自らが何らかの公的
な書面により証明する方
法がないためであるた
め、添付を廃止すること
は困難である。
なお、投資信託及び投資
法人に関する法律におい
ても、役員および重要な
使用人が外国人の場合に
は、商品ファンドと同様
に官公署の証明書の添付
は求めずに誓約する書面
で添付をすませていると
ころである。

5063 5063030

(社)日本商品
投資販売業協

会
3

商品ファンドに
おける「許可申
請書」に添付す
る役員および重
要な使用人に係
る官公署の発行
する身分証明書
ならびに成年被
後見人等でない
ことを証する証
明書の撤廃

現行制度では、商品投資
販売業の許可申請を行う
際に、許可申請書に役員
および重要な使用人につ
いて、官公署の発行する
身分証明書ならびに成年
被後見人等でないことを
証する証明書を添付しな
ければならないところで
あるが、役員および重要
な使用人について、官公
署の発行する身分証明書
並びに成年被後見人等で
ないことを証する証明書
の添付を廃止することを
要望する。

金融庁
農林水産省
経済産業省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300900

商品ファンド法
上の商品投資販
売業者の許可要
件の緩和

商品投資販売業
者の許可及び監
督に関する命令
第４条６号の２

 商品投資販売業の許可申
請書類の添付資料とし
て、「商品投資販売業務
を担当する者で商品販売
業務又はこれに準ずる業
務に３年以上従事した者
の業務経歴書」があり、
そのことが商品投資販売
業を遂行するに足りる十
分な知識及び経験を有す
る者を有するか否かの判
断基準となっている。

b

※そ
の他
欄の
通り

　映画等の制作に係る資
金調達の円滑化を図る観
点から、許可要件の緩和
等について、法目的であ
る投資家保護の趣旨を十
分踏まえつつ検討を行
い、１５年度中に結論を
得て、必要に応じ所要の
措置を行う。

※「措置の内
容」については
現時点では未定

回答では、「１５年度中
に結論を得て、必要に応
じ所要の措置を行う」と
されているが、
①実施される内容につい
てより具体的に示された
い。
②実施時期について具体
的に示されたい。

ｂ

※
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

実施する内容について、
現在検討を行っていると
ころであるため、現時点
で具体的内容を示す段階
ではないが、投資家保護
の趣旨を十分踏まえつつ
許可要件の緩和等につい
て引き続き検討を行い、
１５年度中に結論を得
て、必要に応じ所要の措
置を行う。

（注）「措置の内容」及
び検討終了時期について
は現時点では未定

商品ファンド法上の商品
投資販売業者の許可要件
の緩和について、検討
し、結論を得て、平成
15OR16年度中に実施され
ることについて見解を示
されたい。

b 未定

映画等の制作に係る資金
調達の円滑化を図る観点
から、許可要件の緩和等
について、法目的である
投資家保護の趣旨を十分
踏まえつつ検討を行い、
結論を得る。（平成15年
度結論）

5100 5100130 東京都 13

商品ファンド法
上の商品投資販
売業者の許可要
件の緩和

映画・コンテンツ制作等
に関する資金調達をより
一層容易なものにするた
め、商品ファンド法上の
商品投資販売業者の許可
要件（３年以上の業務経
験を有する者の配置等）
を撤廃する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

z0300890

追加型商品ファ
ンドにおける法
定交付書面の簡
素化

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第１６
条、第１７条

商品投資販売業者は、商
品投資契約の締結等をす
るとき及び商品投資契約
等が成立したときは、そ
の都度一定の内容を記載
した書面を顧客に交付す
ることとなっている。

ｂ

※そ
の他
欄の
通り

　商品ファンド法におい
て、契約締結前と締結時
の２回に分けて書面を交
付させるのは、投資家が
契約内容、リスクについ
て十分な理解を得ること
が必要であり、後日当事
者間において契約内容を
巡るトラブルが生ずるこ
とを防止することで、投
資家保護を図る趣旨によ
るものである。
　上記の趣旨からすれ
ば、追加型商品ファンド
を同一投資家が再購入す
る場合、それぞれが別個
の商品投資契約であるこ
とからその契約毎に書面
を交付することが必要で
あるが、追加型ファンド
の再購入契約に際して
は、法定交付書面の記載
事項を簡略化することが
可能か否かについて検討
しており、１５年度中に
措置するか否かを含め、
結論を得る。

※「措置の内
容」については
現時点では未定

回答においては、「追加
型ファンドにおける再購
入である場合に限り、直
近に購入した追加型の商
品ファンドからの変更事
項のみを交付すること、
若しくは、顧客から再度
の契約前の交付書面の
要・不要の確認による方
法等をとること」につい
て15年度中に検討し16年3
月までに結論を得るとさ
れているが、次の観点か
ら更なる検討を行っても
らいたい。
①要望趣旨に鑑みれば投
資家保護に配慮した上で
の書面簡素化対応であ
り、実施の方向で早急に
検討を行い、16年度には
速やかに実施すること。
②併せて、現時点におけ
る検討状況、検討にあ
たっての論点等について
示すこと。

ｂ

※
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

商品ファンド法におい
て、契約締結前と締結時
の２回に分けて書面を交
付させるのは、投資家が
契約内容、リスクについ
て十分な理解を得ること
が必要であり、後日当事
者間において契約内容を
巡るトラブルが生ずるこ
とを防止することで、投
資家保護を図る趣旨によ
るものである。
　どちらか一方の書面か
ら重複事項の記載を省略
した場合において、投資
家保護上問題がないか、
が書面簡素化にあたって
の論点と考えられるが、
本年度中に措置するか否
かを含めて関係省庁と検
討することとしたい。

（注）「措置の内容」及
び検討終了時期について
は現時点では未定

追加型商品ファンドにお
ける法定交付書面の簡素
化について検討し、結論
を得て、平成15OR16年度
中に実施されることにつ
いて見解を示されたい。

b 未定

同一投資家が追加型商品
ファンドを追加購入する
場合、法定交付書面の記
載事項を簡略化すること
が可能か否かについて、
投資家の意思確認の方法
や投資家にとって分かり
やすい書面となるよう配
慮しつつ、結論を得る。
（平成15年度結論）

5063 5063040

(社)日本商品
投資販売業協

会
4

追加型商品ファ
ンドにおける法
定交付書面の簡
素化

現行制度では、追加型商
品ファンドにおいて、同
一ファンドを追加購入す
る場合は、その都度、法
定書面を交付し、投資家
も受領しなければならな
いところであるが、一度
購入して法定書面を受領
している商品ファンドを
再度購入する際には、投
資家の承諾が得られた場
合は法定書面の交付を簡
素化（変更点等のみ交
付）してもよいことにし
て戴き度い。

金融庁
農林水産省
経済産業省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0300910

貸金業の規制等
に関する法律第
18条第２項受取
証書の交付義務
の一部見直し

貸金業の規制等
に関する法律第
１８条第２項

　通常、貸金業者は債務
者から弁済を受けた場
合、貸金業者は債務者に
対し、その都度、受取証
書を発行することが義務
付けられているが、法第
１８条第２項により、預
金又は貯金の口座に対す
る払込みその他内閣府令
で定める方法により弁済
を受ける場合にあって
は、当該弁済をした者の
請求があった場合に限
り、貸金業者は受取証書
を債務者に交付する義務
を負う。

b

※そ
の他
欄の
通り

  貸金業者に対し、弁済
受領時に法第１８条第１
項に定める受取証書の交
付を義務付けているの
は、債務者が自らの債務
の内容を明確に把握し、
仮に債権者との間で争い
が生じた場合にも、債務
者が自らの債務につき証
明し得るものとするため
である。このような債務
者保護の観点を踏まえれ
ば、法第１８条第２項に
より受取証書の交付を弁
済者からの請求があると
きに限定するケースを拡
大することについては、
十分かつ慎重な検討が必
要であると考える。
　その際、貸付けに係る
利率が利息制限法第１条
第１項に規定された利率
を上回る場合において
は、法第１８条第１項の
書面交付がいわゆるみな
し弁済の要件となってい
る（第４３条）ことに留
意する必要がある。
　なお、今般の「貸金業
規制法及び出資法の改正
法附則」において、新貸
金業規制法による貸金業
制度の在り方について
は、施行後３年を目途と
して検討を加え、必要な
見直しを行うこととなっ
ている

※改正法施行後
３年を目途とし
て検討が行われ
る予定であるた
め、「措置の内
容」については
現時点では未定

平成１６年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

ｂ

※
「措
置の
概
要」
欄内
の
（注
）を
参照

いわゆる「ヤミ金融問
題」を契機とした今般の
「貸金業規制法及び出資
法の改正法附則」におい
て、新貸金業規制法によ
る貸金業制度の在り方に
ついては、施行後３年を
目途として検討を加え、
必要な見直しを行うこと
となっているので、これ
に沿って対応して参りた
い。

（注）改正法施行後３年
を目途として検討が行わ
れる予定であるため、
「措置の内容」について
は現時点では未定

5101 5101120 アイフル㈱ 12

貸金業の規制等
に関する法律第
18条第２項受取
証書の交付義務
の一部見直し

法第18条第2項を「前項の
規定は、店頭や自社ＡＴ
Ｍ機以外の方法により、
弁済を受けた場合にあっ
ては、当該弁済をした者
の請求があった場合に限
り、適用する」と変更す
る。若しくは、法第18条
第2項にある「その他内閣
府令で定める方法により
弁済を受けた場合」のそ
の他の具体的な弁済例を
記載した内容を別途に定
める。また、銀行振込や
郵送、口座引落し等の場
合において、顧客の控え
に「弁済日（入金
日）」・「弁済金額（入
金額）」が確認出来る場
合においては、受取証書
の交付とみなす。

金融庁

z0300920
発行登録制度の
適用会社の拡大

証券取引法第23
条の3及び第5条
第4項、企業内容
等の開示に関す
る内閣府令第9条
の4

発行登録制度を利用する
会社は、利用適格要件
（継続開示要件及び周知
性要件）を満たさなけれ
ばならないとされてい
る。

ｃ -

発行登録制度は、企業情
報等の周知性が十分に認
められるものとして、継
続開示要件（1年間以上の
継続開示）及び一定の周
知性要件（株券の市場に
おける売買総額等）を満
たす企業が利用すること
ができることとされてい
る。しかしながら、組込
方式が認められている会
社は、継続開示要件のみ
満たす会社であるため、
その企業情報等が既に公
衆に広範に提供されてい
るとは考えられない。
したがって、このような
会社について発行登録制
度の適用を認めることと
した場合、証券情報のみ
を記載した発行登録追補
書類を提出するだけで有
価証券の取得、売り付け
ができることとなり、投
資者は発行会社の企業情
報等を十分に考慮しない
まま投資判断を行うこと
となるため、投資者保護
の観点から、組込方式の
みが認められている会社
に発行登録制度の適用を
認めることは適当ではな
いと考える。

回答では周知性要件が欠
格していることを根拠に
対応不可とされている
が、
①要望内容は、「組込方
式による会社であって
も、当該企業に係る企業
情報が既に公衆に広範に
提供されていることには
変わりはなく、流通市場
の取引状況等に基づいて
発行登録制度の可否を区
分することは合理的では
ない」との観点から実現
を求めているものであ
り、この点についての具
体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

ｃ -

流通市場において、有価
証券の売買取引が頻繁に
行なわれるような場合
は、その会社の企業情報
が公衆に広範に提供され
ていると考えられること
から、周知性の要件とし
て、売買総額の基準が設
けられている。なお、周
知性要件には一定の格付
取得基準もあり、取引状
況にかかわらず発行登録
制度を利用することは可
能である。
しかしながら、組込方式
の発行会社の場合は継続
開示要件は満たすものの
売買総額等の周知性要件
を満たさないため、企業
情報が既に公衆に広範に
提供されているとは言え
ず、投資者保護の観点か
ら発行登録制度の適用を
認めることは適当ではな
いと考える。

発行登録制度の
適用会社の拡大

発行登録制度を、現在、
組み込み方式が認められ
ている会社にも拡大する
ことを容認すべきであ
る。

5102 5102490
(社)日本経済
団体連合会 金融庁49
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

cz0300930

不動産投資法人
が発行する不動
産投資証券の株
式としての取扱
い

証券取引法第2条
18項、同第2条1
項9号、証券先物
取引等に関する
内閣府令第1条

投資法人は株式会社とは
異なる特別な法人として
創設されていることか
ら、投資法人が発行する
投資口を株式と規定して
いない。また、証券取引
法においては株券を対象
とする株価指数先物取引
のみを認めている。

ｃ -

　投資法人は、資産を主
として特定資産に対する
投資として運用すること
を目的として投信法に基
づいて設立される社団で
あるが、その実質は単な
る運用資産の集合体に過
ぎず、他の営業行為を行
わない。投資法人は、本
店以外の営業所を設け
ず、又は使用人を雇用す
ることができない一方、
決算手続きの簡素化等ス
リム化が図られている。
さらに投資法人は、商法
に基づく株式会社と異な
り、資本制度を採用せ
ず、規約に規定すれば投
資家からの請求に応じて
払い戻しを行う仕組みを
可能とするための制度と
して、株式会社とは異な
る特別な法人として創設
したものであることか
ら、投資口を株式と規定
することは適当ではな
い。

5102 5102500
(社)日本経済
団体連合会 50

不動産投資法人
が発行する不動
産投資証券の株
式としての取扱
い

不動産投資信託証券
（REIT）を指数に組み入
れたインデックスを解禁
するため、投資証券とい
う規定を廃止し、投資法
人の発行する投資口を株
式と規定すべきである。
あるいは、株式に適用さ
れている法律条項を投資
証券(少なくとも上場不動
産投資証券)に対して広範
に適用すべきである。

金融庁-

会社型投信を創設するに
あたって、商法に基づく
株式会社制度を利用する
ことも考えられたが、
オープン型の会社型投信
においては、投資家の請
求に応じて直ちに株式を
消却して払い戻しをする
必要があり、我が国の商
法は、株式を消却する際
に厳格な減資手続きが必
要とされていることや株
式会社における手続きを
厳格に踏んだ場合には、
必要以上のコストを負担
しなければならないなど
の問題があったことか
ら、会社型投信を組成す
るための専用の法人とし
て証券投資法人を創設す
ることとしたものであ
る。
したがって、投資法人は
主に資産の運用を目的と
する集合体である器とし
ての機能を有するのみ
で、他の営業行為を行わ
ないことからも、本店以
外の営業所を設けず、又
は使用人を雇用すること
ができないこととし、そ
の一方で、決算手続きの
簡素化等のスリム化が図
られ、さらに資本制度を
採用せず、規約に規定す
れば投資家からの請求に
応じて払い戻しを行う仕
組みを可能とするための
制度として、

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

株式会社とは異
なる特別な法人
として投資法人
を創設している
ことから、投資
口を株式と規定
することは適当
でない。また、
現在、有価証券
市場において取
引されている株
価指数先物取引
は、現物有価証
券の銘柄数、流
動性、指数の操
作可能性等の観
点から証券取引
所の上場株券を
対象としてい
る。
不動産投資証券
については、現
在、東京証券取
引所に６銘柄が
上場され、１５
年４月から、同
取引所が「東証
ＲＥＩＴ指数」
を算出・公表し
ているが、銘柄
数を僅少であ
り、指数の株価
操作性の観点な
どから当該指数
を有価証券指数
先物取引の対象
とすることは困
難と考えられ
る。

回答では要望への対応は
困難とされているが、
①運用の自由度向上とい
う要望主旨を踏まえてさ
らに前向きに対応策を検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

　要望は、不動産投資証
券を有価証券指数先物取
引の対象とすることと理
解されるが、現行証券取
引法においては株券を対
象とする株価指数先物取
引のみが認められてい
る。先物取引の対象とな
る有価証券指数について
は、現物有価証券の銘柄
数、各銘柄及び当該有価
証券種類全体の流動性、
当該指数の流動性及び操
作可能性、現物市場への
影響等の観点から検討す
ることが必要であり、現
状、株価指数が適当とさ
れていることによるもの
である。我が国の代表的
な株価指数先物商品とし
ては、大阪証券取引所の
日経平均株価先物（東証
一部上場銘柄のうちの225
銘柄を対象とする。）及
び東京証券取引所のTOPIX
先物（東証一部上場の全
銘柄を対象とする。）が
ある。
（注）15年5月末現在の東
証一部上場銘柄数は1,522
銘柄。

　現在、有価証券市場に
おいて取引されている株
価指数先物取引は、現物
有価証券の銘柄数、流動
性、指数の操作可能性等
の観点から証券取引所の
上場株券を対象としてい
る。不動産投資証券につ
いては、現在、東京証券
取引所に6銘柄が上場さ
れ、15年4月から、同取引
所が「東証REIT指数」を
算出・公表しているが、
銘柄数は僅少であり、指
数の価格操作性の観点な
どから当該指数を有価証
券指数先物取引の対象と
することは困難と考えら
れる。

b Ⅲ

　現在、有価証券市場に
おいて取引されている株
価指数先物取引は、現物
有価証券の銘柄数、流動
性、指数の操作可能性等
の観点から証券取引所の
上場株券を対象としてい
る。不動産投資証券につ
いては、平成13年9月以
降、東京証券取引所に6銘
柄が上場され、15年4月か
ら同取引所が「東証REIT
指数」を算出・公表して
いるが、当該指数が有価
証券指数先物取引の対象
として適当かどうかにつ
いては、現在の上場銘柄
数が僅少であること等か
ら更に取引状況の動向を
みる必要があると考えら
れる。しかしながら、将
来、不動産投資証券市場
が拡大することも予想さ
れることから、不動産投
資証券指数を有価証券指
数の対象とすることが可
能となるように関係法令
の改正の検討を行うこと
としたい。なお、実施時
期については、今後の不
動産投資証券の取引状況
の動向をみて判断する必
要がある。

03)金融庁.xls    50/51ページ



規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008400 オリックス㈱ 40
官公庁の入札制
度、契約制度の
改善

統一基本様式を定め、団
体や法人の特殊要因によ
り様式をオプションで付
加する方式に改善すべ
き。また、昨今のＩＴ社
会化に対応し、申請業務
をＩＴと紙の選択制とす
べき。

全省庁

5034 5034380
(社)リース事

業協会 38

官公庁・地方自
治体の入札制
度、契約制度の
改善

・官公庁の入札制度にお
いて、参加資格審査申請
や入札業務などの諸手続
きは官公庁によって異
なっている。このため、
申請内容の多くの項目が
重複しているものの、申
請様式はそれぞれ異なっ
ている。・また、申請は
紙でのみ行なわれてい
る。・統一基本様式を定
め、団体や法人の特殊要
因により様式をオプショ
ンで付加する方式に改善
すべき。・また、昨今の
ＩＴ社会化に対応し、申
請業務をＩＴと紙の選択
制とすべき。

全省庁

ーz0300940
官公庁の入札制
度、
契約制度の改善

会計法第29条の3
第2項

予算決算及び会
計令第72条

１．物品製造等の資格審
査申請書の様式は平成13
年1月から全省庁で統一さ
れており、紙及び電子媒
体(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)を選択するこ
とにより競争参加資格審
査申請を行うことができ
る環境設定が既になされ
ている。
工事等の競争参加資格申
請書は内閣府所管契約事
務取扱細則により内閣府
所管で統一様式を作成し
ており、申請は紙のみと
している。

２．入札については、会
計法等の各種規定により
実施（入札実施は紙媒体
による）。

1.物
品:ｄ
　工
事:ａ
2.ａ

※そ
の他
欄の
とお
り

１．工事等の競争参加資
格審査申請については、
国土交通省が基幹省庁と
なり、平成16年度から電
子的方式により資格審査
の受付ができるよう、現
在検討しているところで
ある。

２．金融庁が実施する入
札については、平成１５
年度内に電子入札の導入
を予定している。（内閣
府所管システム）

※工事に係る競
争参加資格審査
の措置及び入札
の電子化に係る
法律等の手当て
は不要である。

z0300950
法令に基づかな
い共済に関する
基準の明確化

－
いわゆる共済は、保険業
法の規制・監督の対象と
されていない。

ｃ ー

いわゆる共済は、対象者
が地域・職域等に制限さ
れ、不特定の者を対象と
していないもの等である
ことから、保険業法の趣
旨に照らし、その規制の
対象外とされているとこ
ろである。
根拠法がなく任意の団体
で行われている共済につ
いては、様々な規模・形
態で多様な事業が行われ
ているものであり、一律
に規制等を課すことにつ
いては、自発的な共助を
基本とする共済事業のあ
り方に関わる問題である
ことから、慎重な検討が
必要。

回答では、不特定の者を
対象としていない共済に
ついては一律に規制等を
課すことは共済事業のあ
り方に関わる問題であ
り、慎重な検討が必要で
あるとのことであるが、
①要望の趣旨は、法令に
基づかずかつ不特定多数
を相手とする「共済」と
名乗る事業が横行してお
り、過去に犯罪行為等に
より「共済」契約者等に
多大な影響を与えた（消
費者保護上問題）ことが
あること、さらには、保
険業法の監督に服さず、
募集人登録や手数料割戻
し規制等もないことが、
保険会社に対する競争力
として濫用され、強いて
は保険事業に対する信用
を失墜させているため、
不特定多数を相手とする
共済と名乗る事業者は本
来「保険業法」の適用を
受け、保険会社と同様の
保険会計の準用、財務内
容の開示、契約者保護
ルール等を図るべきとの
ことであり、この点につ
いての具体的な対応策を
改めて検討され、示され
たい。
　②上記①を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含め具体
的に示されたい。

ｃ ー

　貴事務室の指摘につい
て、法令に基づかず不特
定多数を相手に保険業を
行うことは、そもそも保
険業法違反であり、こう
した違法な共済について
は、関係機関と連携して
厳正に対処することとし
ているところ。
　金融庁としては、その
ような違法な共済につい
ては厳正に対処するとと
もに、消費者保護の観点
から保険と根拠法のない
共済の制度上の違いにつ
いて周知を図るなどの取
組を進めているところ。

5018 5018080
三井住友海上
火災保険㈱ 8 共済と競争条件

を揃える

法令に基づかない共済に
ついて、保険会計の準
用、財務内容の開示、募
集規制の適用など、契約
者保護のためのルールの
適用を図り、保険同一の
競争条件に置くことを要
望する。

金融庁
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